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国立大学法人 九州工業大学プライバシーポリシー 
 

最終改正 令和４年４月１日 
 
１．基本方針について 

 国立大学法人九州工業大学（以下「本学」という。）は、個人情報の保護・管理の重要性を深く認
識し、次の方針に基づき、個人情報を取り扱います。 

（１）法令遵守 
 本学は、「個人情報の保護に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律」をはじめとする関係法令を遵守し、個人情報及び特定個人情報（以
下「個人情報等」という。）を適切に取り扱います。 
 
 
 
 

（２）個人情報等の収集・保管・廃棄 
 本学は、適法かつ公正な手段により、個人情報等を収集及び保管するとともに、不要になった
個人情報等は速やかに廃棄します。 

（３）個人情報等の管理 
 本学は、個人情報等の漏えい、紛失、改ざんの防止その他の保有個人情報等の適切な管理のた
めに必要な措置を講じます。 

（４）個人情報等の開示等請求 
 本学は、本人から個人情報等の開示、訂正、利用停止の請求があった場合は、適切に対応しま
す。 

 
２．収集する個人情報等の利用目的について 

 本学は、必要に応じて個人情報を収集する際には、その利用目的を明らかにし、収集した個人情
報の使用範囲を目的達成のために必要な範囲に限定し、適切に取り扱います。 
 特定個人情報は、利用目的を特定し、本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利
用はしません。 

 
３．第三者への提供について 

 個人情報は次に掲げるもののほか、本人の同意を得ないで第三者に提供することはありません。 
また、法令等で限定的に明記された場合を除き、本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第
三者に提供しません。 

（１）法令に基づいて個人情報を取り扱う場合 
（２）人の生命、身体又は財産の保護のため必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合 
（３）国・地方公共団体等に協力する必要がある場合 
（４）学術研究目的で取り扱う必要がある場合（個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合

を除く。） 
（５）在学生及び卒業生の個人情報について、大学が特に必要と認め、あらかじめ印刷物、掲示等に

より本人に周知した場合 
 なお、本人から第三者への提供を停止するよう申し出があった場合は、速やかに対処する。 

 
４．同窓会への個人情報の提供について 

 在学生及び卒業生の個人情報を、学生支援活動円滑化等の目的で同窓会（明専会）へ提供します。
ただし、特定個人情報は提供しません。  

※個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別する
ことができるものをいいます。 

※特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。 



  

 

 

 

大学院生命体工学研究科 

 

学 生 便 覧 
 
  



  

２０２６年度 生命体工学研究科学年暦 
 

区 分 事     項 期 日 又 は 期 間 

 ・新入生オリエンテーション  ４月 ３日（金）～ ４月 ６日（月） 

前期 
（1Q・2Q） 

 
 

4 月 1 日（水） 
～ 

9 月 30 日（水） 

・入学式  ４月 ７日（火） 

・新入生学生定期健康診断  ４月 ８日（水） 

・第１クォーター授業期間  ４月 ９日（木）～ ６月１１日（木） 

・履修登録期間（前期・1Q）  ４月 ２日（木）～ ４月１５日（水） 

・履修登録修正期間（前期・1Q）  ４月１６日（木）～ ４月２２日（水） 

・開学記念日  ５月２８日（水） 

・第１クォーター授業調整期間  ５月２９日（金），  ６月 ４日（木） 

・第２クォーター授業期間  ６月１２日（金）～ ８月１２日（水） 

・履修登録修正期間（2Q）  ６月１２日（金）～ ６月１８日（木） 

・第２クォーター授業調整期間  ７月２９日（水）， ７月３１日（金） 

 ・夏季休業  ８月１３日（木）～ ９月３０日（水） 

 ・第３クォーター授業期間 １０月 １日（木）～１２月 ８日（火） 

後期 
（3Q・4Q） 

 
 

10 月 1 日（木） 
～ 

3 月 31 日（水） 

・履修登録期間（後期・3Q）  ９月２４日（木）～１０月 ７日（水） 

・履修登録修正期間（後期・3Q） １０月 ８日（木）～１０月１４日（水） 

・第３クォーター授業調整期間 
１０月 ９日（金）， 
１１月２５日（水）～１１月２７日（金）， 
１１月３０日（月）～１２月 １日（火）， 

・第４クォーター授業期間 １２月 ９日（水）～ ２月１５日（月） 

・履修登録修正期間（4Q） １２月 ９日（水）～１２月１５日（火） 

・冬季休業 １２月２８日（月）～ １月 １日（金） 

・第４クォーター授業調整期間  ２月１２日（金）～ ２月１５日（月） 

 ・学位記授与式  ３月２５日（木） 

※各クォーターの授業期間には，授業調整期間を含む。 
※開学記念日は，平日の場合，通常授業を行う。 
※新入生以外の学生定期健康診断の日程は別途通知する。 
※定期メンテナンスに伴う学習支援システム（Moodle）の停止予定日は以下のとおり。 
 ・１回目： ６月２０日（土）・ ２１日（日） 
 ・２回目：１０月 ９日（金）～１２日（月） 
 ・３回目： １月１６日（土）・ １７日（日） 



－1－ 

Ⅰ．生命体工学研究科の概要 
１．概 要 

生命体工学研究科は、人間や環境との親和性が高い新技術・新産業の創出を目指し、生命体の原
理を知り、その原理を技術化することを目的に、独立研究科として 2000 年に設立された。本研究科
は、生体の構造的・物質的機能の工学的実現を教育研究対象とする生体機能専攻と、脳の情報処理
機能の工学的実現を教育研究対象とする脳情報専攻の 2 専攻からスタートし、生命科学に根差した
工学・情報工学という学際的な学問領域を対象とし、従来式の積み上げ型ではない新しい教育研究
体制を構築した。その後、2014 年に、社会ニーズ志向を重視し、グローバル化を目的に改組を行っ
た。産業界や社会のニーズに応えるため出口志向の教育研究に舵を切り、博士前期課程において、
生体機能専攻を生体機能応用工学専攻に、脳情報専攻を人間知能システム工学専攻にそれぞれ改称
して、社会ニーズ志向であることを明確にした。また、分野融合を図るため、博士後期課程を 1 専
攻とし、生命体工学専攻の名称を付した。カリキュラム改編を実施し、要素技術からシステム化技
術、社会的課題への適用技術までの理解を深める科目を開設した。また、国際的に活躍できるグロ
ーバル人材の育成を目的に、海外拠点や国際協定校と連携したプログラムを開設した。そして、2026
年に、博士前期課程における教育カリキュラム上の分野融合を図るため、生体機能応用工学専攻と
人間知能システム工学専攻の 2 専攻を生命体工学専攻の 1 専攻に統合する改組を行った。これによ
り、複雑化する社会的課題や変化の激しい社会的ニーズに対応するために、異なる分野の知識や技
術を融合し、広い視野で多面的に課題と対峙し解決を図ることのできる人材を養成する。 

 

２．生命体工学研究科の構成 
生命体工学研究科は博士前期課程及び博士後期課程で構成され、それぞれの課程に生命体工学専

攻を設置している。 
 

１）博士前期課程 生命体工学専攻 
異分野を学び易い教育カリキュラムを編成し、工学における分野融合教育を促進して、俯瞰的

な視野で物事を捉えることが可能な多様性を持った「知」を創出する教育を行う。この教育を効
率的かつ効果的に推進するために、以下の 4 つの教育コースを設置している。 
 
・脳型知能・ロボットコース 

人間知能の原理を解明して数理モデル化し、脳型システムとして工学的に実現するとともに、
ロボット等に実装する教育を行う。対象とする学問分野は、知能ロボティクス、ロボット制御、
ロボットミドルウェア、ロボットシステムインテグレーション、知能マテリアル、計算知能、
神経科学、数理モデリングなどであり、これらに関する高度な知識と技能を身に付けた人材を
養成する。 

 
・AI ライフデザインコース 

AI・データサイエンスを活用して、生活支援など社会システムを支える知能情報技術を構築
し、Well-Being を実現する教育を行う。対象とする学問分野は、脳型人工知能、機械学習、人
間機能代行システム、生活支援ロボットシステム、社会情報システム、医療・介護 DX、視覚
情報処理、スマートセンシングなどであり、これらに関する高度な知識と技能を身に付けた人
材を養成する。 

 
・生体医工イノベーションコース 

生体の構造や機能を理解して、医用機械・デバイスや生体機能材料を構築し、精密・医療機
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器や材料等の産業に応用する教育を行う。対象とする学問分野は、生体機能材料、バイオ機器
分析、マイクロ分析システム、生体流体力学、生体機械力学、生体材料力学、バイオマイクロ
デバイス、医用メカトロニクス材料、医用メカトロニクス制御などであり、これらに関する高
度な知識と技能を身に付けた人材を養成する。 

 
・環境共生・エネルギーコース 

エネルギーを効率的に利用するエレクトロニクス技術や、環境負荷の少ない化学反応・生物
反応を駆使し、地球環境問題を解決する教育を行う。対象とする学問分野は、パワーエレクト
ロニクス、パワー半導体、有機系太陽電池、二次電池、触媒、電気化学、界面機能、環境共生
材料、微生物機能、生物機能、バイオインフォマティクスなどであり、これらに関する高度な
知識と技能を身に付けた人材を養成する。 

 
２）博士後期課程 生命体工学専攻 

主として研究に取り組む専門分野だけでなく、関連する他分野を含めて研究目的を高い位置か
ら俯瞰し、社会からの要請を達成するために必要な見識を持てる研究者、技術者、企業家を育成
する。 

 
３．生命体工学研究科の教育目標 

多様な文化を受容する力、コミュニケーション力、自律的に学習する力、課題を発見し解決を探
究する力、科学技術の社会貢献を可能にするデザイン力を持ち、高度な科学技術に関する知識・技
能を身につけた人材を養成するとともに、各課程において以下の教育を目標とする。 

 
１）博士前期課程 生命体工学専攻 

人間・生物、環境、社会の機能や特性を理解し、工学または情報工学における複数の分野を融
合して、人間親和型、環境調和型、社会支援型の技術を創出することのできる技術者及び研究者
の養成を目標とする。さらに、分野横断的な広い視野で思考し、データに基づき科学的に考察し
ながら独創的な研究開発活動を行うことができ、個人と社会の多様な幸せを追求する価値観のも
とで、社会と連携して社会的ニーズに応えることのできるグローバル人材を養成する。 

 
２）博士後期課程 生命体工学専攻 

人間・生物、環境、社会の機能や特性を理解し、工学または情報工学における複数の分野を融
合して、人間親和型、環境調和型、社会支援型の先端技術を創出することのできる技術者及び研
究者の養成を目標とする。さらに、個人と社会の多様な幸せを追求する価値観のもとで、グロー
バルリーダーとして社会と連携して社会的ニーズに応えることができ、研究・技術分野の動向を
常に注視しイノベーションの創出を図ることのできる人材を養成する。 

 

Ⅱ．履修の手引き 
１．教育課程 
（１）博士前期課程 

教育課程は、生命体工学における高度技術者として必要な知識・理解、汎用的技能、態度・志
向性を効率的に獲得するために、各コースの専門分野における高度な知識と技能を学ぶ専門科目、
データサイエンスなどの共通性の高い知識と技能を学ぶ共通科目、国内外のインターンシップ等
で実践的な能力を身に付ける実践科目、主に修士論文に関する研究活動を行う演習科目の 4 つの
科目区分から構成している。特に、専門科目にはコース毎に強く修得を推奨するコア科目を設定
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するとともに、異なる専門分野の理解と分野横断的な広い視野の獲得のために、他コースの専門
科目を自由に修得できるように編成している。 

これに基づき開設する授業科目、単位数、選択・必修の別、及び授業年次は別表１（47 頁）の
とおりである。 

 
ａ．共通科目 

全コースの必修科目として、データサイエンスに関する基礎科目「実践的データサイエンス
基礎」（1 科目 2 単位）を設置し、データに基づき科学的に考察しながら研究開発活動を行う能
力を養う。また、異なる専門分野の理解と分野横断的な広い視野を獲得するために、各コース
の分野の基礎的な知識を俯瞰的に学ぶことができる選択必修科目の概論科目「脳型知能・ロボ
ット概論」、「AI ライフデザイン概論」、「生体医工イノベーション概論」、「環境共生・エネルギ
ー概論」（各科目 1 単位）を設置する。さらに、各専門分野及びその関連分野が社会で果たす役
割を理解し、個人と社会の多様な幸せを追求する価値観のもとで、社会と連携して社会的ニー
ズに応える態度を養うために、上級教養科目（4 科目 4 単位）及びアントレプレナーシップ教
育科目（6 科目 6 単位）を設置する。 

 
ｂ．実践科目 

上級語学科目（11 科目 11 単位）、国内外でのインターンシップ等の派遣科目（7 科目 10 単
位）、 AI ロボティクスにおける実践的な演習科目（4 科目 4 単位）、海外における研究活動の
ための実践英語科目（1 科目 1 単位）を設置し、グローバルな視野を獲得するとともに、論理
的思考に基づいた的確なコミュニケーションを行う力を養い、その能力を国際的な場で活かす
ことができるように教育を実施する。 

 
ｃ．専門科目 

生命体工学が対象とする各専門分野における高度な知識と技能を教育する。これにより、自
身の専門分野を深く学び、関連分野を理解して、分野横断的な研究開発活動を行うための高度
な能力を養う。また、各専門分野及びその関連分野が社会で果たす役割を理解できるように教
育を実施する。なお、コース毎に配置される専門科目は、選択必修科目であるコア科目とそれ
以外の選択科目から構成する。 

 
ｄ．演習科目 

主に修士論文に関する研究活動を通じて、専門分野及びその関連分野の課題を論理的に分析
し解決する力を養う。また、新技術等を提案・公表するために必要なプレゼンテーション力や
論理的思考に基づくコミュニケーション力を養うために、研究指導を通じて教育を実施し、国
内外の学術会議等において研究成果等を発表する機会を積極的に設ける。さらに、自身の研究
成果が社会で果たす役割を理解し、社会的課題の解決に向けた計画の立案と作業の管理を自律
的に行うとともに、多様な人々と協働して行えるように指導を行う。なお、演習科目は、「イン
タラクティブセミナー」（2 単位）、「生命体工学講究」（2 単位）、「生命体工学特別実験」（6 単
位）の 3 科目で構成し、全て必修科目とする。 

 
（２）博士後期課程 

教育課程は、生命体工学における卓越した高度技術者として必要な知識・理解、汎用的技能、
態度・志向性を効率的に獲得するために、各専門分野における高度な知識と技能を学ぶ専門科目、
国内外の学外研究等で実践的な能力を身に付ける実践科目、博士論文に関する研究活動・発表を
含む演習科目の 3 種類の科目群を配置している。特に、複数の専門分野の高度かつ広範な知識を
獲得できるように、異分野の専門科目を自由に修得できるように編成している。 
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２．指導教員及び副指導教員 
（１）大学院入学の際、各学生に指導教員及び副指導教員（以下、「指導教員」という。）が定められ

る。 
（２）指導教員は、授業科目の履修、学位論文の作成指導等、学生の在学中における学業に関して指

導する。 
（３）学修上必要な場合は、指導教員を変更することがある。 
 
３．履修 
（１）学生は、指導教員の指導のもとに特定の分野を定めて、それに必要とする授業科目を履修する

こと。 
（２）学生は、履修科目について指導教員と相談し、半期ごとに履修しようとする授業科目を決定し

て、所定の履修期間内に教務情報システムにより届け出なければならない。 
（３）授業科目の試験の成績は、秀又はＡ、優又はＢ、良又はＣ、可又はＤ及び不可又はＦの評語を

もって表示し、秀又はＡ、優又はＢ、良又はＣ及び可又はＤを合格とする。また、授業科目の単
位は、授業科目の履修の上、授業時間数の３分の２以上を出席し、かつ試験に合格したものに与
えられる。なお、既修得単位の取消し及び更新はできない。 

（４）上述にかかわらず、一部の授業科目の成績評価は、合否による２段階評価を用いることができ
る。この場合の成績評価は、合格又はＰ、不合格又はＮＰの評語をもって表示し、合格又はＰを
合格としたうえ、所定の単位を与える。 

（５）学則第５４条から第５６条までの規定により、研究科における授業科目の履修により修得した
と認定される授業科目については、認定された授業科目の科目区分及び単位区分により単位を与
える。なお、認定された授業科目については、成績評価を行わず、単位の認定に用いる評語は、
認定又はＲとする。 

（６）インターンシップ科目の報告書については、各期日までに提出をすること。なお、最終学年の
２月中旬より後に提出したものについては受理をしないので、余裕を持って計画を立てること。 

 
４．修了要件 
（１）修了要件は次のとおりとする。 

① 博士前期課程 
本大学院の前期課程に２年以上在学し、３０単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、

修士論文の審査及び最終試験に合格すること。 
ただし、在学期間に関しては、大学院生命体工学研究科の在学期間を短縮して修了させる場

合の申合せの要件を充足した者については、大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 
なお、博士前期課程に４年を超えて在学することはできない。 

② 博士後期課程 
本大学院の後期課程に３年以上在学し、１２単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、

博士論文の審査及び最終試験に合格すること。 
ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に３年（博士

前期課程に２年以上在学し、当該課程を修了したものにあっては、当該課程における２年の在
学期間を含む）以上在学すれば足りるものとする。博士後期課程に６年を超えて在学すること
はできない。 

なお、後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上退
学した者が退学時から１年以内に論文審査の申請をする場合は、課程申請者として取り扱う。 

（２）本研究科を修了した者については、次の学位を授与する。 
・博士前期課程：修士（工学）又は修士（情報工学）又は修士（学術） 
・博士後期課程：博士（工学）又は博士（情報工学）又は博士（学術） 
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学位の選択に当たっては、課程のはじめに指導教員とよく相談すること。 
 

Ⅲ．履修上の基準 
 学生は、次の履修基準表に従って履修し、修了要件単位の充足に努めること。 
 なお、授業科目及び単位数は別表１（47 頁）のとおりである。 
 
大学院生命体工学研究科履修基準表 
博士前期課程生命体工学専攻 

授業科目 履 修 基 準 

共通科目 
実践的データサイエンス基礎 ２単位 

その他の共通科目 ３単位以上（注 1） 

実践科目 ３単位以上 

専門科目 １２単位以上（注 2） 

演習 

インタラクティブセミナー ２単位 

講究 ２単位 

特別実験 ６単位 

修了要件単位 ３０単位以上 
注 1 共通科目に設定する各コースの概論科目（脳型知能・ロボット概論、AI ライフデザイン概論、生体医工イ

ノベーション概論、環境共生・エネルギー概論）から、自身が選択したコース外の概論科目を 1 科目（1 単位）
以上修得する必要がある。 

なお、自身が選択したコースの概論科目も履修は認められるものの、修得した単位は修了要件単位に含まれ
ない。 

注 2 専門科目は、自身が選択したコースに設定するコア科目から４単位以上修得する必要がある。 
 
博士後期課程生命体工学専攻 

授業科目 履 修 基 準 
専門科目 

及び 
実践科目 

実践科目及び専門科目から６単位以上 

特別演習 ６単位 

修了要件単位 １２単位以上 
※１ 他学府や他大学院の授業科目を履修し、修得した単位は 15 単位を限度として課程修了に必要な単位とし

て認定することができる。他学府や他大学院の授業科目の履修を希望する者は指導教員と相談すること。 
※２ 博士後期課程修了要件の特別演習を除く６単位以上については、本学生命体工学研究科博士前期課程を修

了し、引き続き当該博士後期課程に進学した者は、博士前期課程で未履修の科目から修得すること。 
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Ⅳ．学位論文の提出及び最終試験 
修士及び博士の学位授与の申請をしようとする者は、下記の規則等の定めるところにより行うこと。 

なお、学位論文は、課程修了に必要な単位を修得した者又は修了見込みの者でなければ提出すること
はできない。 

 ・九州工業大学大学院生命体工学研究科学修細則（44 頁） 
 ・九州工業大学学位規則（102 頁） 
 ・九州工業大学大学院生命体工学研究科博士の学位審査に関する取扱内規（111 頁） 
 ・大学院生命体工学研究科博士前期課程学生の修了査定に関する申合せ（109 頁） 
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Ⅴ．諸規則等 
（1）九州工業大学学則 
 

平成１９年○３月２７日 
九 工 大 学 則 第 １ 号 

 
改正 平成１９年１２月２６日九工大学則第２号 

平成２０年 ４月 １日九工大学則第１号 
平成２２年１２月 １日九工大学則第１号 
平成２３年 ６月 １日九工大学則第１号 
平成２３年 ９月 ７日九工大学則第２号 
平成２３年１０月 ５日九工大学則第３号 
平成２４年１２月 ５日九工大学則第１号 
平成２６年 １月１６日九工大学則第１号 
平成２７年 ３月 ４日九工大学則第１号 
平成２８年 ２月 ３日九工大学則第１号 
平成２８年 ３月 ２日九工大学則第２号 
平成２９年 １月１０日九工大学則第１号 
平成２９年 ２月 １日九工大学則第２号 
平成３０年 １月２５日九工大学則第１号 
平成３１年 ３月１８日九工大学則第１号 
令和 ２年 ２月１０日九工大学則第１号 
令和 ２年 ３月 ９日九工大学則第２号 
令和 ２年 ８月１１日九工大学則第３号 
令和 ３年１１月 ４日九工大学則第１号 
令和 ４年 ２月 ２日九工大学則第１号 
令和 ５年 ３月 ６日九工大学則第１号 
令和 ７年１１月 ６日九工大学則第１号 

 
目次 

第１章 大学 
第１節 目的（第１条・第１条の２） 
第２節 構成（第２条・第３条） 
第３節 学生定員（第４条） 
第４節 学年，学期及び休業日（第５条－第７条） 
第５節 修業年限，在学期間，教育課程，履修方法等（第８条－第１５条） 
第６節 入学，退学，休学等（第１６条－第２９条） 
第７節 卒業及び学位（第３０条－第３２条） 
第８節 研究生，聴講生，科目等履修生，特別聴講学生，短期訪問学生及び外国人留学生 
 （第３３条－第３７条） 

第２章 大学院 
第１節 目的（第３８条・第３８条の２） 
第２節 構成（第３９条・第４０条） 
第３節 学生定員（第４１条） 
第４節 学年，学期及び休業日（第４２条） 
第５節 修業年限，在学期間，教育課程，履修方法等（第４３条－第５７条） 
第６節 入学，退学，休学等（第５８条－第６８条） 
第７節 修了及び学位（第６９条－第７２条） 
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第８節 研究生，聴講生，科目等履修生，特別聴講学生，特別研究学生，短期訪問学生及び外国人留学生 
 （第７３条－第７８条） 

第３章 授業料，入学料及び検定料（第７９条－第８６条） 
第４章 賞罰（第８７条・第８８条） 
第５章 学寮，国際交流会館及び福利厚生施設（第８９条） 
第６章 特別の課程（第９０条） 
第７章 公開講座（第９１条） 
第８章 雑則（第９２条） 
附則 

 
 
第 1 章 大学 

  第 1 節 目的 
 （大学の目的） 
第１条 九州工業大学（以下「本学」という。）は，工学に係る専門の学芸を教授研究するとともに，

開学以来掲げてきた「技術に堪能なる士君子」，すなわち，幅広く深い教養及び総合的な判断力並
びに豊かな人間性を涵養し，科学・技術に精通した有為な人材の養成を通じて，文化の向上及び社
会の発展に寄与することを目的とする。 

２ この学則は，国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号。以下「法人法」という。）第２条第
７項，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第４条第１項各号，その他教育上の法
律等に基づき制定する。 

 （方針） 
第１条の２ 本学は，国立大学法人九州工業大学基本規則（以下「基本規則」という。）第３条に定

める基本理念並びに学部及び学科の教育上の目的を踏まえて，本学，学部及び学科ごとに，次に掲
げる方針を定めるものとする。 

（1）卒業認定・学位授与に関する方針 
（2）教育課程の編成及び実施に関する方針 
（3）入学者の受入に関する方針 

２ 前項第２号に掲げる方針を定めるに当たっては，同項第１号に掲げる方針との一貫性の確保に特
に意を用いなければならない。 

 
  第２節 構成 
 （学部及び学科） 
第２条 本学に，次の学部を置く。 
（1）工学部 

「ものづくり」を基盤とした工学系分野において，豊かな教養，技術者倫理及びコミュニケー
ション力を備え，高度情報社会における科学技術の進歩に対応できる工学基礎力・専門技術力を
有し，国際的に活躍できる専門技術者の養成を目的とする。 

（2）情報工学部 
情報を基軸とする科学技術分野において，高度な専門技術を身につけて情報化社会をリードし，

国際的に通用する能力に加え，科学技術の進歩に対応できる基礎技術力を有し，先端的な技術開
発を推進できる専門技術者の養成を目的とする。 

２ 学部に，次の学科を置く。 
学部 学科 

工学部 工学科 

情報工学部 情報工学科 
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３ 各学科の目的については，別に定める。 
４ 学部に，寄附講座を置くことができる。 
５ 寄附講座については，別に定める。 
第３条 削除 
 
  第３節 学生定員 
 （学生定員） 
第４条 各学部の学生定員は，次のとおりとする。 

学 部 学 科 入学定員 
第 3 年次 
編入学定員 

収容定員 

工学部 工学科 531 20 2,164 
情報工学部 情報工学科 410 35 1,710 

合       計 941 55 3,874 

 
  第４節 学年，学期及び休業日 
 （学年） 
第５条 学年は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 
 （学期） 
第６条 学年を分けて，次の２学期とする。 

前期 ４月１日から９月３０日まで 
後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，学部の事情により，学長が変更することがある。 
 （休業日） 
第７条 休業日を次のとおりとする。 
（1）日曜日及び土曜日 
（2）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 
（3）春季休業日 
（4）夏季休業日 
（5）冬季休業日 
（6）臨時休業日 

２ 春季休業日，夏季休業日及び冬季休業日は，年ごとに定める。 
３ 臨時休業日は，その都度定める。 
４ 休業日であっても，授業等を行うことがある。 
 
  第５節 修業年限，在学期間，教育課程，履修方法等 
 （修業年限及び在学期間） 
第８条 修業年限は，４年とする。 
２ 在学期間は，８年を超えることができない。 
３ 前項の規定にかかわらず，編入学及び転入学した者は，個々に定められた在学すべき年数の２倍

に相当する年数を超えて在学することができない。 
４ 第２２条の規定により再入学した者の在学期間は，退学又は除籍になる前に在学していた期間を

加え，第２項に定められた期間を超えることができない。 
５ 第３５条に規定する科目等履修生として，一定の単位を修得した者が，本学に入学する場合にお

いて，当該単位の修得により教育課程の一部を履修したと認められるときは，その単位数に応じて
相当期間を修業年限の２分の１を超えない範囲で修業年限に通算することができる。 

 （教育課程，授業の方法等） 
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第９条 学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し，体系的に教育課程
を編成する。 

２ 教育課程の編成に当たっては，学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに，幅広く深い
教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。 

３ 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより，又はこれらの併用により行う
ものとする。 

４ 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用して，当
該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがある。 

５ 卒業に必要な単位数のうち，前項に規定する授業の方法により修得する単位数は，６０単位を超
えないものとする。 

６ 前項の規定にかかわらず，卒業に必要な単位数が１２４単位を超える場合において，当該単位数
のうち，第３項に規定する授業の方法により６４単位以上修得しているときは，第４項に規定する
授業の方法により修得する単位数は，６０単位を超えることができるものとする。 

７ 教育課程，授業科目，履修基準及び履修方法は，別に定める。 
 （授業科目の担当） 
第９条の２ 各教育課程上主要と認める授業科目（以下「主要授業科目」という。）については原則

として基幹教員に，主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものと
する。 

２ 各授業科目について，当該授業科目を担当する教員以外の教員，学生その他本学が認める者（以
下「指導補助者」という。）に補助させることができ，また，十分な教育効果を上げることができ
ると認められる場合は，当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき，指導補助者に授業の一
部を分担させることができる。 

３ 授業科目の担当に関し必要な事項は，別に定める。 
 （単位） 
第１０条 授業科目の単位の計算方法は，１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をも

って構成することを標準とし，授業の方法（講義，演習，実験，実習又は実技の授業）に応じ，当
該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，おおむね１５時間から４５時間ま
での範囲で別に定める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等の授業科目については，これらの学修の成果を
評価して単位を与えることが適切と認められるときは，これらに必要な学修等を考慮して，当該学
部の教授会の審議を経て，学長が単位数を定める。 

 （１年間の授業期間） 
第１０条の２ １年間の授業を行う期間は，３５週にわたることを原則とする。 
 （各授業科目の授業期間） 
第１０条の３ 各授業科目の授業は，十分な教育効果を上げることができるよう，８週，１５週その

他の本学が定める適切な期間を単位として行うものとする。 
 （単位の授与） 
第１１条 授業科目を履修した学生に対し，試験やレポート課題その他の本学が定める適切な方法に

より学修の成果を評価して単位を与えるものとする。 
２ 前条に規定する単位は，当該学部の教授会の審議を経て，学長が与えるものとする。 
３ 授業科目の成績の評価，合格の基準については，別に定める。 
 （他の学部における授業科目の履修） 
第１２条 教育上有益と認めるときは，学生に他の学部の授業科目を履修させることができる。 
２ 前項に規定するもののほか，他の学部の授業科目の履修に関し必要な事項は，別に定める。 
 （他の大学又は短期大学における授業科目の履修） 
第１３条 教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学との協議に基づき，学生に当該大学又
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は短期大学の授業科目を履修させることがある。 
２ 前項において履修した授業科目について修得した単位を，当該学部の教授会の審議を経て，学長

が本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。 
３ 前２項の規定は，外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。 
 （大学以外の教育施設等における学修） 
第１３条の２ 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における

学修その他文部科学大臣が定める学修を，当該学部の教授会の審議を経て，学長が本学における授
業科目の履修とみなし，単位を与えることがある。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 
第１４条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し

た授業科目について修得した単位（大学の科目等履修生として修得した単位を含む。）を，当該学
部の教授会の審議を経て，学長が本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことが
ある。 

２ 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条に規定する学修を，当該学部
の教授会の審議を経て，学長が本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることがある。 

 （他の大学等の単位の認定） 
第１５条 第１３条から第１４条までの規定により修得したとみなし，又は与えることができる単位

数は，合わせて６０単位（編入学及び転入学の場合を除く。）を超えないものとする。 
 
  第６節 入学，退学，休学等 
 （入学の時期） 
第１６条 入学の時期は，学年の始めとする。 
 （入学の資格） 
第１７条 本学に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 
（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者 
（2）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及びこれに相当する学校教育を修了した者 
（3）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定したもの 
（4）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者 
（5）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し
た者 

（6）高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者として文部科学大臣の指定した
者 

（7）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検定に合格した者
を含む。） 

（8）学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下｢学教法｣という。）第９０条第２項の規定により
大学に入学した者であって，高等学校卒業程度認定審査規則（令和４年文部科学省令第１８号）
による高等学校卒業程度認定審査に合格したもの 

（9）学教法第９０条第２項の規定により大学に入学した者であって，本学において，大学における
教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

（10）本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると
認めた者で，１８歳に達したもの 

 （入学者の選考） 
第１８条 入学者の選考は，別に定めるところにより行う。 
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 （入学の許可） 
第１９条 前条により選考された者で所定の手続きを行った者に入学を許可する。 
２ 前条により選考された者のうち特別の事情のある者で，第８６条第１項に定める申請を行った者

に入学を許可する。 
 （入学の宣誓） 
第２０条 入学を許可された者は，宣誓しなければならない。 
 （編入学） 
第２１条 次の各号の一に該当する者で，本学へ編入学を志願したときは，選考の上，相当年次に編

入学を許可することがある。 
（1）高等専門学校又は短期大学を卒業した者 
（2）学教法第５８条の２の規定による高等学校の専攻科の課程を修了した者 
（3）大学を卒業した者又は学教法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者 
（4）学教法第１３２条の規定による専修学校の専門課程を修了した者 
（5）他の大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者 
（6）外国において，前５号のいずれかに相当する課程を修了した者 
（7）その他法令により大学の途中年次に入学できるものと認められている者 

２ 前項の規定により，編入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについて
は，当該学部の教授会の審議を経て，学長が定める。 

 （再入学） 
第２２条 次の各号のいずれかに該当する者で，３年以内に同一学科（学科名称を変更した学科を含

む。）に再入学を願い出たときは，教育に支障のない限り，当該学部の教授会の審議を経て，学長
が相当年次に再入学を許可することがある。 

（1）第２５条による退学者 
（2）第２９条第１号及び第５号により除籍された者 

２ 前項の規定により，再入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについて
は，当該学部の教授会の審議を経て学長が定める。 

 （転入学） 
第２３条 他の大学（外国の大学を含む。）に在学している者が，当該大学の承認を得て，本学への

転入学を願い出たときは，選考の上，相当年次に転入学を許可することがある。 
２ 前項の規定により，転入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについて

は，当該学部の教授会の審議を経て学長が定める。 
 （他の学部への移籍） 
第２４条 他の学部への移籍を願い出た者については，関係学部の教授会の審議を経て，学長が移籍

を許可することがある。 
２ 前項の規定により，移籍を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについては，

当該学部の教授会の審議を経て学長が定める。 
 （願い出による退学及び転学） 
第２５条 退学及び転学しようとするときは，願い出て許可を得なければならない。 
 （留学） 
第２６条 外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は，学部長を経て，学長に願い出のうえ，

許可を得なければならない。 
２ 前項の規定により留学した期間は，第８条に規定する修業年限に算入することがある。 
 （休学及び復学） 
第２７条 疾病その他やむを得ない理由により引き続き２月以上修学することができず，休学しよう

とする場合は，学部長を経て，学長に願い出のうえ，許可を得なければならない。 
２ 休学期間が満了し，又は休学の理由が消滅し，復学しようとするときは，学部長を経て，学長に
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願い出のうえ，許可を得なければならない。 
３ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については，休学を命ずることがある。 
 （休学期間及び休学期間の取扱い） 
第２８条 休学期間は，引き続き２年，通算３年を超えることができない。 
２ 前項の規定にかかわらず，再入学した者の休学期間は，別に定める。 
３ 休学期間は，在学期間に算入しない。 
 （除籍） 
第２９条 次の各号の一に該当する者は，これを除籍する。 
（1）授業料納付の義務を怠り，督促してもなお納付しない者 
（2）第８条第２項及び第３項に規定する在学期間を満了して，なお卒業できない者 
（3）第２８条第１項に規定する休学期間を超えて，なお復学できない者 
（4）成業の見込みがないと認められる者 
（5）第１９条第２項に定める者で，納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者 
（6）死亡した者 

２ 前項のうち，第２号から第４号まで及び第６号の規定に該当する者にあっては，当該学部長から
の報告を経て，これを除籍する。 

 
  第７節 卒業及び学位 
 （卒業の要件） 
第３０条 卒業の要件は，第８条に定める修業年限を満たし，学部の教育課程を履修し，卒業に必要

な単位を修得することとする。 
 （早期卒業の要件） 
第３０条の２ 前条の規定にかかわらず，本学の定める単位を優秀な成績で修得したものは，３年以

上在学すれば足りるものとする。 
２ 前項に規定するもののほか，早期卒業に関し必要な事項は，別に定める。 
 （学位の授与） 
第３１条 本学の卒業の要件を満たす者に，卒業を認め学士の学位を授与する。 
２ 学位の授与については，別に定める。 
 （教育職員免許状等） 
第３２条 教育職員免許状，その他の資格の取得については，別に定める。 
 
  第８節 研究生，聴講生，科目等履修生，特別聴講学生，短期訪問学生及び外国人留学生 
 （研究生） 
第３３条 本学において，特定の専門事項についての研究を志願する者は，選考の上，研究生として

入学を許可する。 
２ 研究生に関する事項は，別に定める。 
 （聴講生） 
第３４条 本学において，特定の授業科目を聴講することを志願する者は，選考の上，聴講生として

入学を許可する。 
２ 聴講生に関する事項は，別に定める。 
 （科目等履修生） 
第３５条 本学において，特定の授業科目についての履修を志願する者は，選考の上，科目等履修生

として入学を許可する。 
２ 科目等履修生に関する事項は，別に定める。 
 （特別聴講学生） 
第３６条 他の大学又は高等専門学校（国内及び外国の相当の学校を含む。以下この項において「大
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学等」という。）の学生で，本学において，特定の授業科目についての聴講を志願する者は，当該
大学等との協議に基づき，特別聴講学生として受け入れる。 

２ 特別聴講学生に関する事項は，別に定める。 
 （短期訪問学生） 
第３６条の２ 他の大学又は外国の大学の学生で，本学における短期間の教育研究指導等を志願する

者は，当該大学等との協議に基づき，短期訪問学生として受け入れる。 
２ 短期訪問学生に関する事項は，別に定める。 
 （外国人留学生） 
第３７条 外国人で，教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志願する者は，選考の上，外

国人留学生として入学を許可する。 
２ 外国人留学生に関する事項は，別に定める。 
 

第 2 章 大学院 
  第１節 目的 
 （大学院の目的） 
第３８条 本大学院は，学術の理論及び応用を教授研究するとともに，高度の専門性が求められる職

業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い，もって，わが国の産業の発展と科学技術の進歩
に寄与することを目的とする。 

 （方針） 
第３８条の２ 本学は，前条の目的を踏まえて，本大学院，学府，研究科又は専攻ごとに，次に掲げ

る方針を定めるものとする。 
（1）卒業認定・学位授与に関する方針 
（2）教育課程の編成及び実施に関する方針 
（3）入学者の受入に関する方針 

２ 前項第２号に掲げる方針を定めるに当たっては，同項第１号に掲げる方針との一貫性の確保に特
に意を用いなければならない。 

 
  第２節 構成 
 （学府及び研究科） 
第３９条 本大学院に，次の学府及び研究科（以下「学府等」という。）を置く。 
（1）工学府 

「ものづくり」を基盤とした最先端科学技術分野において，グローバル社会で活躍する高度専
門技術者の養成を目的とする。 
ア 博士前期課程では，工学部の素養と能力に加え，深い専門知識とそれに基づく課題発見・設

定・解決能力，並びに多様な文化の理解に基づく国際的コミュニケーション力を有する人材を
養成する。 

イ 博士後期課程では，博士前期課程の素養と能力に加え，複数分野の深い専門知識を有し，異
分野を融合してイノベーションを創出でき，国際協働プロジェクトにおいてリーダーシップを
発揮できる人材を養成する。 

（2）情報工学府 
高度な情報工学と様々な専門分野の知識や技術を融合することにより，産業界や社会の問題を

発見・解決し，新しい社会創造に貢献することができる情報工学技術者及び研究者の養成を目的
とする。 
ア 博士前期課程では，最新の情報技術を原動力として，産業界や社会の諸問題を解決するため

の知識や技術を修得し，社会のニーズに基づく産学社連携を推進し，情報技術で社会を駆動さ



－15－ 

せていく能力を有する人材を養成する。 
イ 博士後期課程では，博士前期課程の素養と能力に加え，最先端の情報工学を総合的に取り扱

う素養をもち，自立して高度で革新的な情報システムを構築する能力を身につけ，情報社会を
牽引するリーダーとして，産業界や社会での課題の発見と解決を導き，産学社からのニーズに
応える人材を養成する。 

（3）生命体工学研究科 
人間・生物，環境，社会の機能や特性を理解し，工学または情報工学における複数の分野を融

合して，人間親和型，環境調和型，社会支援型の技術を創出することのできる技術者及び研究者
の養成を目的とする。 
ア 博士前期課程では，分野横断的な広い視野で思考し，データに基づき科学的に考察しながら

独創的な研究開発活動を行うことができ，個人と社会の多様な幸せを追求する価値観のもとで，
社会と連携して社会的ニーズに応えることのできるグローバル人材を養成する。 

イ 博士後期課程では，独創的な分野融合研究を推進し，グローバルリーダーとして社会と連携
して社会的ニーズに応え，研究・技術分野の動向を常に注視しイノベーションの創出を図るこ
とのできる人材を養成する。 

２ 学府等に，次の専攻及び課程を置く。 
 

学 府 等 専    攻 課程の別 

工学府 
工学専攻 博士前期課程 

工学専攻 博士後期課程 

情報工学府 
情報創成工学専攻 博士前期課程 

情報創成工学専攻 博士後期課程 

生命体工学研究科 
生命体工学専攻 博士前期課程 

生命体工学専攻 博士後期課程 
 
３ 各専攻の目的については，別に定める。 
４ 学府等に，寄附講座を置くことができる。 
５ 寄附講座については，別に定める。 
第４０条 削除 
 
  第３節 学生定員 
 （学生定員） 
第４１条 各専攻の学生定員は，次のとおりとする。 

学 府 等 専  攻 
博士前期課程 博士後期課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

工学府 
工学専攻 278 556 24 72 

計 278 556 24 72 

情報工学府 
情報創成工学専攻 240 480 20 60 

計 240 480 20 60 

生命体工学研究科 
生命体工学専攻 122 244 36 108 

計 122 244 36 108 

合    計 640 1,260 80 240 
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  第４節 学年，学期及び休業日 
 （学年，学期及び休業日） 
第４２条 本大学院の学年，学期及び休業日は，第５条から第７条までの規定を準用する。 
 
  第５節 修業年限，在学期間，教育課程，履修方法等 
 （修業年限及び在学期間） 
第４３条 博士課程の標準修業年限は，５年とし，これを前期２年の課程（以下「博士前期課程」と

いう。）及び後期３年の課程（以下「博士後期課程」という。）に区分し，博士前期課程は，修士
課程として取り扱うものとする。 

２ 博士前期課程の標準修業年限は，２年とし，博士後期課程の標準修業年限は，３年とする。 
３ 前項の規定にかかわらず，教育研究上の必要があると認められる場合には，博士前期課程の標準

修業年限は，２年を超えることがある。 
４ 第２項の規定にかかわらず，主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって，

教育研究上の必要があり，かつ昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究
指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは，博士前期課程の標準修業年限を１
年以上２年未満とすることがある。 

５ 本大学院の在学期間は，博士前期課程にあっては４年，博士後期課程にあっては６年を超えるこ
とができない。 

６ 前項の規定にかかわらず，第３項及び第４項並びに第６２条の規定により入学を許可された者の
在学期間は，それぞれの在学すべき年数の２倍に相当する年数を超えることができない。 

７ 第４５条の規定により長期履修を認められた者の在学期間は，第５項に規定する在学期間に博士
前期課程にあっては２年を，博士後期課程にあっては３年を加えた期間を超えることができない。 

８ 第６１条の規定により再入学を許可された者の在学期間は，退学又は除籍になる前に在学してい
た期間を加え，第５項に定められた期間を超えることができない。 

９ 第７５条に規定する科目等履修生として，一定の単位を修得した者が，本学に入学する場合にお
いて，当該単位の修得により教育課程の一部を履修したと認められるときは，その単位数に応じて
相当期間を修業年限の２分の１を超えない範囲で修業年限に通算することができる。 

１０ 第５６条の規定により、本大学院に入学する前に修得した単位（学教法第１０２条第１項の規
定により入学資格を有した後、修得したものに限る）を本大学院において修得したものとみなす場
合であって，当該単位の修得により本大学院の博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認める
ときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で本大学院が定
める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，博士前期課程につい
ては，当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

１１ 前項の規定は，第７０条第１項及び第２項に規定する博士後期課程における在学期間（第７０
条第１項の規定により博士後期課程における在学期間に含む博士前期課程における在学期間を除
く。）については，準用しない。 

 （教育課程の編成方針） 
第４４条 学府，研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するととも

に，学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し，体系的に教育
課程を編成する。 

２ 教育課程の編成に当たっては，専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるととも
に，当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。 

 （長期にわたる教育課程の履修） 
第４５条 本大学院において，学生が職業を有している等の事情により，標準修業年限を超えて一定

の期間にわたり計画的に教育課程を履修（以下「長期履修」という。）し，課程を修了することを
希望する旨を申し出たときは，その長期履修を認めることがある。 
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２ 長期履修を認められた者は，当該許可された年限を標準修業年限とする。 
３ 長期履修の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 
 （指導教員） 
第４６条 本大学院に，教授又は研究指導を担当する教員を置く。 
２ 前項に規定する教員の資格に関し必要な事項は，別に定める。 
 （授業及び研究指導） 
第４７条 本大学院の教育は，授業科目の授業及び研究指導によって行う。 
 （授業の方法等） 
第４８条 授業は，第９条の規定を準用するほか，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容

並びに１年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 
 （単位） 
第４９条 本大学院の授業科目の単位の計算方法は，第１０条第１項の規定を準用する。 
 （単位の授与） 
第５０条 授業科目を履修し，その試験又は研究報告その他本大学院が定める適切な方法により学修

の成果を評価して単位を与えるものとする。 
２ 前条に規定する単位は，当該学府等の教授会の審議を経て，学長が与えるものとする。 
３ 授業科目の成績の評価，合格の基準については，別に定める。 
 （学位論文及び最終試験） 
第５１条 最終試験は，学位論文を中心として，これに関連ある授業科目について行うものとする。 
２ 学位論文の審査及び最終試験は，学府等の教授会が行う。 
３ 前項の学位論文の審査に当たって必要があるときは，学府等の教授会の審議を経て，他の学府等，

他の大学の大学院（以下「他の大学院」という。）又は研究所等の教員等の協力を得ることができ
る。 

 （教育方法の特例） 
第５２条 教育上特別の必要があると認める場合には，夜間その他特定の時間又は時期において授業

又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことがある。 
 （成績評価の基準等） 
第５３条 学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定の基準は，学府等ごとに定める。 
 （他の学府等における授業科目の履修） 
第５４条 教育上有益と認めるときは，学生に他の学府等の授業科目を履修させることができる。 
２ 前項に規定するもののほか，他の学府等の授業科目の履修に関し必要な事項は，別に定める。 
 （他の大学院等における授業科目の履修及び研究指導） 
第５５条 教育上有益と認めるときは，他の大学院，外国の大学の大学院（以下「外国の大学院」と

いう。）又は国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭
和５１年法律第７２号）第１条第２項に規定する１９７２年１２月１１日の国際連合総会決議に基
づき設立された国際連合大学（以下「国際連合大学」という。）との協議に基づき，学生に当該大
学院の授業科目を履修させることがある。 

２ 教育上有益と認めるときは，他の大学院又は研究所等において，学生に当該大学院又は研究所等
で必要な研究指導を受けさせることがある。ただし，博士前期課程の学生について認める場合には，
当該研究指導の期間は，１年を超えないものとする。 

３ 前２項において履修した授業科目について修得した単位を，当該学府等の教授会の審議を経て，
学長が博士前期課程又は博士後期課程の修了要件の単位としてみなすことがある。 

 （入学前の既修得単位の認定） 
第５６条 教育上有益と認めるときは，学生が本大学院に入学する前に本学，他の大学院（外国の大

学院を含む。）及び国際連合大学において修得した単位（本大学院の科目等履修生として修得した
単位を含む。以下「既修得単位」という。）を，当該学府等の教授会の審議を経て，学長が本大学
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院における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。 
２ 前項において履修した授業科目について修得した単位を，当該学府等の教授会の審議を経て，学

長が博士前期課程又は博士後期課程の修了要件の単位としてみなすことがある。 
 （他の大学院等の単位の認定） 
第５７条 第５５条及び第５６条の規定により修得したとみなし，又は与えることができる単位数は，

それぞれ１５単位（転入学の場合を除く。）を超えないものとし，合わせて２０単位を超えない範
囲とする。 

 
  第６節 入学，退学，休学等 
 （入学の時期） 
第５８条 入学の時期は，第１６条の規定を準用する。ただし，学年の途中においても，学期の区分

に従い又は学期の途中に学生を入学させることがある。 
 （入学資格） 
第５９条 博士前期課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 
（1）大学を卒業した者 
（2）学教法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者 
（3）外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者 
（4）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における１６年の課程を修了した者 
（5）我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程

を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付
けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

（6）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政
府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学
大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当
該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を
修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定
を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与
された者 

（7）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満
たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し
た者 

（8）文部科学大臣の指定した者 
（9）大学に３年以上在学した者，外国において学校教育における１５年の課程を修了した者，外国

の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校に
おける１５年の課程を修了した者又は我が国において外国の大学の課程（その修了者が当該外国
の学校教育における１５年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外
国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するものの
当該課程を修了した者で，本大学院において，所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの 

（10）学教法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本大学院において，本大
学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

（11）本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると
認めた者で，２２歳に達したもの 

２ 博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 
（1）修士の学位を有する者 
（2）専門職大学院の課程を修了し，文部科学大臣の定める学位を有する者 
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（3）外国において修士の学位又は専門職学位（学教法第１０４条第１項の規定に基づき学位規則（昭
和２８年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）に相当する学
位を授与された者 

（4）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職
学位に相当する学位を授与された者 

（5）我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位
置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の
学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

（6）国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者 
（7）文部科学大臣の指定した者 
（8）本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等

以上の学力があると認めた者で，２４歳に達したもの 
 （入学者の選考，入学の許可及び入学の宣誓） 
第６０条 入学者の選考，入学の許可及び入学の宣誓は，第１８条から第２０条までの規定を準用す

る。 
 （再入学） 
第６１条 次の各号のいずれかに該当する者で，３年以内に同一分野の専攻に再入学を願い出たとき

は，教育に支障のない限り，当該学府又は研究科の教授会の審議を経て，学長が再入学を許可する
ことがある。 

（1）第６４条による退学者 
（2）第６８条第１号及び第５号により除籍された者 

２ 前項の規定により，再入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについて
は，当該学府等の教授会の審議を経て学長が定める。 

 （転入学） 
第６２条 次の各号のいずれかに該当する者が，当該大学院の研究科長又は学長の承認を得て，本大

学院の同一分野の専攻に転入学を願い出たときは，選考の上，転入学を許可することがある。 
（1）他の大学院に在学する者 
（2）我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者（学
教法第１０２条第１項に規定する者に限る。）及び国際連合大学の課程に在学した者 

２ 前項の規定により，転入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについて
は，当該学府等の教授会の審議を経て学長が定める。 

 （他の学府等への移籍） 
第６３条 他の学府等への移籍を願い出た者については，関係学府等の教授会の審議を経て，学長が

移籍を許可することがある。 
２ 前項の規定により，移籍を許可された者の履修方法等については，別に定める。 
 （願い出による退学又は転学） 
第６４条 願い出による退学又は転学は，第２５条の規定を準用する。 
 （他の大学院等への留学等） 
第６５条 第５５条の規定に基づき，他の大学院における授業科目を履修しようとする者及び研究指

導を受けようとする者並びに外国の大学院に留学しようとする者は，学府長又は研究科長（以下「学
府長等」という。）を経て，学長に願い出のうえ，許可を得なければならない。 

２ 前項により留学した期間及び学修を行った期間は，第４３条に規定する修業年限に算入すること
がある。 

 （休学及び復学） 
第６６条 疾病その他やむを得ない理由により引き続き２月以上修学することができず，休学しよう
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とする場合は，学府長等を経て，学長に願い出のうえ，許可を得なければならない。 
２ 休学期間が満了し，又は休学の理由が消滅し，復学しようとするときは，学府長等を経て，学長

に願い出のうえ，許可を得なければならない。 
３ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については，休学を命ずることがある。 
 （休学期間及び休学期間の取扱い） 
第６７条 休学期間は，１年以内とする。ただし，特に必要と認めるときには，延長することを認め

ることがある。 
２ 休学期間は，通算して，博士前期課程にあっては２年を，博士後期課程にあっては３年を，それ

ぞれ超えることができない。 
３ 前項の規定にかかわらず，再入学した者の休学期間は，別に定める。 
４ 休学期間は，在学期間に算入しない。 
 （除籍） 
第６８条 次の各号の一に該当する者は，これを除籍する。 
（1）授業料納付の義務を怠り，督促してもなお納付しない者 
（2）第４３条第５項から第８項までに規定する在学期間を満了して，なお修了できない者 
（3）第６７条第２項に規定する休学期間を超えて，なお復学できない者 
（4）成業の見込みがないと認められる者 
（5）第６０条により第１９条第２項の規定を準用された者で，納付すべき入学料を所定の期日まで

に納付しない者 
（6）死亡した者 

２ 前項のうち，第２号から第４号まで及び第６号の規定に該当する者にあっては，当該学府長等か
らの報告を経て，これを除籍する。 

 
  第７節 修了及び学位 
 （博士前期課程の修了の要件） 
第６９条 博士前期課程の修了要件は，本大学院に２年（２年以外の標準修業年限を定める場合は，

当該標準修業年限）以上在学し，所要の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該大
学院の目的に応じ，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格する
こととする。ただし，優れた業績を上げた者については，第４３条第２項の規定にかかわらず，１
年以上在学すれば足りるものとする。 

 （博士後期課程の修了の要件） 
第７０条 博士後期課程の修了要件は，本大学院に５年（博士前期課程に２年以上在学し，当該課程

を修了した者にあっては，当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学し，所要の単位を
修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者にあっては，本大学院に３年（博士前期
課程に２年以上在学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程における２年の在学期間を含
む。）以上在学すれば足りるものとする。 

２ 第４３条第４項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした博士前期課程を修了した者
及び前条ただし書きの規定による在学期間をもって博士前期課程を修了した者の博士後期課程の
修了の要件については，前項中「５年（博士前期課程に２年以上在学し，当該課程を修了した者に
あっては，当該課程における２年の在学期間を含む。）」とあるのは「博士前期課程における在学
期間に３年を加えた期間」と，「３年（博士前期課程に２年以上在学し，当該課程を修了した者に
あっては，当該課程における２年の在学期間を含む。）」とあるのは「３年（博士前期課程の在学
期間を含む。）」と読み替えて，同項の規定を適用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５６条の
規定により，本大学院の入学資格に関し修士の学位を有する者又は専門職学位の学位を有する者と
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同等以上の学力があると認められた者が，博士後期課程に入学した場合の修了要件は，本大学院に
３年以上在学し，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び試験に合格することとする。た
だし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，本大学院に１年以上在学すれ
ば足りるものとする。 

 （学位の授与） 
第７１条 博士前期課程の修了の要件を満たす者に，修士の学位を授与する。 
２ 博士後期課程の修了の要件を満たす者に，博士の学位を授与する。 
３ 学位の授与については，別に定める。 
 （教育職員免許状等） 
第７２条 教育職員免許状，その他の資格の取得については，別に定める。 
 

第８節 研究生，聴講生，科目等履修生，特別聴講学生，特別研究学生，短期訪問学生及び
外国人留学生 

 （研究生） 
第７３条 本大学院において，特定の学問分野について専門的な研究を志願する者は，選考の上，研

究生として入学を許可する。 
２ 研究生に関する事項は，別に定める。 
 （聴講生） 
第７４条 本大学院において，特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは，選考の上，

聴講生として入学を許可する。 
２ 聴講生に関する事項は，別に定める。 
 （科目等履修生） 
第７５条 本大学院において，特定の授業科目についての履修を志願する者は，選考の上，科目等履

修生として入学を許可する。 
２ 科目等履修生に関する事項は，別に定める。 
 （特別聴講学生） 
第７６条 他の大学院又は外国の大学院の学生で，本大学院において，特定の授業科目についての聴

講を志願する者は，当該大学院との協議に基づき，特別聴講学生として受け入れる。 
２ 特別聴講学生に関する事項は，別に定める。 
 （特別研究学生） 
第７７条 他の大学院又は外国の大学院の学生で，本大学院において，研究指導を受けようと志願す

る者は，当該大学院との協議に基づき，特別研究学生として受け入れる。 
２ 特別研究学生に関する事項は，別に定める。 
 （短期訪問学生） 
第７７条の２ 他の大学院又は外国の大学院の学生で，本大学院における短期間の教育研究指導等を

志願する者は，当該大学院との協議に基づき，短期訪問学生として受け入れる。 
２ 短期訪問学生に関する事項は，別に定める。 
 （外国人留学生） 
第７８条 外国人留学生については，第３７条の規定を準用する。 
 

第３章 授業料，入学料及び検定料 
 （検定料等の額） 
第７９条 検定料，入学料及び授業料の額は，国立大学等の授業料その他の費用に関する省令（平成

１６年文部科学省令第１６号。以下「費用省令」という。）に定める標準額と同額とする。 
２ 研究生，聴講生，科目等履修生，特別聴講学生及び特別研究学生の検定料，入学料又は授業料に
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ついては，別に定める。 
３ 第４５条の規定により長期履修を認められた者の授業料の取扱いに関し必要な事項は，別に定め

る。 
 （授業料の納付） 
第８０条 授業料は，年額の２分の１ずつを次の２学期に分けて納付させる。 
 

区分 納 期 

前 期 ４月１日から４月３０日まで 
後 期 １０月１日から１０月３１日まで 

 
２ 前項の規定にかかわらず，学生の申出があれば，後期授業料については，前期授業料と合わせて

納付させることができる。 
３ 第１項の規定にかかわらず，入学を許可される者の申出があれば，入学年度の前期又は前期及び

後期授業料については，入学を許可するときに納付させることができる。 
 （復学等の場合の授業料） 
第８１条 前期又は後期の中途において，復学又は入学した者の授業料は，復学又は入学した月から

当該学期末までの額を，復学又は入学した月に納付させる。ただし，第６条第２項の規定により，
後期の開始日が１０月１日前となる場合で，当該後期の開始日に復学又は入学するときは，復学又
は入学当月の分を免除する。 

 （学年の中途で卒業する場合の授業料） 
第８２条 学年の中途で卒業する見込みの者の授業料は，卒業する見込みの月までの額を納付させる。 
 （退学，除籍及び停学の場合の授業料） 
第８３条 前期又は後期の中途で退学し，又は除籍された者の授業料は，当該学期分を納付させる。 
２ 停学期間中の授業料は，納付させる。 
 （休学の場合の授業料） 
第８４条 第８０条第１項に規定する授業料の納期期間（以下「納期期間」という。）前に休学を許

可され，又は命ぜられた者の授業料は，休学する月の翌月（休学の開始日が月の初日の場合は休学
当月）から復学する月の前月までの額を免除する。 

２ 納期期間中に休学を許可され，又は命ぜられた者の授業料は，休学する月の翌月（休学の開始日
が月の初日の場合は休学当月）から復学する月の前月までの額を免除する。 

３ 休学を許可され，又は命ぜられた日が当該期の納期期間経過後の場合は，当該期の授業料全額を
納めなければならない。 

 （既納の検定料等） 
第８５条 既納の検定料，入学料及び授業料は，次の各号の一に該当する場合を除き，還付しない。 
（1）本学が実施する入学試験の出願受付後に大学入学共通テストの受験科目の不足等により出願資

格のない者であることが判明したとき 費用省令第４条に定める第２段階選抜標準額 
（2）第８０条第２項の規定により授業料を納付した者が，前期中に，休学若しくは退学したとき又

は除籍されたとき若しくは退学を命じられたとき 後期授業料 
（3）第８０条第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の３月３１日までに入

学を辞退したとき 前期又は前期及び後期授業料 
（4）その他特別の事由により返還することが適当と学長が認めるとき 入学料及び授業料 

 （入学料及び授業料の免除又は徴収の猶予） 
第８６条 経済的理由によって入学料の納付が困難であると認められるときは，次のとおりとする。 
（1）学部学生は，入学料の全額又は一部を免除することがある。 
（2）大学院学生は，入学料の全額若しくは一部を免除又は徴収を猶予することがある。 

２ 経済的理由によって授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合又はその他や
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むを得ない事由があると認められる場合は，授業料の全額又は一部を免除することがある。 
３ 前２項の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 
 

第４章 賞罰 
 （表彰） 
第８７条 優秀な学業成績を修め，又は模範となる行為のあった学生に対しては，表彰する。 
２ 表彰に関し必要な事項は，別に定める。 
 （懲戒） 
第８８条 次の各号の一に該当する学生は，当該学部又は学府等の教授会の審議を経て，学長が懲戒

する。 
（1）本学の規則に違反した者 
（2）学内の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者 
（3）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

２ 懲戒は，退学，停学及び訓告とする。 
３ 懲戒に関し必要な事項は，別に定める。 
 

第５章 学寮，国際交流会館及び福利厚生施設 
 （学寮，国際交流会館及び福利厚生施設） 
第８９条 本学に学寮，国際交流会館及び福利厚生施設を置く。 
２ 学寮，国際交流会館及び福利厚生施設の管理運営その他必要な事項は，別に定める。 
 

第６章 特別の課程 
 （特別の課程） 
第９０条 本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し，これを修了した者に対し，修了の

事実を証する証明書を交付することがある。  
２ 特別の課程に関し必要な事項は，別に定める。 
 

第７章 公 開 講 座 
 （公開講座） 
第９１条 社会人等の教養を高め，文化の向上に資するため，本学に公開講座を開設することがある。 
２ 公開講座に関し必要な事項は，別に定める。 
 

第８章 雑則 
 （その他） 
第９２条 この学則に定めるほか，必要な事項は別に定める。 
 
   附  則 
１ この学則は，平成１９年４月１日から施行する。 
２ 国立大学法人九州工業大学大学院学則（平成１６年九工大学則第２号）は，廃止する。 
３ 第４条の規定にかかわらず，工学部夜間主コース，情報工学部制御システム工学科，機械システ

ム工学科及び生物化学システム工学科は，当該学科に在学する者がいなくなるまでの間存続するも
のとし，収容定員は，平成１９年度から平成２０年度までは次のとおりとする。 
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学   科 
収 容 定 員 

平成 19 年度 平成 20 年度 

工 学 部 機械知能工学科 560 560 

  夜間主コース 20 10 

 建設社会工学科 292 292 

 電気工学科 732 732 

  夜間主コース 20 10 

 物質工学科 616 616 

  夜間主コース 20 10 

計 2,260 2,230 

学   科 
収 容 定 員 

平成 19 年度 平成 20 年度 

情報工学部 知能情報工学科 372 372 

 電子情報工学科 372 372 

 システム創成情報工学科 332 372 

 機械情報工学科 332 372 

 生命情報工学科 332 372 

 制御システム工学科   

 機械システム工学科   

 生物化学システム工学科   

計 1,740 1,740 

合     計 4,000 3,970 

 
４ この学則の施行前に定められた本学の規則，規程及び細則等は，この学則により定められたもの

とみなす。 
 
   附  則 
 この学則は，平成１９年１２月２６日から施行する。 
   附  則 
１ この学則は，平成２０年４月１日から施行する。 
２ 改正後の第２条及び第４条の規定にかかわらず，工学部電気工学科，物質工学科及び工学部夜間

主コースは，当該学科・コースの学生が在学しなくなる日までの間存続させるものとし，収容定員
は，平成２０年度から平成２２年度までは次のとおりとする。 
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学 
部 学  科 

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

学 科 
収容定員 

第 3 年次 
編入学 

収容定員 
収容定員 学 科 

収容定員 

第 3 年次 
編入学 

収容定員 
収容定員 学 科 

収容定員 

第 3 年次 
編入学 

収容定員 
収容定員 

 機 械 知 能 工 学 科 545 10   2,226 550 40 2,192 555 40 2,178 

  夜 間 主 コ ー ス 10         

 建 設 社 会 工 学 科 299   306   313   

 電 気 工 学 科 549   366   183   

工 
 

学 
 

部 

 夜 間 主 コ ー ス 10         

電 気 電 子 工 学 科 130 20  260   390   

物 質 工 学 科 462   308   154   

 夜 間 主 コ ー ス 10         

 応 用 化 学 科 70   140   210   

 マ テ リ ア ル 工 学 科 60   120   180   

 総合システム工学科 51   102   153   

 計 2,196 30 2,226 2,152 40 2,192 2,138 40 2,178 

情 
報 
工 
学 
部 

知 能 情 報 工 学 科 352 20 372 352 20 372 352 20 372 

電 子 情 報 工 学 科 352 20 372 352 20 372 352 20 372 

ｼｽﾃﾑ創成情報工学科 312 20 332 312 20 332 312 20 332 

機 械 情 報 工 学 科 312 20 332 312 20 332 312 20 332 

生 命 情 報 工 学 科 312 20 332 312 20 332 312 20 332 

計 1,640 100 1,740 1,640 100 1,740 1,640 100 1,740 

合  計 3,836 130 3,966 3,792 140 3,932 3,778 140 3,918 

３ 改正後の第３９条及び第４１条の規定にかかわらず，工学研究科及び情報工学研究科は，当該研
究科の学生が在学しなくなる日までの間存続させるものとし，収容定員は，平成２０年度から平成
２１年度までは次のとおりとする。 
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（1）博士前期課程 

専      攻 
収容定員 

平成２０年度 
工学研究科 機械知能工学専攻 
 建設社会工学専攻 
 電気工学専攻 
 物質工学専攻 
 機能システム創成工学専攻 

５８ 
２９ 
６９ 
４６ 
３１ 

計 ２３３ 
工学府 機械知能工学専攻 
 建設社会工学専攻 
 電気電子工学専攻 
 物質工学専攻 
 先端機能システム工学専攻 

７８ 
３９ 
５９ 
５１ 
３４ 

計 ２６１ 
情報工学研究科 情報科学専攻 
 情報システム専攻 
 情報創成工学専攻 

７５ 
４８ 
２７ 

計 １５０ 
情報工学府 情報科学専攻 
 情報システム専攻 
 情報創成工学専攻 

８８ 
５６ 
３１ 

計 １７５ 
生命体工学研究科 生体機能専攻 
 脳情報専攻 

１２１ 
１０８ 

計 ２２９ 
合     計 １，０４８ 

 
（2）博士後期課程 

専     攻 
収 容 定 員 

平成２０年度 平成２１年度 
工学研究科 機械知能工学専攻 
 建設社会工学専攻 
 電気工学専攻 
 物質工学専攻 
 機能システム創成工学専攻 

６ 
４ 

１４ 
８ 

２６ 

３ 
２ 
７ 
４ 

１３ 
計 ５８ ２９ 

工学府 機械知能工学専攻 
 建設社会工学専攻 
 電気電子工学専攻 
 物質工学専攻 
 先端機能システム工学専攻 

４ 
２ 
４ 
４ 
３ 

８ 
４ 
８ 
８ 
６ 

計 １７ ３４ 
情報工学研究科 情報科学専攻 
 情報システム専攻 
 情報創成工学専攻 

２４ 
１６ 
１６ 

１２ 
８ 
８ 

計 ５６ ２８ 
情報工学府 情報科学専攻 
 情報システム専攻 
 情報創成工学専攻 

６ 
４ 
４ 

１２ 
８ 
８ 

計 １４ ２８ 
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専     攻 
収 容 定 員 

平成２０年度 平成２１年度 
生命体工学研究科 生体機能専攻 
 脳情報専攻 

６７ 
６１ 

６２ 
５６ 

計 １２８ １１８ 
合     計 ２７３ ２３７ 

 
４ 前２項の学生の教育課程及び履修方法等については，この学則に定めるもののほか，工学研究科

にかかる事項は工学府教授会の，情報工学研究科にかかる事項は情報工学府教授会の審議を経て定
めるものとする。 

 
   附  則 
 この学則は，平成２３年４月１日から施行する。 
   附  則 
 この学則は，平成２３年６月１日から施行する。 
   附  則 
 この学則は，平成２３年１０月１日から施行する。 
   附  則 
 この学則は，平成２３年１０月５日から施行する。 
   附  則 
 この学則は，平成２４年１２月５日から施行する。 
 
   附  則 
１ この学則は，平成２６年４月１日から施行する。 
２ 改正後の第３９条及び第４１条の規定にかかわらず，第１号に定める学府又は研究科の課程及び

専攻は，当該課程及び専攻の学生が在学しなくなる日までの間存続させるものとし，当該課程及び
専攻並びに改正後の専攻の収容定員は，平成２６年度から平成２７年度までは第２号及び第３号の
とおりとする。 

（1）学府又は研究科の課程及び専攻 
課 程 学府又は研究科 専   攻 

博士前期課程 
情報工学府 情報科学専攻 

情報システム専攻 

生命体工学研究科 生体機能専攻 
脳情報専攻 

博士後期課程 

工学府 

機械知能工学専攻 
建設社会工学専攻 
電気電子工学専攻 
物質工学専攻 
先端機能システム工学専攻 

情報工学府 
情報科学専攻 
情報システム専攻 
情報創成工学専攻 

生命体工学研究科 生体機能専攻 
脳情報専攻 
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（2）博士前期課程 

学府又は研究科 専  攻 
収容定員 

平成２６年度 

工学府 

機械知能工学専攻 
建設社会工学専攻 
電気電子工学専攻 
物質工学専攻 
先端機能システム工学専攻 

１５６ 
７８ 

１１８ 
１０２ 

６８ 

計 ５２２ 

情報工学府 

情報科学専攻 
情報システム専攻 
情報創成工学専攻 
先端情報工学専攻 
学際情報工学専攻 

８８ 
５６ 
７１ 
５５ 
８０ 

計 ３５０ 

生命体工学研究科 

生体機能専攻 
脳情報専攻 
生体機能応用工学専攻 
人間知能システム工学専攻 

６５ 
５７ 
６５ 
５７ 

計 ２４４ 

合   計 １，１１６ 

 
（3）博士後期課程 

学府又は研究科 専  攻 
収容定員 

平成２６年度 平成２７年度 

工学府 

機械知能工学専攻 
建設社会工学専攻 
電気電子工学専攻 
物質工学専攻 
先端機能システム工学専攻 
工学専攻 

８ 
４ 
８ 
８ 
６ 

１７ 

４ 
２ 
４ 
４ 
３ 

３４ 
計 ５１ ５１ 

情報工学府 

情報科学専攻 
情報システム専攻 
情報創成工学専攻 
情報工学専攻 

１２ 
８ 
８ 

１４ 

６ 
４ 
４ 

２８ 
計 ４２ ４２ 

生命体工学研究科 

生体機能専攻 
脳情報専攻 
生命体工学専攻 

３８ 
３４ 
３６ 

１９ 
１７ 
７２ 

計 １０８ １０８ 
合   計 ２０１ ２０１ 

 
   附  則 
１ この学則は，平成２７年４月１日から施行する。 
２ 改正後の第４条の規定にかかわらず，平成２７年度の収容定員は，次のとおりとする。 
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学 部 学  科 
平成２７年度 

学科収容定員 
第 3 年次 
編入学 

収容定員 
収容定員 

工学部 

機械知能工学科 ５６０ 

４０ ２,１６４ 

建設社会工学科 ３２０ 
電気電子工学科 ５２０ 
応用化学科 ２８０ 
マテリアル工学科 ２４０ 
総合システム工学科 ２０４ 

計 ２,１２４ ４０ ２，１６４ 

情報工学部 

知能情報工学科 ３５２ １７ ３６９ 
電子情報工学科 ３５２ １８ ３７０ 
システム創成情報工学科 ３１２ １８ ３３０ 
機械情報工学科 ３１２ １７ ３２９ 
生命情報工学科 ３１２ １５ ３２７ 

計 １,６４０ ８５ １,７２５ 
合  計 ３,７６４ １２５ ３,８８９ 

   附  則 
  この学則は，平成２８年４月１日から施行する。 
   附  則 
  この学則は，平成２８年４月１日から施行する。 
   附  則 
  この学則は，平成２９年１月１０日から施行する。 
 
   附  則 
１ この学則は，平成２９年４月１日から施行する。 
２ 改正後の第４１条の規定にかかわらず，平成２９年度の収容定員は，次のとおりとする。 

学府又は研究科 専  攻 
収容定員 

平成２９年度 

工学府 

機械知能工学専攻 
建設社会工学専攻 
電気電子工学専攻 
物質工学専攻 
先端機能システム工学専攻 

１５６ 
７８ 

１１８ 
１０２ 

６８ 

計 ５２２ 

情報工学府 

先端情報工学専攻 
学際情報工学専攻 
情報創成工学専攻 

１１５ 
１７０ 

８５ 

計 ３７０ 

生命体工学研究科 
生体機能応用工学専攻 
人間知能システム工学専攻 

１３０ 
１１４ 

計 ２４４ 

合   計 １，１３６ 
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   附 則 
１ この学則は，平成３０年４月１日から施行する。 
２ 改正後の第２条及び第４条の規定にかかわらず，工学部総合システム工学科，情報工学部電子情

報工学科，システム創成情報工学科，機械情報工学科及び生命情報工学科は，当該学科の学生が在
学しなくなる日までの間存続させるものとし，収容定員は，平成３０年度から平成３２年度までは
次のとおりとする。 

 

学 
部 学  科 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

学 科 
収容定員 

第 3 年次 
編入学 

収容定員 
収容定員 学 科 

収容定員 
第 3 年次 
編入学 

収容定員 
収容定員 学 科 

収容定員 
第 3 年次 
編入学 

収容定員 
収容定員 

 建 設 社 会 工 学 科 320   320   320   

 機 械 知 能 工 学 科 556   552   548   

工 宇宙システム工学科 55   110   165   

学 電 気 電 子 工 学 科 516 40 2,164 512 40 2,164 508 40 2,164 

部 応 用 化 学 科 284   288   292   

 マ テ リ ア ル 工 学 科 240   240   240   

 総合システム工学科 153   102   51   

 計 2,124 40 2,164 2,124 40 2,164 2,124 40 2,164 

 知 能 情 報 工 学 科 357 14 371 362 14 376 367 14 381 

 電 子 情 報 工 学 科 264 16 280 176 16 192 88 8 96 

情 システム創成情報工学科 234 16 250 156 16 172 78 8 86 

報 機 械 情 報 工 学 科 234 14 248 156 14 170 78 7 85 

工 生 命 情 報 工 学 科 234 10 244 156 10 166 78 5 83 

学 情 報 ・ 通 信 工 学 科 93  93 186  186 279 9 288 

部 知的システム工学科 94  94 188  188 282 9 291 

 物 理 情 報 工 学 科 65  65 130  130 195 5 200 

 生命化学情報工学科 65  65 130  130 195 5 200 

 計 1,640 70 1,710 1,640 70 1,710 1,640 70 1,710 

 
   附 則 
１ この学則は，平成３１年４月１日から施行する。 
２ 改正後の第３９条及び第４１条の規定にかかわらず，工学府機械知能工学専攻，建設社会工学専

攻，電気電子工学専攻，物質工学専攻及び先端機能システム工学専攻は，当該専攻の学生が在学し
なくなる日までの間存続させるものとし，収容定員は，平成３１年度からその翌年度までは第１号
及び第２号のとおりとする。 
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（1）博士前期課程 

学府又は研究科 専  攻 
収容定員 

平成３１年度 

工学府 

機械知能工学専攻 
建設社会工学専攻 
電気電子工学専攻 
物質工学専攻 
先端機能システム工学専攻 
工学専攻 

７８ 
３９ 
５９ 
５１ 
３４ 

２７８ 

計 ５３９ 

情報工学府 

先端情報工学専攻 
学際情報工学専攻 
情報創成工学専攻 

１２０ 
１８０ 

９０ 
計 ３９０ 

生命体工学研究科 
生体機能応用工学専攻 
人間知能システム工学専攻 

１３０ 
１１４ 

計 ２４４ 
合   計 １，１７３ 

 
（2）博士後期課程 

学府又は研究科 専  攻 
収容定員 

平成３１年度 平成３１年度 
の翌年度 

工学府 
工学専攻 ５８ ６５ 

計 ５８ ６５ 

情報工学府 
情報工学専攻 ４２ ４２ 

計 ４２ ４２ 

生命体工学研究科 
生命体工学専攻 １０８ １０８ 

計 １０８ １０８ 
合   計 ２０８ ２１５ 

 
３ 政令により元号が改められた場合，改元期日以後の日を旧元号(平成)により表示しているものに

ついては，旧元号によって特定された日を新元号による応当日に読み替えて適用するものとする。 
   附 則 
 この学則は，令和２年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この学則は，令和２年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この学則は，令和２年８月１１日から施行する。ただし，改正後の第４３条第１０項及び第１１項
並びに第５７条は令和２年６月３０日から適用し，第８５条第４号は令和２年４月１日から適用する。 
   附 則 
 この学則は，令和３年１１月４日から施行する。ただし，改正後の第２１条第１項第３号及び第５
９条第１項第２号は平成３１年４月１日から適用する。 
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   附 則 
１ この学則は，令和４年４月１日から施行する。 
２ 改正後の第３９条及び第４１条の規定にかかわらず，情報工学府博士前期課程先端情報工学専攻，

学際情報工学専攻，情報創成工学専攻（従前の専攻）及び情報工学府博士後期課程情報工学専攻は，
当該専攻の学生が在学しなくなる日までの間存続させるものとし，収容定員は，令和４年度及び令
和５年度は第１号及び第２号のとおりとする。 

 
（1）博士前期課程 

学府又は研究科 専  攻 
収容定員 

令和４年度 

工学府 
工学専攻 ５５６ 

計 ５５６ 

情報工学府 

情報創成工学専攻 
（従前の専攻） 
先端情報工学専攻 
学際情報工学専攻 
情報創成工学専攻 

２２０ 
 

６０ 
９０ 
４５ 

計 ４１５ 

生命体工学研究科 
生体機能応用工学専攻 
人間知能システム工学専攻 

１３０ 
１１４ 

計 ２４４ 
合   計 １，２１５ 

 
（2）博士後期課程 

学府又は研究科 専  攻 
収容定員 

令和４年度 令和５年度 

工学府 
工学専攻 ７２ ７２ 

計 ７２ ７２ 

情報工学府 
情報工学専攻 
情報創成工学専攻 

２８ 
２０ 

１４ 
４０ 

計 ４８ ５４ 

生命体工学研究科 
生命体工学専攻 １０８ １０８ 

計 １０８ １０８ 
合   計 ２２８ ２３４ 

 
   附 則 
 この学則は，令和５年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
１ この学則は，令和８年４月１日から施行する。ただし，改正後の第８５条第１項第１号は，令和

３年４月１日から適用する。 
２ 改正後の第２条及び第４条の規定にかかわらず，工学部建設社工学科，機械知能工学科，宇宙シ

ステム工学科，電気電子工学科，応用化学科，マテリアル工学科，並びに情報工学部知能情報工学
科，情報・通信工学科，知的システム工学科，物理情報工学科及び生命化学情報工学科は，当該学
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科の学生が在学しなくなる日までの間存続させるものとし，収容定員は，令和８年度から令和１０
年度までは次のとおりとする 

 

学 
部 学  科 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

学 科 
収容定員 

第 3 年次 
編入学 

収容定員 
収容定員 学 科 

収容定員 
第 3 年次 
編入学 

収容定員 
収容定員 学 科 

収容定員 
第 3 年次 
編入学 

収容定員 
収容定員 

 建 設 社 会 工 学 科 240 2 242 160 2 162 80 1 81 

 機 械 知 能 工 学 科 408 14 422 272 14 286 136 7 143 

工 宇宙システム工学科 165 4 169 110 4 114 55 2 57 

学 電 気 電 子 工 学 科 378 16 394 252 16 268 126 8 134 

部 応 用 化 学 科 222 2 224 148 2 150 74 1 75 

 マ テ リ ア ル 工 学 科 180 2 182 120 2 122 60 1 61 

 工 学 科 531  531 1,062  1,062 1,593 20 1,613 

 計 2,124 40 2,164 2,124 40 2,164 2,124 40 2,164 

 知 能 情 報 工 学 科 279 14 293 186 14 200 93 7 100 

情 情 報 ・ 通 信 工 学 科 279 18 297 186 18 204 93 9 102 

報 知的システム工学科 282 18 300 188 18 206 94 9 103 

工 物 理 情 報 工 学 科 195 10 205 130 10 140 65 5 70 

学 生命化学情報工学科 195 10 205 130 10 140 65 5 70 

部 情 報 工 学 科 410  410 820  820 1,230 35 1,265 

 計 1,640 70 1,710 1,640 70 1,710 1,640 70 1,710 

 
３ 改正後の第３９条及び第４１条の規定にかかわらず，生命体工学研究科博士前期課程生体機能応

用工学専攻及び人間知能システム工学専攻は，当該専攻の学生が在学しなくなる日までの間存続さ
せるものとするし，令和８年度の博士前期課程の収容定員は，次のとおりとする。 

 

学府又は研究科 専  攻 
令和８年度 
収容定員 

情報工学府 
情報創成工学専攻 460 

計 460 

生命体工学研究科 

生体機能応用工学専攻 
人間知能システム工学専攻 
生命体工学専攻 

65 
57 

122 
計 244 

合   計 1 ,260  
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（2）九州工業大学の学科及び専攻における教育研究上の目的に 
関する規程 

 
平成２６年 ３月 ５日 
九 工 大 規 程 第 ４ 号 

 
改正 平成３０年１月２５日 九工大規程第 １号 

平成３１年３月１８日 九工大規程第 ４号 
令和 ４年２月 ２日 九工大規程第 １号 
令和 ７年１１月 ５日九工大規程第３５号 

 
九州工業大学の学科及び専攻における教育研究上の目的に関する規程 

 （趣  旨） 
第１条 この規程は，九州工業大学学則（平成１９年九工大学則第１号）第２条第３項及び第３９条

第３項の規定に基づき，学部に置く学科及び学府又は研究科に置く専攻における教育研究上の目的
に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 
 （学科の目的） 
第２条 各学科の目的は，別表第１に定めるとおりとする。 
 
 （専攻の目的） 
第３条 各専攻の目的は，別表第２に定めるとおりとする。 
 
   附 則 
 この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
１ この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 
２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定にかかわらず，平成３０年３月３１日に在籍する者（以下

「在籍者」という。）及び平成３０年４月１日以降に在籍者の属する年次に編入学・再入学・転入
学する者については，なお従前の例による。 

 
   附 則 
１ この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 
２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定にかかわらず，平成３１年３月３１日に在籍する者（以下

「在籍者」という。）及び平成３１年４月１日以降に在籍者の属する年次に編入学・再入学・転入
学する者については，なお従前の例による。 

 
   附 則 
１ この規程は，令和４年４月１日から施行する。 
２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定にかかわらず，令和４年３月３１日に在籍する者（以下「在

籍者」という。）及び令和４年４月１日以降に在籍者の属する年次に編入学・再入学・転入学する
者については，なお従前の例による。 
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   附 則（令和７年九工大規程第３５号） 
１ この規程は，令和８年４月１日から施行する。 
２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定にかかわらず，令和８年３月３１日に在籍する者（以下「在

籍者」という。）及び令和８年４月１日以降に在籍者の属する年次に編入学・再入学・転入学する
者については，なお従前の例による。 

 
別表第１（第２条関係） 

学 部 学  科 目   的 

工学部 工学科 

「ものづくり」を基盤とした工学系分野において，豊かな教養，高度
なデータ処理能力，技術者倫理及びコミュニケーション力を備え，科
学技術の進歩に対応できる工学基礎力・専門技術力を有し，国際的に
活躍できる専門技術者を養成する。 

情報工学部 情報工学科 

先端情報技術を活用する情報学と，実践的な問題解決や創造的活動
を基盤とする工学の両方を深く理解し，社会課題の解決に寄与する
とともに，幅広い教養，豊かな人間性，技術者としての高い倫理観，
そしてグローバル社会で活躍できるコミュニケーション能力を備え
た技術者を養成する。 

 
別表第２（第３条関係） 

学府又は 
研究科 課程の別 専  攻 目   的 

工 学 府 

博士前期課程 工学専攻 

「ものづくり」を基盤とした最先端科学技術分野におい
て，開学以来掲げてきた「技術に堪能なる士君子」，すな
わち，豊かな教養と技術者倫理並びにコミュニケーション
力を備え，科学技術の進歩に対応できる工学基礎力・専門
技術力を有し，国際的に活躍できる専門技術者の素養と能
力に加え，深い専門知識とそれに基づく課題発見・設定・
解決能力，多様な文化の理解に基づく国際的コミュニケー
ション力を有するグローバル社会で活躍する高度専門技
術者を養成する。 

博士後期課程 工学専攻 

「ものづくり」を基盤とした最先端科学技術分野における
高度な知識を有し，その科学技術社会への波及効果を十分
に理解していることに加え，複数の専門分野知識を身に付
け，問題解決能力，独創力，創造性及び実践的技術者とし
ての必要な資質を持ち，イノベーションを創出できる能力
を有する人材を養成する。さらに，グローバル化する社会
形態の中で，異文化を理解し多文化環境下で新しい価値を
生み出す能力を持ち，かつ，リーダーシップを発揮できる
人材を養成する。 

情報工学府 

博士前期課程 情報創成工学専攻 

社会の変化に伴い生じる課題に対し，最新の情報技術を原
動力として，産業界の諸問題の解決を図るための知識を備
え，社会のニーズに基づく産学連携を推進し,情報技術で
社会を駆動させていく能力を有する人材を養成する。 

博士後期課程 情報創成工学専攻 

情報工学の高い専門性に基づいた先端的な基盤技術の開
発を目指し,様々な分野の境界領域で発生する新しい課題
に対処する革新的な情報システムを構築することにより，
情報技術の発展に貢献し，情報社会を牽引するグローバル
リーダーとなる人材を養成する。 
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学府又は 
研究科 課程の別 専  攻 目   的 

生命体工学 
研究科 

博士前期課程 生命体工学専攻 

人間・生物，環境，社会の機能や特性を理解し，工学又は
情報工学における複数の分野を融合して，人間親和型，環
境調和型，社会支援型の技術を創出することのできる技術
者及び研究者を養成する。さらに，個人と社会の多様な幸
せを追求する価値観のもとで，社会と連携して社会的ニー
ズに応えることのできるグローバル人材を養成する。 

博士後期課程 生命体工学専攻 

人間・生物，環境，社会の機能や特性を理解し，工学又は
情報工学における複数の分野を融合して，人間親和型，環
境調和型，社会支援型の先端技術を創出することのできる
技術者及び研究者を養成する。さらに，個人と社会の多様
な幸せを追求する価値観のもとで，グローバルリーダーと
して社会と連携して社会的ニーズに応えることができ，研
究・技術分野の動向を常に注視しイノベーションの創出を
図ることのできる人材を養成する。 
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（３）感染症罹患による出席停止等における授業の取扱に関する申合せ 
 

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日 
学 長 裁 定 

 
改正 令和 ４年 ７月２７日 

令和 ５年 ２月２０日 
令和 ５年 ５月２２日 

 
 この申合せは，九州工業大学（以下「本学」という。）の学生が感染症に罹患した場合における授
業（（試験を含む）。以下同じ。）の取扱に関し必要な事項を定める。 
 
１．定義 

この取扱における次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 
（１）出席停止 学校保健安全法第１９条（昭和３３年法律第５６号）に規定する出席停止をいう。 
（２）公欠 一定の条件を満たすことにより授業に出席したものとみなす取扱とする授業の欠席を

いう。 
 
２．学生が感染症に罹患した場合 

学生が，別表の感染症に罹患した場合は，医師の診断に基づき，出席停止とする（学校保健安全
法施行規則第 18 条（昭和３３年文部省令第１８号）による）。 

また，学生は，学内システムから罹患報告書を提出する。 
 
３．出席停止の期間 

出席停止の期間は，別表の期間を基準（学校保健安全法施行規則第１９条による）とする。 
ただし，第 1 種感染症については医師が治癒したと診断した場合においても，他者への感染のお

それがあると学校医が判断した場合は，他者への感染のおそれがなくなるまで出席停止とすること
がある。 

 
４．出席停止中の授業の取扱い 

学生が，出席停止中に出席できなかった授業については，届出により，公欠扱いとする。 
 
５．公欠の届出 

公欠の届出は，「授業公欠届（感染症）」により，学生が所属する学部等の教務担当係へ，診断
の結果感染症に罹患したことが確認できる書類を添えて提出するものとする。 

学部等の教務担当係は，届出を受理し，受付印を押印の上，写しを学生に交付する。 
学生は，交付された写しを授業担当教員に提出するものとする。 

 
６．公欠の授業の取扱 

公欠として取り扱う授業については，原則として補講は行わず，レポートや e ラーニング等によ
り授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし，授業担当教員の判断により
補講を行うことがある。 

 
７．一授業科目当たりの公欠の上限 

一授業科目について，公欠扱いとすることができる回数は，原則，当該授業科目の授業回数の２
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分の１を超えることができないものとする。但し，前条の取扱により，授業科目担当教員が，当該
科目の授業計画を代替できると判断した場合は，この限りではない。 

 
８．公欠の試験の取扱 

試験を公欠とする場合の取扱については，学生が所属する学部等の学修細則に則して対応する。 
 
９．公欠の取り消し 

公欠の届出にあたり，必要書類の提出を怠った場合や虚偽の申請をした場合は，授業及び試験の
公欠の取扱を全て取り消す。 

 
１０．感染の拡大を防止するために本学の一部又は全部を休業する場合 

（１）感染症罹患者の発生に伴い，感染症の感染拡大を防止する目的で行う休業措置については，
本学の危機管理対策に基づくものとする。 

（２）休業となった期間の授業の取扱は，その都度，学長，教育担当理事及び関係者で協議の上，
学長が決定するものとする。 

（３）休業の周知は， 九工大メール, 学内掲示，本学のホームページ等を通じて行うものとする。 
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別表：学校保健安全法施行規則（昭和３３年文部省令第１８号）第１８条及び第１９条に規定される
感染症の種類及び出席停止期間の基準 

 
分類 感染症 出席停止期間の基準 

第１種 エボラ出血熱 
クリミア・コンゴ出血熱 
痘そう 
南米出血熱 
ペスト 
マールブルグ病 
ラッサ熱 
急性灰白髄炎（ポリオ） 
ジフテリア 
重症急性呼吸器症候群（SARS） 
中東呼吸器症候群（MERS） 
特定鳥インフルエンザ 
新型インフルエンザ等感染症 
指定感染症 

治癒するまで 

第２種 第２種の感染症に罹患した者については、それぞれ以下の期間。ただし、病状により医師に
おいて感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。 
新型コロナウイルス感染症 発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１

日を経過するまで 
インフルエンザ（特定鳥インフルエン
ザ及び新型インフルエンザ等感染症
を除く。） 

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経
過するまで 

百日咳 特有の咳が消失するまで、または、５日間の適正な抗
菌剤による治療が終了するまで 

麻疹(はしか) 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後５日
を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで 

風疹 発疹が消失するまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消失した後２日を経過するまで 

結核 病状により医師において感染のおそれがないと認め
るまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 

第３種 コレラ 
細菌性赤痢 
腸管出血性大腸菌感染症 
腸チフス 
パラチフス 
流行性角結膜炎 
急性出血性結膜炎 
その他の感染症（※） 

病状により医師において感染のおそれがないと認め
るまで 

 
※「その他の感染症」とは、感染性胃腸炎（ノロウイルス感染症）、マイコプラズマ感染症、溶連菌感

染症及び本学において大規模な流行の兆しがあると判断した感染症とする。本学において大規模な
流行の兆しがある感染症については、学校医や学生支援本部長の意見に基づき、教育本部長が決定
し、公示する。 
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様 式 １ 
 

 

 
 

             
  

授業公欠届（感染症） 
 

                                    令和  年  月  日 

  ○○ 学部長（研究科長）  殿 

                             学生番号             

                             氏  名             

 

このたび、感染症罹患により通学できなかったため、出席できなかった授業科目を届け出します。 

 １．病    名（               ） 

２．出席停止期間  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日  

 ３．出席できなかった授業科目 

月日（曜日）・時限 授業科目名 担当教員名 

 月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

 月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

月  日（  ） 時限   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付印 

 

 

 

 

 

医師の診断の結果感染症に罹患した

ことが確認できる書類確認済 

 
【手続き方法】 

１ 出席停止の期間が経過した後、「授業公欠届（感染症）」に必要事項を記入の上、所属学部等の教

務担当へ医師の診断の結果感染症に罹患したことが確認できる書類を添えて提出してください。 

２ 提出後、公欠扱いとなった授業の措置については、授業担当教員に確認してください。 

３ 本届及び添付書類に記載された個人情報については、公欠の手続き業務及び学内関係者への報告

にのみ利用します。 

４ 公欠が適用される感染症とそれぞれの感染症における出席停止期間については、別表を参照して

ください。 

５ 別表において、出席停止期間について「病状により医師において感染のおそれがないと認めたと

きまで」と記載されている感染症については、学校医によっても感染のおそれがないと判断ができ

ます。必要があれば登校再開前に学校医に相談してください。 

 

別表.公欠が適用される感染症 

感染症 出席停止期間の基準 

第

１

種 

エボラ出血熱 

クリミア・コンゴ出血熱 

痘そう 

南米出血熱 

ペスト 

マールブルグ病 

ラッサ熱 

急性灰白髄炎（ポリオ） 

ジフテリア 

重症急性呼吸器症候群（SARS） 

中東呼吸器症候群（MERS） 

特定鳥インフルエンザ 

新型インフルエンザ等感染症 

指定感染症 

新感染症 

治癒するまで 

第

２

種 

第２種の感染症に罹患した者については、それぞれ以下の期間。ただし、病状により医師において感染のおそ

れがないと認めたときは、この限りでない。 

新型コロナウイルス感染症 
発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するま

で 

インフルエンザ（特定鳥インフルエ

ンザ及び新型インフルエンザ等感染

症を除く。） 

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで、または、５日間の適正な抗菌剤による治療

が終了するまで 

麻疹（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、か

つ、全身状態が良好となるまで 

風疹 発疹が消失するまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消失した後２日を経過するまで 

結核 
病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 

第

３

種 

コレラ 

細菌性赤痢 

腸管出血性大腸菌感染症 

腸チフス 

パラチフス 

流行性角結膜炎  

急性出血性結膜炎 

その他の感染症（※） 

病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 

※ 「その他の感染症」とは、感染性胃腸炎（ノロウイルス感染症等）、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症及び本

学において大規模な流行の兆しがあると判断した感染症とする。本学において大規模な流行の兆しがある感染症につ

いては、学校医や学生支援本部長の意見に基づき、教育本部長が決定し、公示する。 
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（4）九州工業大学における成績評価に対する確認及び異議申立てに関する内規 
 

令和 ２年１１月１０日 
教育高度化本部長裁定 

 
改 正  令和 ３年１１月１０日 

令和 ４年 ７月２７日 
 

令和 ７年 ５月１４日 
教 育 本 部 長 裁 定 

 
令和 ８年 ２月１６日 

 
九州工業大学における成績評価に対する確認及び異議申立てに関する内規 

 
九州工業大学における成績評価に対する確認及び異議申立てに関する要項（令和２年１１月１０日教

育高度化本部長裁定）を九州工業大学における成績評価に対する確認及び異議申立てに関する内規に改
正する。 
 
 （趣旨） 
第１条 この内規は，九州工業大学に在籍する学生（以下「学生」という。）からの成績評価に対する

確認及び異議申立てに関し必要な事項を定めるものとする。 
 （成績評価に対する確認） 
第２条 学生は，成績評価に対して確認すべき事項がある場合は，担当事務（学生が所属する学部又は

大学院の教務担当係をいう。以下同じ。）を通じて，教育に関する事項を審議する委員会等（以下「教
務委員会等」という。）の委員（以下「教務委員」という。）に別に定める「成績評価に対する確認
書（別記様式第１号）」（以下「確認書」という。）を提出し，確認できるものとする。 

 （確認依頼受付期間） 
第３条 前条に規定する確認依頼の受付期間は，成績公開日から原則として１０日以内とする。 
２ 前項の規定にかかわらず，当該学期に進級，卒業又は修了の査定対象者であり，確認を行おうとす

る成績が進級，卒業又は修了の査定に関わる場合の受付期間は，成績公開日から原則として３日以内
とする。 

 （確認に伴う措置） 
第４条 第２条に規定する確認依頼を受けた教務委員は，該当の授業担当教員に回答の作成を依頼し，

授業担当教員からの回答を確認した上で，担当事務を通じて確認書を受理した日から，原則として１
０日以内に，学生に対して確認結果を回答するものとする。ただし，前条第２項に規定する場合の確
認依頼にあっては，原則として３日以内に確認結果を回答するものとする。 

２ 前項の規定によらず，教務委員が該当の授業担当である場合等，教務委員が回答の確認を行うこと
が相応しくない場合にあっては，所属する学部又は大学院の長（以下「部局長」という。）が指名す
る者が回答の確認を行う。 

３ 第１項の回答にあたっては，授業担当教員は，確認結果に基づき，成績について変更する措置をと
ることができる。この場合において，授業担当教員は，当該措置の内容及びその理由を記録しなけれ
ばならない。 

４ 教務委員又は第２項に基づき部局長から指名された者が，成績評価に対する確認及び授業担当教員
からの回答の内容を確認した結果，教務委員会等で審査すべきと判断した場合は，次条に基づく異議

http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001083.html#l000000000
http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001083.html#e000000022
http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001083.html#e000000022
http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001083.html#e000000052
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申立てがあったものと同様に取り扱う。 
 （異議申立て） 
第５条 第２条に規定する成績評価に対する確認を行った学生は，回答内容に対して不服がある場合は，

別に定める「成績評価に対する異議申立書（別記様式第２号）」（以下「異議申立書」という。）を，
担当事務を通じて，部局長に提出することにより，異議申立てができるものとする。 

 （異議申立て受付期間） 
第６条 前条による異議申立ての受付期間は，当該学生が第２条による回答を受理した日から原則とし

て３日以内とする。 
 （受付期間及び回答期間における休業日の取り扱い） 
第７条 第３条第１項及び第２項，第４条第１項並びに第６条に規定する受付期間及び回答期間は，土

曜日，日曜日，祝日及び職員の一斉休業日を除くものとする。 
 （審査） 
第８条 部局長は，第５条による異議申立書を受理した場合は，教務委員会等において当該異議申立て

の審査を行わせるものとする。 
２ 教養教育院，他学部及び他大学院が開講する成績評価に対する異議申立ての審査を行う場合，教務

委員会等は，関係する組織の協力を得て，審査を行う。 
３ 教務委員が該当の授業担当である場合にあっては，当該の教務委員は審査に参加しないこととする。 
 （審査結果の報告及び対応） 
第９条 教務委員会等は，前条に係る審査を行い，その結果を，速やかに書面で部局長に報告しなけれ

ばならない。 
２ 前項の報告を受けた部局長は，担当事務を通じて，当該学生及び当該授業担当教員に当該結果を文

書により通知する。この場合において，異議申立てを容認する結果であった場合は，授業担当教員に
成績について変更する措置を行わせるものとする。 

３ 前項の通知は，当該学生又は当該授業担当教員が希望した場合は，電子メールにて通知することが
できるものとする。 

 （雑則） 
第１０条 この内規に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 
 
   附 則（最終改正分） 
 この要項は，令和３年１月１日から施行する。 
   附 則（最終改正分） 
 この要項は，令和３年１１月１０日から施行する。 
   附 則（最終改正分） 
１ この要項は，令和４年７月２７日から施行し，令和４年４月１日から適用する。 
２ 教育企画室長裁定を改め，教育高度化本部長裁定とする。 
   附 則（最終改正分） 
１ この要項は，令和７年５月１４日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 
２ 教育高度化本部長裁定を改め，教育本部長裁定とする。 
   附 則（最終改正分） 
１ この内規は，令和８年４月１日から施行する。 
２ この内規の適用日前に入学した学生については，改正された第４条の規定を除き，なお従前の例に

よる。 
 
 

  

http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001083.html#e000000018
http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001083.html#e000000085
http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001083.html#e000000100
http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001083.html#e000000103
http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001083.html#l000000000
http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001083.html#l000000000
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※授業担当教員記載欄 
【確認に対する回答】 
 

※教務委員等確認欄 教員からの受領年月日（    年   月  日） 
※教務委員等記載欄 
【授業担当教員からの回答について確認結果】 

※事務担当者記載欄 教務委員等からの受領年月日（    年   月  日） 
 
 

 

別記様式第１号（第２条関係） 
 

  年度   クォーター・期 
 

成績評価に対する確認書 

所属名 
 

学籍番号  学年 年 

氏  名  

連絡先（電話番号）  

E-mail アドレス  

授業科目名  
成績評価 

 
授業担当教員氏名 

 

【確認内容】 
①確認内容の区分の数字に〇をして下さい。 

１．シラバスに記載されている到達目標、成績評価方法に照らし、明らかに成績評価について
疑義があると思われるもの。 

２．成績の誤記入等、明らかに担当教員の誤りであると思われるもの。 
 
１．の場合、②及び③について記入して下さい。 
②シラバスを添付し、疑義に当たる成績評価方法欄の記述を赤下線で明示してください。 

 
③シラバス内に赤下線で指摘した箇所について、疑義の内容を具体的に記述してください。 
 
 
 
２．の場合④について記入してください。 
④担当教員の誤りであると思う内容及びそう思う理由を具体的に記述してください。 

※事務担当者記載欄 学生からの受領年月日 （    年   月  日） 
学生への回答期限年月日（    年   月  日） 

※教務委員等記載欄 確認内容の把握年月日 （    年   月  日） 
※欄は記入しないこと。 
 

別記様式第２号（第５条関係） 
年  月  日 

 
成績評価に対する異議申立書 

  
部 局 長   殿 
 

  所属・学年         類・学科・分野・コース・専攻第  年次  
                  
        学 生 番 号                             
        氏   名                             

                 
 
私が履修した科目の成績について、下記のとおり異議を申し立てます。 
 

  年度  期／  クォーター 

 
 
 
 
○ 上記科目の成績評価について異議を申し立てる理由 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 記入漏れのないよう注意すること。記入漏れがある場合は受け付けない。 

 

 

科 目 名（クラス番号） （  ）  

教 員 名  

事務担当者確認欄 

学生からの受領年月日（     年    月   日） 

成績評価に対する確認書の回答日（     年    月   日） 

績評価に対する確認及び異議申立てスキーム 

 

第一段階：確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二段階：（確認で解決しない場合）異議申立て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当事務 

④学生へ回答 

教務システム 

成績公開後、10 日以内 

（例外：査定に関わる場合、 

３日以内） 

学 生 

部局長 

⑤異議申立書 

を提出 

④の回答受領後、 

３日以内 

 

教務委員会等 

⑥審査を依頼 

⑦審査結果を報告 

⑧-1結果を通知 

⑧-2 結果を通知 

①から３日以内 

 

授業担当教員 

教務委員 

授業担当教員 

②連絡 
③確認内容に 

対する回答 

①成績評価に対する 

確認書を提出 

担当事務 

学 生 
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（5）九州工業大学大学院生命体工学研究科学修細則 
 

平 成 １ ３ 年  ４ 月  １ 日 
九工大生命体工学研究科細則第１号 

 
最終改正 令和８年２月２６日九工大生命体工学研究科細則第１号 

 
※ この学修細則については，令和８年度に入学した方に適用されるもので， 

それ以前に入学された方につきましては，その年度の学修細則をご覧下さい。 
 

九州工業大学大学院生命体工学研究科学修細則 
 
 （目的） 
第 1 条 この細則は，九州工業大学学則（平成１９年九工大学則第１号。以下「学則」という。）の

規定に基づき，九州工業大学大学院生命体工学研究科（以下「研究科」という。）の授業科目，単
位数，履修方法等について，必要な事項を定めることを目的とする。 

 （履修区分） 
第１条の２ 博士前期課程に履修上の区分として，次の各号に掲げるコースを置く。 
 （1）脳型知能・ロボットコース 
 （2）ＡＩライフデザインコース 
 （3）生体医工イノベーションコース 
 （4）環境共生・エネルギーコース 
２ 博士前期課程に所属する学生は，前項に掲げるコースのいずれか一つを履修しなければならない。

３ コースの決定方法については，別に定める。 
４ コースの変更を願い出た者については，別に定める方法により審査のうえ，研究科長が変更を許

可することがある。 
 （授業科目及び単位数） 
第２条 研究科における専攻の授業科目及び単位数は，別表１のとおりとする。 
 （単位の計算方法） 
第２条の２ 授業科目の単位の計算方法は，１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容を

もって構成することを標準とし，次の基準によるものとする。 
（1）講義及び演習については，１５時間から３０時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって

１単位とする。 
（2）実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間までの範囲で別に定める時間の授業を

もって１単位とする。 
２ 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行う

場合の単位数を計算するに当たっては，その組み合わせに応じ，前項各号に規定する基準により，
別に定める時間の授業をもって１単位とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，学位論文の作成に関する授業科目を設定する場合において，これら
の学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められる場合には，必要な学修等を考慮して，
単位を定める。 

 （履修基準） 
第３条 学生は，別表２に定める基準に従って，所定の単位を履修しなければならない。 
 （指導教員） 
第４条 学生は，指導教員から授業科目の履修，学位論文作成等の指導を受けるものとする。 
 （履修計画及び履修方法） 
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第５条 学生は，指導教員の指導により，当該年度において履修しようとする授業科目を決定し，指
導教員の承認を得て，所定の期日までに，履修申告しなければならない。所定の期日までに届け出
ることにより，履修登録を取り消すことができる。 

２ 指導教員が教育上有益と認めるときは，学生は，入学後，新たに開講された授業科目を履修する
ことができるものとし，開講年度における科目の区分に従い，課程修了に必要な単位として取り扱
うことができる。 

３ 他の学府の授業科目の履修を希望する学生は，当該学府の履修申告期間内に指導教員の承認を得
て，所定の受講願を生命体工学研究科事務課に提出しなければならない。 

４ 指導教員が教育上有益と認めるときは，生命体工学研究科教授会（以下「研究科教授会」という。）
の審議を経て，他の大学院の授業科目を履修することができる。 

５ 前２項の規定により，授業科目を履修し修得した単位は，１５単位を限度として課程修了に必要
な単位として認定することができる。ただし，学則第５６条で定められた入学前の既修得単位に関
する規定により単位認定された単位数と合わせて２０単位を超えない範囲とする。 

６ 学生は，各年度について，合計が３２単位を超える単位数の授業科目を履修申告することはでき
ない。ただし，集中講義又はそれに準ずる形態で実施される授業科目及び別表に定める「講究，特
別実験及び演習」の科目区分に属する科目については，この単位数の上限に含めない。 

７ 前項の規定にかかわらず，学生が３２単位を超える授業科目の履修を希望し，かつ，指導教員が
教育上有益であると認めて許可する場合，学生は，所定の手続きにより，３２単位を超える授業科
目を履修することができる。 

８ 指導教員が教育上有益と認めるときは，研究科教授会の審議を経て，他の大学院又は研究所等に
おいて研究指導を受けることができる。ただし，博士前期課程の学生について認める場合には，当
該研究指導を受ける期間は，１年を超えないものとする。 

第５条の２ 削除 
 （学位論文の提出） 
第６条 学生は，指導教員の承認を得て，所定の期日までに生命体工学研究科長（以下「研究科長」

という。）を経て学位論文を学長に提出しなければならない。 
２ 学位論文は，課程の修了に必要な単位を修得した者又は修得見込みの者でなければ提出すること

ができない。 
 （成績の評価及び単位の授与） 
第７条 授業科目の試験の成績は，秀又はＡ，優又はＢ，良又はＣ，可又はＤ及び不可又はＦの評語

を持って表示し，秀又はＡ，優又はＢ，良又はＣ，及び可又はＤを合格としたうえ，所定の単位を
与える。 

２ 授業科目を履修するためには，その授業時間数の３分の２以上出席しなければならない。 
３ 第２条の２第３項に規定する授業科目については，適切な方法により学修の成果を評価して単位

を与えることができる。 
４ 成績を評語で表示する場合は，次の基準によるものとする。 
 （1）秀又はＡ（合格） 90 点～100 点 達成目標を十分に達成し，極めて優秀である。 
 （2）優又はＢ（合格） 80 点～89 点 達成目標を十分に達成している。 
 （3）良又はＣ（合格） 70 点～79 点 達成目標を達成している。 
 （4）可又はＤ（合格） 60 点～69 点 達成目標を最低限度達成している。 
 （5）不可又はＦ（不合格） 0 点～59 点 達成目標を達成していない。 
５ 成績評価に用いられた資料（提出レポート等）は，成績評価の妥当性を必要に応じて検証するた

めの基礎資料として，国立大学法人九州工業大学法人文書管理規程（平成２３年九工大規程第９号）
別表の規定により保存期間５年の文書として取り扱う。 

６ 学生は，成績評価に対して不服がある場合，別に定めるところにより，確認及び異議申立てをす
ることができる。 

７ 既修得単位の取消し及び更新はできない。 
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 （合否による成績の評価及び単位の授与） 
第７条の２ 前条第１項及び第４項の規定にかかわらず，研究科及び教養教育院の教務を所掌する委

員会が必要と認める授業科目の成績については，合否による２段階評価を用いることができる。こ
の場合の成績評価は，合格又はＰ，不合格又はＮＰの評語をもって表示し，合格又はＰを合格とし
たうえ，所定の単位を与える。 

２ 前項の成績評価は，次の基準によるものとする。 
 （1）合格又はＰ（合格） 達成目標を達成している。 
 （2）不合格又はＮＰ（不合格） 達成目標を達成していない。 
３ 履修登録を行った授業科目の内，認定試験や外部試験等の結果により，既に授業科目の達成目標

を達成していると認められる場合は，第２項までの規定を準用することができる。 
 （単位の認定） 
第７条の３ 学則第５４条から第５６条までの規定により，研究科における授業科目の履修により修

得したと認定される授業科目については，認定された授業科目の科目区分及び単位区分により単位
を与える。 

２ 認定された授業科目については，成績評価を行わない。 
３ 単位の認定に用いる評語は，認定又はＲとする。 
 （ＧＰＡによる総合成績の評価） 
第７条の４ 学生の総合的な成績は，ＧＰＡ（Grade Point Average）を用いて評価する。 
２ ＧＰＡは，学生が履修した全ての授業科目について，評価点（Grade Point）をつけ，この評価点

を各々の授業科目の単位数により加重をつけて平均した値である。成績評価を評価点に換算する場
合は，次の基準に従う。 
90 点～100 点 4.0 85 点～89 点 3.5 80 点～84 点 3.0 75 点～79 点 2.5 
70 点～ 74 点 2.0 65 点～69 点 1.5 60 点～64 点 1.0 0 点～59 点 0 

３ 前条の規定により単位認定された授業科目は，ＧＰＡの計算の対象には含めない。 
４ 同じ授業科目を異なる年度にわたって複数回履修した場合，各々の履修年度における授業科目の

評価点がＧＰＡの計算の対象となる。 
５ 第７条の２の規定により単位を付与した授業科目は，ＧＰＡの計算の対象には含めない。 
 （最終試験） 
第８条 最終試験は，学位論文を提出した者に対して行い，学位論文を中心として，これに関連する

事項について口頭又は筆答により行う。 
 （学位論文及び最終試験の評価） 
第９条 学位論文の審査及び最終試験の成績の評価は，合格及び不合格をもって表示するものとする。 
 （再審査及び再試験） 
第１０条 学位論文の審査及び最終試験に不合格になった者は，研究科教授会の審議を経て，研究科

長の承認を得たうえで，再審査及び再試験を受けることができる。 
 （試験における不正行為） 
第１１条 試験において不正行為を行った学生に対しては，当該学期に履修申告している授業科目の

全部又は一部について，その成績を不可とする。学則第８８条に基づく懲戒処分の対象とすること
がある 。 

 （課程の修了） 
第１２条 研究科における各教育課程を修了するには，学則第６９条又は第７０条に規定する修了の

要件を満たさなければならない。所要の単位については，別表２に定めるとおりとする。 
 
   附 則（最終改正） 
１ この細則は，令和８年４月１日から施行する。 
２ この細則施行前に入学した学生については，なお従前の例による。 
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別表 1（第 2 条関係） 

大学院生命体工学研究科博士課程教育課程表 
【博士前期課程】生命体工学専攻 
【Master's Program】Department of Life Science and Systems Engineering 

1．共通科目 Common Subjects 
科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

実践的データサイエンス基礎 
Introduction to Practical Data Science 

池本 周平 
IKEMOTO Shuhei 

必修 
Required course 2 1・2 ○ 

脳型知能・ロボット概論※１ 
Introduction to Brain-Inspired Intelligence, Robotics 
and AI Hardware 

我妻 広明 
WAGATSUMA Hiroaki 

選択必修 
Elective and 

required course 
1 1・2 ○ 

AI ライフデザイン概論※1 
Introduction to AI Life Design 

吉田 香 
YOSHIDA Kaori 

選択必修 
Elective and 

required course 
1 1・2 ○ 

生体医工イノベーション概論※1 
Introduction to Biomedical Engineering Innovation 

中村 仁 
NAKAMURA Jin 

選択必修 
Elective and 

required course 
1 1・2 ○ 

環境共生・エネルギー概論※1 
Introduction to Environmental and Energy Engineering 

村上 直也 
MURAKAMI Naoya 

選択必修 
Elective and 

required course 
1 1・2 ○ 

環境学特論 
Advanced Environmental Studies 

蔡 佩宜 
Tsai Pei-i 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

SDGｓ特論 
Advanced Lectures on the SDGs 

蔡 佩宜 
Tsai Pei-i 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

運動神経生理学特論 
Advanced Motor Neurophysiology 

小幡 博基 
OBATA Hiroki 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

インストラクショナルデザイン特論 
Advanced Course in Instructional Design 

小林 雄志 
KOBAYASHI Yuji 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

アントレプレナーシップ入門 
Introduction to Entrepreneurship 

倉田 博之 
田中 保成 
KURATA Hiroyuki 
TANAKA Yasunari 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

アントレプレナーシップ演習 
Entrepreneurship with Exercises 

倉田 博之 
田中 保成 
KURATA Hiroyuki 
TANAKA Yasunari 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

デザインシンキング入門演習 
Introduction to Design Thinking 

中藤 良久 
NAKATOH Yoshihisa 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

ビジネスプラン演習 
Introduction to Business Planning 

中藤 良久 
山口 泰久 
NAKATOH Yoshihisa 
YAMAGUCHI Yasuhisa 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

新規事業創出論 
Advanced Course for New Technology Development 

中藤 良久 
NAKATOH Yoshihisa 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

ベンチャービジネス創出論 
Advanced Course for Venture Business 

中藤 良久 
NAKATOH Yoshihisa 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

※1：各コースに設定されている概論科目から，自身が選択したコース外の概論科目を 1 科目（1 単位）以上修得すること。 
なお，自身が選択したコースの概論科目も履修は認められるものの，修得した単位は修了要件単位に含まれない。 

Note 1: Students must complete at least one introductory course (1 credit or more) that is designated for a course other than the one they have selected. 

While students are permitted to take introductory courses within their own selected course, the credits earned from those courses will not count toward the 

completion requirements. 
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2．実践科目 Practical Subjects 
科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

英語 C1※2 
English C1 

福永 淳 
FUKUNAGA Sunao 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

英語 R2※2 
English R2 

福永 淳 
FUKUNAGA Sunao 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

英語 R3※2 
English R3 

ホロウェイ グレゴリー キース 
HOLLOWAY Gregory Keith 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

英語 S3※2 
English S3 

ホロウェイ グレゴリー キース 
HOLLOWAY Gregory Keith 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

英語 W4※2 
English W4 

ホロウェイ グレゴリー キース 
HOLLOWAY Gregory Keith 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

英語 S4※2 
English S4 

ホロウェイ グレゴリー キース 
HOLLOWAY Gregory Keith 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

選択英語 1Ｔ※2 
Elective English 1T 

ヒックス ジェームス エドワート 
HICKS James Edward 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

選択英語 2Ｔ※2 
Elective English 2T 

ホロウェイ グレゴリー キース 
HOLLOWAY Gregory Keith 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

選択英語 4Ｔ※2 
Elective English 4T 

ホロウェイ グレゴリー キース 
HOLLOWAY Gregory Keith 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

日本語入門Ⅰ※3 
Introductory Japanese Ⅰ 

石川 朋子 
ISHIKAWA Tomoko 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

日本語入門Ⅱ※3 
Introductory Japanese Ⅱ 

石川 朋子 
ISHIKAWA Tomoko 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

国内インターンシップ１※4 
Domestic Internship1 

常木 澄人 
中村 仁 
TSUNEGI Sumito 
NAKAMURA Jin 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

国内インターンシップ２※4 
Domestic Internship2 

常木 澄人 
中村 仁 
TSUNEGI Sumito 
NAKAMURA Jin 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

大学院海外研修Ⅰ※5・7 
Advanced Overseas Study Ⅰ 

立野 勝巳 
渡邉 晃彦 
TATENO KAtsumi 
WATANABE Akihiko 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

大学院海外研修Ⅱ※5・7 
Advanced Overseas Study Ⅱ 

立野 勝巳 
渡邉 晃彦 
TATENO KAtsumi 
WATANABE Akihiko 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

大学院海外インターンシップ実習Ⅰ※6・7 
Advanced Overseas Internship Ⅰ 

立野 勝巳 
渡邉 晃彦 
TATENO KAtsumi 
WATANABE Akihiko 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

大学院海外インターンシップ実習Ⅱ※6・7 
Advanced Overseas Internship Ⅱ 

立野 勝巳 
渡邉 晃彦 
TATENO KAtsumi 
WATANABE Akihiko 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

大学院国際協働演習 
Advanced International Collaborative Learning 

常木 澄人 
中村 仁 
TSUNEGI Sumito 
NAKAMURA Jin 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

インテグレーション実践演習Ⅰ 
Exercises on Advanced Robotics Integration I 

西田 祐也 
林 英治 
大竹 博 
NISHIDA Yuya 
HAYASHI Eiji  
OHTAKE Hiroshi 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 
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科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

インテグレーション実践演習Ⅱ 
Exercises on Advanced Robotics Integration II 

西田 祐也 
林 英治 
大竹 博 
NISHIDA Yuya 
HAYASHI Eiji  
OHTAKE Hiroshi 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

インテグレーション実践演習Ⅲ 
Exercises on Advanced Robotics Integration III 

西田 祐也 
林 英治 
大竹 博 
NISHIDA Yuya 
HAYASHI Eiji  
OHTAKE Hiroshi 

選択 
Elective course 1 2 ○ 

チームマネジメント実践演習 
Exercises on Team Management 

石井 和男  
林 英治 
ISHII Kazuo  
HAYASHI Eiji 

選択 
Elective course 1 1・2  

国際マインド実践英語 
Global Mind Practical English 

立野 勝巳 
花本 剛士 
パンディ シャム スディル 
和田 親宗 
久米村 百子 
TATENO KAtsumi 
HANAMOTO Tsuyoshi 
PANDEY Shyam sudhir 
WADA Chikamune 
KUMEMURA Momoko 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

※2：英語科目名のアラビア数字は難易度，C（Comprehensive），R（Reading），S（Speaking），W（Writing）は技能の種別を表す。 
選択英語の記号 1T，2T，4T は難易度を表す。 
学部を含め，単位修得済科目より下位レベルの科目は原則として履修できない。 
どの科目から履修するかについては，掲示などで公表するので注意すること。 

※3：日本語入門（Introductory Japanese）Ⅰ及びⅡは，外国人留学生のみを対象とする。 
※4：国内インターンシップ１と国内インターンシップ２を両方修得することはできない。 
※5：大学院海外研修Ⅰと大学院海外研修Ⅱを両方修得することはできない。 
※6：大学院海外インターンシップ実習Ⅰと大学院海外インターンシップ実習Ⅱを両方修得することはできない。 
※7：大学院海外研修Ⅰ，大学院海外研修Ⅱ，大学院海外インターンシップ実習Ⅰ及び大学院海外インターンシップ実習Ⅱは，修了査定までに単

位が与えられた場合のみ単位付与が認められる。 
Note 2: In English course titles, Arabic numerals indicate the level of difficulty, while the letters C (Comprehensive), R (Reading), S (Speaking), and W (Writing) 

represent the type of language skill. 

For Elective English, the codes 1T, 2T, and 4T also indicate difficulty levels. 

As a general rule, students may not enroll in courses that are lower in level than those for which they have already earned credits, including undergraduate-

level courses. 

Please pay attention to official announcements regarding which courses are available for enrollment. 

Note 3: Introductory Japanese I and II are intended exclusively for international students. 

Note 4: Students may not earn credits for both Domestic Internship I and Domestic Internship II. 

Note 5: Students may not earn credits for both Graduate Overseas Training I and Graduate Overseas Training II. 

Note 6: Students may not earn credits for both Graduate Overseas Internship Practicum I and Graduate Overseas Internship Practicum II. 

Note 7: Credits for Graduate Overseas Training I, Graduate Overseas Training II, Graduate Overseas Internship Practicum I, and Graduate Overseas Internship 

Practicum II will only be granted if they are approved before the completion assessment. 
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3．専門科目 Specialized Subjects 
 
専門科目は，自身が選択したコースに設定するコア科目から 4 単位以上修得する必要がある。 
なお，コア科目は単位区分が「選択必修」のものである。 
また，残りの 8 単位は自身が選択したコース外に配置されている科目からも修得することができる。 
Note 8: Students are required to earn at least 4 credits from the core subjects designated for their selected course. 

Please note that core subjects are categorized as "Elective and required course" in the credit classification. 

In addition, the remaining 8 credits may be earned from subjects offered outside the student’s selected course. 

 
脳型知能・ロボットコース Brain-Inspired Intelligence, Robotics and AI Hardware Course 

科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

神経科学基礎 
Fundamentals of Neuroscience 

夏目 季代久 
大坪 義孝 
NATSUME Kiyohisa 
OTSUBO Yoshitaka 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

計算知能ハードウェア概論 
Introduction to Computational Intelligence Hardware 

田中 啓文 
田向 権 
田中 悠一朗 
常木 澄人 
TANAKA Hirofumi 
TAMUKOH Hakaru 
TANAKA Yuichiro 
TSUNEGI Sumito 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

数理モデル基礎 
Introduction to Mathematical Modeling 

立野 勝巳 
我妻 広明 
TATENO KAtsumi 
WAGATSUMA Hiroaki 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

ロボットシステム基礎 
Fundamentals of Robot Systems 

安川 真輔 
YASUKAWA Shinsuke 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

線形代数学 
Linear Algebra 

古川 徹生 
FURUKAWA Tetsuo 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

ロボット運動学 
Robot Kinematics 

石井 和男 
ISHII Kazuo 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

Robot Operating System 演習 
Practicum in Robot Operating System 

田向 権 
田中 悠一朗 
TAMUKOH Hakaru 
TANAKA Yuichiro 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

AI セミナー 
AI Seminar 

田中 悠一朗 
田向 権 
TANAKA Yuichiro 
TAMUKOH Hakaru 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

神経科学演習 
Neuroscience Practicum 

立野 勝巳 
大坪 義孝 
TATENO KAtsumi 
OTSUBO Yoshitaka 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

知能マテリアルシステム 
Intelligent Material Systems 

田中 啓文 
常木 澄人 
TANAKA Hirofumi 
TSUNEGI Sumito 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

人間感覚情報特論 
Neuronal mechanism for human sensory transduction 

古江 秀昌 
FURUE Hidemasa 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

大規模神経回路計算科学 
Large-scale neural network simulation 

五十嵐 潤 
IGARASHI Jun 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

ヒト脳機能の計測 
Signal Measurement of Human Brain Function 

寒 重之 
水原 啓暁 
KAN Shigeyuki 
MIZUHARA Hiroaki 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 
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科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

生物規範工学 
Biomimetics 

松尾 貴之 
MATSUO Takayuki 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

車載用知的情報処理 
Intelligent information processing for automobiles 

立野 勝巳 
夏目 季代久 
我妻 広明 他 
TATENO KAtsumi 
NATSUME Kiyohisa 
WAGATSUMA Hiroaki 

選択 
Elective course 2 1・2  

知能・ロボット工学概論 
Introduction to AI and Robotics 

井上 創造 
田向 権 
堀尾 恵一 
我妻 広明 
池本 周平 
安川 真輔 他 
INOUE Sozo 
TAMUKOH Hakaru 
HORIO Keiichi 
WAGATSUMA Hiroaki 
IKEMOTO Shuhei 
YASUKAWA Shinsuke 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

GAAR ジャーナルクラブ A 
GAAR Journal Club A 

池本 周平 
IKEMOTO Shuhei 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

GAAR ジャーナルクラブ B 
GAAR Journal Club B 

池本 周平 
IKEMOTO Shuhei 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

半導体トピックセミナー 
Seminar on semiconductor topics 

中村 和之 他 
NAKAMURA Kazuyuki 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 
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AI ライフデザインコース AI Life Design Course 
科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

頻度主義機械学習 
Frequentist Machine Learning 

堀尾 恵一 
HORIO Keiichi 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

確率論的機械学習 
Probabilistic Machine Learning 

井上 創造 
INOUE Sozo 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

機能代行システムデザイン 
Design for functional substitution system 

和田 親宗 
WADA Chikamune 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

視覚デザイン 
Visual Design 

吉田 香 
YOSHIDA Kaori 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

AI ライフシステムデザイン 
AI Life System Deisgn 

柴田 智広 
SHIBATA Tomohiro 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

線形代数学 
Linear Algebra 

古川 徹生 
FURUKAWA Tetsuo 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

脳型学習理論 
Brain-Inspired Learning Theory 

柴田 智広 
SHIBATA Tomohiro 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

AAR セミナー 
AAR Seminar 

柴田 智広 他 
SHIBATA Tomohiro 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

画像センシング・知識情報処理工学 
Vision Sensing and Systems Intelligence Engineering 

諏訪 正樹 
中嶋 宏 
SUWA Masaki 
NAKAJIMA Hiroshi 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

脳型人工知能 
Brain Inspired Artificial Intelligence 

堀川 友慈 
鈴木 雅大 
山森 聡 
HORIKAWA Tomoyasu 
SUZUKI Masayuki 
YAMAMORI Satoshi 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

AI セミナー 
AI Seminar 

田中 悠一朗 
田向 権 
TANAKA Yuichiro 
TAMUKOH Hakaru 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

車載用知的情報処理 
Intelligent information processing for automobiles 

立野 勝巳 
夏目 季代久 
我妻 広明 他 
TATENO KAtsumi 
NATSUME Kiyohisa 
WAGATSUMA Hiroaki 

選択 
Elective course 2 1・2  

知能・ロボット工学概論 
Introduction to AI and Robotics 

井上 創造 
田向 権 
堀尾 恵一 
我妻 広明 
池本 周平 
安川 真輔 他 
INOUE Sozo 
TAMUKOH Hakaru 
HORIO Keiichi 
WAGATSUMA Hiroaki 
IKEMOTO Shuhei 
YASUKAWA Shinsuke 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

GAAR ジャーナルクラブ A 
GAAR Journal Club A 

池本 周平 
IKEMOTO Shuhei 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

GAAR ジャーナルクラブ B 
GAAR Journal Club B 

池本 周平 
IKEMOTO Shuhei 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

半導体トピックセミナー 
Seminar on semiconductor topics 

中村 和之 他 
NAKAMURA Kazuyuki 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 
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生体医工イノベーションコース Biomedical Engineering Innovation Course 
科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

生体機能材料 
Functional Biomaterials 

宮﨑 敏樹 
MIYAZAKI Toshiki 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

材料機器分析学 
Instrumental Analysis of Materials 

中村 仁 
NAKAMURA Jin 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

バイオマイクロデバイス 
Bio-microdevices 

安田 隆 
YASUDA Takashi 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

生体流体力学 
Biofluid Dynamics 

玉川 雅章 
TAMAGAWA Masaaki 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

生体機械力学 
Biomechanical dynamics 

髙嶋 一登 
TAKASHIMA Kazuto 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

生体材料力学 
Solid Biomechanics 

山田 宏 
YAMADA Hiroshi 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

マイクロ分析システム 
Micro total analysis systems 

久米村 百子 
KUMEMURA Momoko 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

メカトロニクス材料 
Mechatronics Materials 

佐々木 巌 
SASAKI Iwao 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

メカトロニクス制御 
Control Engineering for Mechatronics 

本田 英己 
HONDA Hideki 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

DAMD セミナー 
DAMD Seminar 

玉川 雅章 
和田 親宗 
久米村 百子 
中村 仁 他 
TAMAGAWA Masaaki 
KUMEMURA Momoko 
WADA Chikamune 
NAKAMURA Jin 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

DAMD 共創ストーミング 
Collaborative Brainstorming on DAMD 

中村 仁 
NAKAMURA Jin 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

半導体トピックセミナー 
Seminar on semiconductor topics 

中村 和之 他 
NAKAMURA Kazuyuki 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 
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環境共生・エネルギーコース Environmental and Energy Engineering Course 
科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

先端電気化学工学 
Advanced Electrochemical Technology 

パンディ シャム スディル 
PANDEY Shyam sudhir 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

半導体材料とデバイス 
Semiconductor Materials and Devices 

渡邉 晃彦 
WATANABE Akihiko 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

大気と水の資源化と化学循環 
Earth atmosphere resource utilization - Clean Cycle 
Chemistry 

春山 哲也 
髙辻 義行 
HARUYAMA Tetsuya 
TAKATSUJI Yoshiyuki 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

微生物機能と化学循環 
Clean Cycle Chemistry based on Microbial Functions 

前田 憲成 
MAEDA Toshinari 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

光機能材料と化学循環 
Clean Cycle Chemistry based on Photo-functional 
Materials 

村上 直也 
MURAKAMI Naoya 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

パワーエレクトロニクス応用 
Applied power electronics 

藤井 勇介 
FUJII Yusuke 

選択必修 
Elective and 

required course 
2 1・2 ○ 

パワー半導体デバイス 
Semiconductor Power Devices 

河野 洋志 
KONO Hiroshi 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

ナノ材料とエネルギー変換 
Nano materials and energy conversion 

馬 廷麗 
MA Tingli 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

生体分子の機能と構造 
Functions and Structures of Biomolecules 

池野 慎也 
加藤 珠樹 
IKENO Shinya 
KATO Tamaki 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

環境共生材料化学 
Environmental Benign Material Chemistry 

安藤 義人 
ANDO Yoshito 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

循環可能化学コラボレーションストーミング 
Collaborative Brainstorming on Clean Cycle Chemistry 

春山 哲也 
前田 憲成 
村上 直也 
髙辻 義行 
村上 恵美子 
HARUYAMA Tetsuya 
MAEDA Toshinari 
MURAKAMI Naoya 
TAKATSUJI Yoshiyuki 
MURAKAMI Emiko 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

化学・バイオコンピューティング演習 
Practicum in Chemical and Biocomputing 

パンディ シャム スディル 
池野 慎也 
加藤 珠樹 
PANDEY Shyam sudhir 
IKENO Shinya 
KATO Tamaki 

選択 
Elective course 1 1・2 ○ 

GE4 セミナー 
GE4 Seminar 

渡邉 晃彦 
WATANABE Akihiko 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

有機エレクトロニクス材料とデバイス 
Organic Electronic Materials and Devices 

パンディ シャム スディル 
PANDEY Shyam sudhir 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 

半導体トピックセミナー 
Seminar on semiconductor topics 

中村 和之 他 
NAKAMURA Kazuyuki 

選択 
Elective course 2 1・2 ○ 
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4．演習 Exercises 
科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

インタラクティブセミナー 
Interactive Seminar 各指導教員 必修 

Required course 2 1・2 ○ 

生命体工学講究 
Biological Functions and Engineering Research 各指導教員 必修 

Required course 2 1・2 ○ 

生命体工学特別実験 
Biological Functions and Engineering Special Laboratory 各指導教員 必修 

Required course 6 1・2 ○ 
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別表 1（第 2 条関係） 

大学院生命体工学研究科博士課程教育課程表 
【博士後期課程】生命体工学専攻 
【Doctoral Program】Department of Life Science and Systems Engineering 

1．実践科目 Practical Subjects 
科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

学外研究１（国内） 
Domestic Extra-Mural Studies 1 学務専門部会長 選択 

Elective course 1 1・2・3 ○ 

学外研究２（国内）※1 
Domestic Extra-Mural Studies 2 学務専門部会長 選択 

Elective course 1 1・2・3 ○ 

学外研究１（国外） 
International Extra-Mural Studies 1 学務専門部会長 選択 

Elective course 1 1・2・3 ○ 

学外研究２（国外）※2 
International Extra-Mural Studies 2 学務専門部会長 選択 

Elective course 1 1・2・3 ○ 

リサーチ・ワークショップ１ 
Research Workshop 1 学務専門部会長 選択 

Elective course 2 1・2・3 ○ 

リサーチ・ワークショップ２ 
Research Workshop 2 学務専門部会長 選択 

Elective course 2 1・2・3 ○ 

英語テクニカルライティング 
English Technical Writing 

ホロウェイ グレゴリー キース 
HOLLOWAY Gregory Keith 

選択 
Elective course 1 1・2・3 ○ 

日本語入門Ⅰ※3 
Introductory Japanese Ⅰ 

石川 朋子 
ISHIKAWA Tomoko 

選択 
Elective course 1 1・2・3 ○ 

日本語入門Ⅱ※3 
Introductory Japanese Ⅱ 

石川 朋子 
ISHIKAWA Tomoko 

選択 
Elective course 1 1・2・3 ○ 

インテグレーション実践演習Ⅰ 
Exercises on Advanced Robotics Integration I 

西田 祐也 
林 英治 
大竹 博 
NISHIDA Yuya 
HAYASHI Eiji  
OHTAKE Hiroshi 

選択 
Elective course 1 1・2・3 ○ 

インテグレーション実践演習Ⅱ 
Exercises on Advanced Robotics Integration II 

西田 祐也 
林 英治 
大竹 博 
NISHIDA Yuya 
HAYASHI Eiji  
OHTAKE Hiroshi 

選択 
Elective course 1 1・2・3 ○ 

インテグレーション実践演習Ⅲ 
Exercises on Advanced Robotics Integration III 

西田 祐也 
林 英治 
大竹 博 
NISHIDA Yuya 
HAYASHI Eiji  
OHTAKE Hiroshi 

選択 
Elective course 1 1・2・3 ○ 

チームマネジメント実践演習 
Exercises on Team Management 

石井 和男  
林 英治 
ISHII Kazuo  
HAYASHI Eiji 

選択 
Elective course 1 1・2・3  

※1：学外研究１（国内） を未履修の者は，本科目のみを履修することはできない。 
※2： 学外研究１（国外） を未履修の者は，本科目のみを履修することはできない。 
※3：日本語入門（Introductory Japanese）Ⅰ及びⅡは，外国人留学生のみを対象とする。 
Note 1: Students who have not completed Off-Campus Research I (Domestic) are not permitted to enroll in this course alone. 

Note 2: Students who have not completed Off-Campus Research I (International) are not permitted to enroll in this course alone. 

Note 3: Introductory Japanese I and II are intended exclusively for international students. 
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2．専門科目 Specialized Subjects 
科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

神経科学基礎 
Fundamentals of Neuroscience 

夏目 季代久 
大坪 義孝 
NATSUME Kiyohisa 
OTSUBO Yoshitaka 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

計算知能ハードウェア概論 
Introduction to Computational Intelligence Hardware 

田中 啓文 
田向 権 
田中 悠一朗 
常木 澄人 
TANAKA Hirofumi 
TAMUKOH Hakaru 
TANAKA Yuichiro 
TSUNEGI Sumito 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

数理モデル基礎 
Introduction to Mathematical Modeling 

立野 勝巳 
我妻 広明 
TATENO KAtsumi 
WAGATSUMA Hiroaki 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

ロボットシステム基礎 
Fundamentals of Robot Systems 

安川 真輔 
YASUKAWA Shinsuke 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

線形代数学 
Linear Algebra 

古川 徹生 
FURUKAWA Tetsuo 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

ロボット運動学 
Robot Kinematics 

石井 和男 
ISHII Kazuo 

選択 
Elective course 

1 1・2・3 ○ 

Robot Operating System 演習 
Practicum in Robot Operating System 

田向 権 
田中 悠一朗 
TAMUKOH Hakaru 
TANAKA Yuichiro 

選択 
Elective course 

1 1・2・3 ○ 

AI セミナー 
AI Seminar 

田中 悠一朗 
田向 権 
TANAKA Yuichiro 
TAMUKOH Hakaru 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

神経科学演習 
Neuroscience Practicum 

立野 勝巳 
大坪 義孝 
TATENO KAtsumi 
OTSUBO Yoshitaka 

選択 
Elective course 

1 1・2・3 ○ 

知能マテリアルシステム 
Intelligent Material Systems 

田中 啓文 
常木 澄人 
TANAKA Hirofumi 
TSUNEGI Sumito 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

人間感覚情報特論 
Neuronal mechanism for human sensory transduction 

古江 秀昌 
FURUE Hidemasa 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

大規模神経回路計算科学 
Large-scale neural network simulation 

五十嵐 潤 
IGARASHI Jun 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

ヒト脳機能の計測 
Signal Measurement of Human Brain Function 

寒 重之 
水原 啓暁 
KAN Shigeyuki 
MIZUHARA Hiroaki 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

生物規範工学 
Biomimetics 

松尾 貴之 
MATSUO Takayuki 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

車載用知的情報処理 
Intelligent information processing for automobiles 

立野 勝巳 
夏目 季代久 
我妻 広明 他 
TATENO KAtsumi 
NATSUME Kiyohisa 
WAGATSUMA Hiroaki 

選択 
Elective course 

2 1・2・3  
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科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

知能・ロボット工学概論 
Introduction to AI and Robotics 

井上 創造 
田向 権 
堀尾 恵一 
我妻 広明 
池本 周平 
安川 真輔 他 
INOUE Sozo 
TAMUKOH Hakaru 
HORIO Keiichi 
WAGATSUMA Hiroaki 
IKEMOTO Shuhei 
YASUKAWA Shinsuke 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

GAAR ジャーナルクラブ A 
GAAR Journal Club A 

池本 周平 
IKEMOTO Shuhei 

選択 
Elective course 

1 1・2 ○ 

GAAR ジャーナルクラブ B 
GAAR Journal Club B 

池本 周平 
IKEMOTO Shuhei 

選択 
Elective course 

1 1・2 ○ 

頻度主義機械学習 
Frequentist Machine Learning 

堀尾 恵一 
HORIO Keiichi 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

確率論的機械学習 
Probabilistic Machine Learning 

井上 創造 
INOUE Sozo 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

機能代行システムデザイン 
Design for functional substitution system 

和田 親宗 
WADA Chikamune 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

視覚デザイン 
Visual Design 

吉田 香 
YOSHIDA Kaori 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

AI ライフシステムデザイン 
AI Life System Deisgn 

柴田 智広 
SHIBATA Tomohiro 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

脳型学習理論 
Brain-Inspired Learning Theory 

柴田 智広 
SHIBATA Tomohiro 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

AAR セミナー 
AAR Seminar 

柴田 智広 他 
SHIBATA Tomohiro 

選択 
Elective course 

1 1・2・3 ○ 

画像センシング・知識情報処理工学 
Vision Sensing and Systems Intelligence Engineering 

諏訪 正樹 
中嶋 宏 
SUWA Masaki 
NAKAJIMA Hiroshi 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

脳型人工知能 
Brain Inspired Artificial Intelligence 

堀川 友慈 
鈴木 雅大 
山森 聡 
HORIKAWA Tomoyasu 
SUZUKI Masayuki 
YAMAMORI Satoshi 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

生体機能材料 
Functional Biomaterials 

宮﨑 敏樹 
MIYAZAKI Toshiki 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

材料機器分析学 
Instrumental Analysis of Materials 

中村 仁 
NAKAMURA Jin 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

バイオマイクロデバイス 
Bio-microdevices 

安田 隆 
YASUDA Takashi 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

生体流体力学 
Biofluid Dynamics 

玉川 雅章 
TAMAGAWA Masaaki 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

生体機械力学 
Biomechanical dynamics 

髙嶋 一登 
TAKASHIMA Kazuto 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

生体材料力学 
Solid Biomechanics 

山田 宏 
YAMADA Hiroshi 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

マイクロ分析システム 
Micro total analysis systems 

久米村 百子 
KUMEMURA Momoko 

選択 
Elective course 

2 1・2 ○ 
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科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

メカトロニクス材料 
Mechatronics Materials 

佐々木 巌 
SASAKI Iwao 

選択 
Elective course 

2 1・2 ○ 

メカトロニクス制御 
Control Engineering for Mechatronics 

本田 英己 
HONDA Hideki 

選択 
Elective course 

2 1・2 ○ 

DAMD セミナー 
DAMD Seminar 

玉川 雅章 
和田 親宗 
久米村 百子 
中村 仁 他 
TAMAGAWA Masaaki 
KUMEMURA Momoko 
WADA Chikamune 
NAKAMURA Jin 

選択 
Elective course 

1 1・2・3 ○ 

DAMD 共創ストーミング 
Collaborative Brainstorming on DAMD 

中村 仁 
NAKAMURA Jin 

選択 
Elective course 

1 1・2・3 ○ 

先端電気化学工学 
Advanced Electrochemical Technology 

パンディ シャム スディル 
PANDEY Shyam sudhir 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

半導体材料とデバイス 
Semiconductor Materials and Devices 

渡邉 晃彦 
WATANABE Akihiko 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

大気と水の資源化と化学循環 
Earth atmosphere resource utilization - Clean Cycle Chemistry 

春山 哲也 
髙辻 義行 
HARUYAMA Tetsuya 
TAKATSUJI Yoshiyuki 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

微生物機能と化学循環 
Clean Cycle Chemistry based on Microbial Functions 

前田 憲成 
MAEDA Toshinari 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

光機能材料と化学循環 
Clean Cycle Chemistry based on Photo-functional Materials 

村上 直也 
MURAKAMI Naoya 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

パワーエレクトロニクス応用 
Applied power electronics 

藤井 勇介 
FUJII Yusuke 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

パワー半導体デバイス 
Semiconductor Power Devices 

河野 洋志 
KONO Hiroshi 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

ナノ材料とエネルギー変換 
Nano materials and energy conversion 

馬 廷麗 
MA Tingli 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

生体分子の機能と構造 
Functions and Structures of Biomolecules 

池野 慎也 
加藤 珠樹 
IKENO Shinya 
KATO Tamaki 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

環境共生材料化学 
Environmental Benign Material Chemistry 

安藤 義人 
ANDO Yoshito 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

循環可能化学コラボレーションストーミング 
Collaborative Brainstorming on Clean Cycle Chemistry 

春山 哲也 
前田 憲成 
村上 直也 
髙辻 義行 
村上 恵美子 
HARUYAMA Tetsuya 
MAEDA Toshinari 
MURAKAMI Naoya 
TAKATSUJI Yoshiyuki 
MURAKAMI Emiko 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

化学・バイオコンピューティング演習 
Practicum in Chemical and Biocomputing 

パンディ シャム スディル 
池野 慎也 
加藤 珠樹 
PANDEY Shyam sudhir 
IKENO Shinya 
KATO Tamaki 

選択 
Elective course 

1 1・2・3 ○ 
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科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

GE4 セミナー 
GE4 Seminar 

渡邉 晃彦 
WATANABE Akihiko 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

有機エレクトロニクス材料とデバイス 
Organic Electronic Materials and Devices 

パンディ シャム スディル 
PANDEY Shyam sudhir 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

半導体トピックセミナー 
Seminar on semiconductor topics 

中村 和之 他 
NAKAMURA Kazuyuki 

選択 
Elective course 

2 1・2・3 ○ 

 
 
3．演習 Exercises 

科目名 
Subject 

担当職員 
Lecturer 

単位区分 
Credit Category 

単位 
Credit 

開講年次 
Grade 

Available 
in English 

生命体工学特別演習 
Biological Functions and Engineering Special Research 各指導教員 必修 

Required course 6 1～3 ○ 
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大学院生命体工学研究科博士課程履修基準表 
【博士前期課程】生命体工学専攻 
【Master's Program】Department of Life Science and Systems Engineering 

授業科目 Course Subjects 履修基準 Course Requirements 

共通科目 
Common 
Subjects 

実践的データサイエンス基礎 
Introduction to Practical Data Science 

２単位 
2 credits 

上記以外の共通科目 
Other than the above common subjects 

３単位以上（注１） 
3 or more credits (Note 1) 

実践科目 Practical Subjects ３単位以上 
3 or more credits 

専門科目 Specialized Subjects １２単位以上（注２） 
12 or more credits (Note 2) 

演習 
Exercises 

インタラクティブセミナー 
 Interactive Seminar 

２単位 
2 credits 

生命体工学講究 
Biological Functions and Engineering 

Research 
２単位 

2 credits 

生命体工学特別実験 
Biological Functions and Engineering Special 

Laboratory 
６単位 

6 credits 

修了要件単位 Credits Required for Graduation ３０単位以上 
30 or more credits 

注１ 共通科目に設定する各コースの概論科目（脳型知能・ロボット概論，AI ライフデザイン概論，生体医工イノベーション
概論，環境共生・エネルギー概論）から，自身が選択したコース外の概論科目を 1 科目（1 単位）以上修得する必要があ
る。 
なお，自身が選択したコースの概論科目も履修は認められるものの，修得した単位は修了要件単位に含まれない。 

注２ 専門科目は，自身が選択したコースに設定するコア科目から４単位以上修得する必要がある。 
Note 1: Students must complete at least one introductory course (1 credit) from the introductory courses offered in courses other than their 
own selected course. 
Note that while students may take the introductory course from their own selected course, credits earned for it will not count toward the 
graduation requirement credits. 
Note 2: For specialized subjects, students must earn at least 4 credits from the core subjects designated for their chosen course. 

 

 

【博士後期課程】生命体工学専攻 
【Doctoral Program】Department of Life Science and Systems Engineering 

授業科目 Course Subjects 履修基準 Course Requirements 

実践科目 及び 専門科目 
Practical Subjects and Specialized Subjects 

６単位以上 
6 or more credits 

生命体工学特別演習 
Biological Functions and Engineering Special Research 

６単位 
6 credits 

修了要件単位 
Credits Required for Graduation 

１２単位以上 
12 or more credits 
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（6）九州工業大学大学院生命体工学研究科における研究指導体制に関する 
申合せ 

 
令 和  ３ 年  ２ 月 ２ ６ 日 
生命体工学研究科教授会決定 

 
改正 令和 ８年 ２月２６日 

 
九州工業大学大学院生命体工学研究科における研究指導体制に関する申合せ 

 
 （趣旨） 
第１条 この申合せは，大学院生命体工学研究科（以下「研究科」という。）博士前期課程及び博士

後期課程における学生の研究指導体制について，必要な事項を定めるものとする。 
（指導教員グループ） 
第２条 指導教員グループは，主指導教員及び副指導教員で構成し，学生が専門分野の高度な知識，

研究能力等に関する基礎的素養を涵養するよう研究指導を行い，授業科目の履修に関する指導も併
せて行う。 

 （主指導教員） 
第３条 主指導教員は，指導教員グループにおいて主導的な役割を果たす。 
２ 主指導教員は，学生の属する課程において研究指導教員の資格を有するとともに，主として研究

科の教育を担当する教育職員でなければならない。 
 （副指導教員） 
第４条 副指導教員は，指導教員グループにおいて主指導教員を補佐する。 
２ 副指導教員は，学生の属する課程において，研究指導教員又は研究指導補助教員の資格を有しな

ければならない。 
３ 副指導教員のうち２名以上は，主として研究科の教育を担当する教育職員でなければならない。 
４ 前項で規定する者のうち少なくとも１名は，研究指導教員の資格を有しなければならない。 
５ 研究指導補助教員の資格のみを有する教育職員は，研究指導の補助に限り行うことができる。 
 （生命体工学研究科外に所属する教育職員による研究指導） 
第５条 センター等に所属する教育職員のうち，研究科の研究指導教員の資格又は研究指導補助教員

の資格を有する者は，主として研究科の教育を担当する教育職員として取り扱い，また，大学院工
学府又は大学院情報工学府（以下「他学府」という。）の研究指導教員の資格又は研究指導補助教
員の資格を有する者は，主として他学府の教育を担当する教育職員として取り扱う。 

２ 前条第２項の規定にかかわらず，主として他学府の教育を担当する教育職員による研究指導が必
要な場合，学生の属する課程の研究指導教員の資格を有する者であれば，副指導教員に加えること
ができ，また，博士後期課程の研究指導補助教員の資格を有する者であれば，当該課程において副
指導教員に加えることができる。ただし，研究科外の副指導教員は，指導教員グループの半数を超
えてはならない。 

 （主指導教員の変更） 
第６条 主指導教員を変更する場合，当該学生が所属する専攻の副専攻長（教育・学生担当）は，速

やかに生命体工学研究科長にその旨届け出なければならない。 
 
   附 則（最終改正分） 
  この申合せは，令和３年４月１日から施行する。 
   附 則（最終改正分） 
１ この申合せは，令和８年４月１日から施行する。 
２ この申合せ施行前に入学した学生については，なお従前の例による。  
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（7）九州工業大学大学院生命体工学研究科「先進的支援ロボット工学の 
国際展開を担う人材育成プログラム」実施要項 

 
令 和  元 年 １ ２ 月 ２ ９ 日 
大学院生命体工学研究科教授会制定  

 
改 正  令和 ３年 １月２８日 

令和 ４年 １月２７日 
令和 ５年 ２月２４日 
令和 ７年 ２月２７日 
令和 ８年 ２月２６日 

 
九州工業大学大学院生命体工学研究科「先進的支援ロボット工学の国際展開を 
担う人材育成プログラム」実施要項 

 
 （趣旨） 
第１条 この要項は，九州工業大学学則（平成１９年九工大学則第１号），及び九州工業大学大学院

生命体工学研究科学修細則（平成１３年九工大生命体工学研究科細則第１号）（以下「学則等」と
いう。）の規定に基づき，九州工業大学大学院生命体工学研究科が実施する「先進的支援ロボット
工学の国際展開を担う人材育成プログラム（英語名：Global Advanced Assistive Robotics 
(GAAR)Program）」（以下「GAAR プログラム」という。）の授業科目，単位数，履修方法及び
修了，管理運営等について，必要な事項を定めるものとする。  

 （授業科目及び単位数） 
第２条 GAAR プログラムに含まれる授業科目は，別表第１のとおりとする。 
２ 前項で定める科目の単位数，成績の評価及び単位の授与は，学則等によるものとする。 
 （履修基準） 
第３条 GAAR プログラムを修了するためには，学生は，別表第２に定める基準に従って，所定の単

位を修得しなければならない。 
 （履修計画及び履修方法） 
第４条 学生は，当該年度において履修しようとする授業科目については，指導教員及び GAAR プロ

グラム担当教員の承認を得て，別記様式第１号の履修希望届を生命体工学研究科の履修申告期間内
に，事務課担当係へ提出しなければならない。 

２ 学生は，入学後に新たに開講された授業科目を履修することができるものとし，開講年度におけ
る GAAR プログラム科目区分に従い，GAAR コース修了に必要な単位として取り扱うことができ
るものとする。 

 （実行委員会） 
第５条 GAAR プログラムの実施にあたり，その管理運営等を円滑に行うため，GAAR プログラム実

行委員会（以下「実行委員会」という。）を置き，次の業務を行う。 
 （1）授業科目及び単位数の設定に関すること。 
 （2）履修基準の策定に関すること。 
 （3）GAAR プログラムを履修する学生に関すること。 
 （4）その他，GAAR プログラムの管理運営に関すること。 
２ 実行委員会は，次に掲げる委員で構成する。 
 （1）生命体工学研究科の専任の教授，准教授及び講師の中から３名 
 （2）事務課担当係長 
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３ 前項第１号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 
４ 委員会に委員長を置き，第２項第１号の委員の中から，委員の互選により選出する。 
 （修了審査会） 
第６条 GAAR プログラム修了の認定を行うため，GAAR プログラム修了審査会（以下「修了審査

会」という。）を置く。 
２ 前項の修了審査会は，次に掲げる委員で構成する。 
 （1）生命体工学研究科長が指名する者 
 （2）生命体工学研究科の専任の教授，准教授及び講師の中から２名 
 （プログラム修了の認定） 
第７条 生命体工学研究科長は，第３条に定める履修基準に従って所定の単位を修得し，博士前期課

程又は博士後期課程を修了する予定の学生について，別記様式第２号により修了審査会に通知する
ものとする。 

２ 修了審査会は，前項の通知を受けた学生について，修了審査会の審議を経て，博士前期課程を修
了する予定の学生には博士前期課程 GAAR プログラム修了を，博士後期課程を修了する予定の学
生には博士後期課程 GAAR プログラム修了を認定する。 

３ 修了審査会は，前項の GAAR プログラム修了の認定を，生命体工学研究科長に通知するものとす
る。 

４ 前項の通知を受けた生命体工学研究科長は，別記様式第３号の修了証書を当該学生に授与する。 
 （学府等の学修との関係） 
第８条 GAAR プログラムの履修及び修了の認定は，課程の修了及び学位の授与に関係しない。 
 （雑則） 
第９条 この要項に定めるほか，必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
  この要項は，令和２年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，令和３年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，令和４年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この要項は，令和５年４月 1 日から施行する。 
２ この要項の施行日前に入学した学生については，なお従前の例による。 
   附 則 
１ この要項は，令和７年４月１日から施行する。 
２ この要項の施行日前に入学した学生については，なお従前の例による。 
   附 則 
１ この要項は，令和８年４月１日から施行する。 
２ この要項の施行日前に入学した学生については，なお従前の例による。 
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別表第１（第２条関係） 

授業科目名 
GAAR 

プログラム 
科目区分 

単位数 
生命体工学 

研究科 
科目区分 

備考 

GAAR ジャーナルクラブ A  
(GAAR Journal Club A) 必修 １ 専門科目  

GAAR ジャーナルクラブ B  
(GAAR Journal Club B) 必修 １ 専門科目  

AAR セミナー 
（AAR Seminar） 必修 １ 専門科目  

Robot Operating System 演習 
（ Practicum in Robot Operating 
System） 

選択 １ 専門科目  

AI ライフシステムデザイン 
（AI Life System Design） 選択 ２ 専門科目  

 
 
別表第２（第３条関係） 

GAAR プログラム科目群 履修基準（博士前期課程） 履修基準（博士後期課程） 

必修 専門科目 ３単位 専門科目 ３単位 

選択 専門科目 １単位以上 専門科目 １単位以上 

修了要件単位 ４単位 ４単位 
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別記様式第１号（第４条関係） 
 
 
 

別記様式第２号（第７条関係） 
 
 
 

別記様式第３号（第７条関係） 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                        
(YYYY/MM/DD)           

To Graduate School of LSSE, Kyushu Institute of Technology  
 

Applicant： 

Department of                                                       

Student ID                                   

Name                                
 
 

Graduate School of LSSE 
Global Advanced Assistive Robotics Program 

Application and Course Plan 
 

I would like to apply for the Global Advanced Assistive Robotics (GAAR) Program.  
I understand the course selection should be made after consulting with my supervisor. 

 

 
*To determine the course plan, please make sure to consult with your supervisor and the GAAR 
program instructor and obtain the approval. 

 

Course Name Day (Period), Duration Instructor's Name 
GAAR ジャーナルクラブ A  

(GAAR Journal Club A)  
  

GAAR ジャーナルクラブ B  

(GAAR Journal Club B)  
  

AAR セミナー 

（AAR Seminar） 
  

   

 
  

 

 

  年  月  日 

 

先進的支援ロボット工学の国際展開を担う人材育成プログラム（GAAR プログラム） 

プログラム修了審査会 殿 

 

生命体工学研究科長 

 

 

「先進的支援ロボット工学の国際展開を担う人材育成プログラム（GAARプログラム）」 

科目取得通知書 

 

 

生命体工学研究科        専攻の（学生番号）      （氏名）            

は，下記の科目を取得していることに相違ありません。 

また，研究科の博士前期／後期課程を       年    月に修了予定であることを通知

いたします。 

 

 

授業科目名 成績 取得年月 

GAARジャーナルクラブ A  

(GAAR Journal Club A)  
  

GAARジャーナルクラブ B  

(GAAR Journal Club B)  
  

AAR セミナー 

（AAR Seminar） 
  

   

 
  

 

No. 

Certificate of Completion 

Name 
Date of Birth 

 

This is to certify that you have successfully 
completed the Global Advanced Assistive 
Robotics Program of Graduate School of Life 
Science and Systems Engineering, Kyushu 
Institute of Technology. 

 
 

Dean of Graduate School of 
Life Science and Systems Engineering, 
Kyushu Institute of Technology 
 
 

                                                                                                                                     

(Date)                                                  (Signature) 
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（８）九州工業大学大学院生命体工学研究科「グリーンエネルギー・環境・ 
グリーンエコノミーによるグローバル・イノベーションリーダー育成 
プログラム」実施要項 

 
令 和  ８ 年  ２ 月 ２ ６ 日 
大学院生命体工学研究科教授会 制定 

 
九州工業大学大学院生命体工学研究科「グリーンエネルギー・環境・グリーン 
エコノミーによるグローバル・イノベーションリーダー育成プログラム」実施要項 

 
 （趣旨） 
第１条 この要項は，九州工業大学学則（平成１９年九工大学則第１号），及び各学府又は研究科（以

下「学府等」という。）が定める学修細則（以下「学則等」という。）の規定に基づき，九州工業
大学大学院生命体工学研究科が実施する「グリーンエネルギー・環境・グリーンエコノミーによる
グローバル・イノベーションリーダー育成プログラム（英語名：Global Education in Green Energy, 
Green Environment, and Green Economy for Global Innovation Leaders (GE4) Program）」（以下
「GE4 (読み：GE クワッド)プログラム」という。）の授業科目，単位数，履修方法及び修了，管理
運営等について，必要な事項を定めるものとする。 

 （授業科目及び単位数） 
第２条 GE4 プログラムに含まれる授業科目は，別表第１のとおりとする。 
２ 前項で定める科目の単位数，成績の評価及び単位の授与は，学則等によるものとする。 
 （履修基準） 
第３条 GE4 プログラムを修了するためには，学生は，別表第２に定める基準に従って，所定の単位

を修得しなければならない。 
 （履修計画及び履修方法） 
第４条 学生は，当該年度において履修しようとする授業科目については，指導教員及び GE4 プログ

ラム担当教員の承認を得て，別記様式第１号の履修希望届を生命体工学研究科の履修申告期間内に，
事務課担当係へ提出しなければならない。 

２ 学生は，入学後に新たに開講された授業科目を履修することができるものとし，開講年度におけ
る GE4 プログラム科目区分に従い，GE4 プログラム修了に必要な単位として取り扱うことができ
るものとする。 

 （実行委員会） 
第５条 GE4 プログラムの実施にあたり，その管理運営等を円滑に行うため，GE4 プログラム実行委

員会（以下「実行委員会」という。）を置き，次の業務を行う。 
 （1）業科目及び単位数の設定に関すること。 
 （2）履修基準の策定に関すること。 
 （3）GE4 プログラムを履修する学生に関すること。 
 （4）その他，GE4 プログラムの管理運営に関すること。 
２ 実行委員会は，次に掲げる委員で構成する。 
 （1）生命体工学研究科の専任の教授，准教授及び講師の中から３名 
 （2）事務課担当係長 
３ 前項第１号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 
４ 委員会に委員長を置き，第２項第１号の委員の中から，委員の互選により選出する。 
 （修了審査会） 



－68－ 

第６条 GE4 プログラム修了の認定を行うため、GE4 プログラム修了審査会（以下「修了審査会」と
いう。）を置く。 

２ 前項の修了審査会は，次に掲げる委員で構成する。 
 （1）生命体工学研究科長が指名する者 
 （2）生命体工学研究科の専任の教授，准教授及び講師の中から２名 
 （プログラム修了の認定） 
第７条 生命体工学研究科長は，第３条に定める履修基準に従って所定の単位を修得し，博士前期課

程又は博士後期課程を修了する予定の学生について，別記様式第２号により修了審査会に通知する
ものとする。 

２ 修了審査会は，前項の通知を受けた学生について，修了審査会の審議を経て，博士前期課程を修
了する予定の学生には博士前期課程 GE4 プログラム修了を，博士後期課程を修了する予定の学生に
は博士後期課程 GE4 プログラム修了を認定する。 

３ 修了審査会は，前項の GE4 プログラム修了の認定を，生命体工学研究科長に通知するものとす
る。 

４ 前項の通知を受けた生命体工学研究科長は，別記様式第３号の修了証書を当該学生に授与する。 
 （学府等の学修との関係） 
第８条 GE4 プログラムの履修及び修了の認定は，課程の修了及び学位の授与に関係しない。 
 （雑則） 
第９条 この要項に定めるほか，必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
１ この要項は，令和８年４月１日から施行する。 
２ 九州工業大学 大学 院生命体工学研究 科「Global Education of Green Energy and Green  

Environment (GE3) Course」実施要項（令和５年１月２６日大学院生命体工学研究科教授会制定）
は，廃止する。 

３ この要項の施行の際、現に Global Green Energy and Electronics (G2E2) Course 又は Global 
Education of Green Energy and Green Environment (GE3) Course を履修している学生については，
この要項による GE4 プログラムの履修学生とみなす。 
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別表第１（第２条関係） 

授業科目名 
GE4 プログラム 

科目区分 
（博士前期課程） 

GE4 プログラム 
科目区分 

（博士後期課程） 
単位数 

生命体工学 
研究科 

科目区分 
備考 

GE4 セミナー 
(GE4 Seminar) 必修 選択必修 ２ 専門科目 GE3 セミナ

ーから変更 

学外研究１（国外） 
(International Extra-Mural Studies 1) --- 選択必修 １ 実践科目 

（博士後期課程）  

学外研究２（国外） 
(International Extra-Mural Studies 2) --- 選択必修 １ 実践科目 

（博士後期課程）  

リサーチ・ワークショップ１ 
(Research Workshop 1) --- 選択必修 ２ 実践科目 

（博士後期課程）  

リサーチ・ワークショップ２ 
(Research Workshop 2) --- 選択必修 ２ 実践科目 

（博士後期課程）  

大学院海外研修Ⅱ 
(Advanced Overseas Study Ⅱ) 選択必修 --- ２ 実践科目 

（博士後期課程）  

大学院海外インターンシップ実習Ⅱ 
(Advanced Overseas Internship Ⅱ) 選択必修 --- ２ 実践科目 

（博士後期課程）  

国内インターンシップ２ 
(Domestic Internship 2) 選択必修 選択 ２ 実践科目 

（博士後期課程）  

有機エレクトロニクス材料とデバイス 
(Organic Electronic Materials and Devices) 選択 選択 ２ 専門科目  

半導体材料とデバイス 
(Semiconductor Materials and Devices) 選択 選択 ２ 専門科目  

生体機械力学 
(Biomechanical Dynamics) 選択 選択 ２ 専門科目  

パワーエレクトロニクス応用 
(Applied Power Electronics) 選択 選択 ２ 専門科目  

パワー半導体デバイス 
(Semiconductor Power Devices) 選択 選択 ２ 専門科目  

ナノ材料とエネルギー変換 
(Nano Materials and Energy Conversion) 選択 選択 ２ 専門科目  

先端電気化学工学 
(Advanced Electrochemical Technology) 選択 選択 ２ 専門科目  

環境共生材料化学 
(Environmental Benign Material 
Chemistry) 

選択 選択 ２ 専門科目  

微生物機能と化学循環 
(Clean Cycle Chemistry based on Microbial 
Functions) 

選択 選択 ２ 専門科目  

化学・バイオコンピューティング演習 
(Practicum in Chemical and Biocomputing) 選択 選択 １ 専門科目  

生体分子の機能と構造 
(Functions and Structures of Biomolecules) 選択 選択 ２ 専門科目  

環境共生・エネルギー概論 
(Introduction to Environmental and Energy 
Engineering) 

選択 選択 １ 
共通科目 

（博士前期課
程） 

 

光機能材料と化学循環 
(Clean Cycle Chemistry based on Photo-
functional Materials) 

選択 選択 ２ 専門科目  
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※ 博士後期課程の学生は，「国内インターンシップ２」に代えて「学外研究１（国内）」「学外研究２（国内）」
を実践科目として履修できる。 

※ 博士後期課程の学生は，プログラム担当教員が指定する他学府等の科目を４単位まで専門科目として履修で
きる。 

※ 博士後期課程の学生で，「学外研究１（国外）」，「学外研究２（国外）」,「リサーチ・ワークショップ１」
及び「リサーチ・ワークショップ２」を履修する場合は，プログラム担当教員に内容について相談すること。 

 
 
別表第２（第３条関係） 

GE4 プログラム科目群 
履修基準 

（博士前期課程） 
履修基準 

（博士後期課程） 

必修 ２単位 --- 

選択必修 ２単位 ２単位 

選択 ６単位以上 ４単位以上 

修了要件単位 １０単位以上 ６単位以上 
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別記様式第１号（第４条関係） 
 
 
 

別記様式第２号（第７条関係） 
 
 
 

別記様式第３号（第７条関係） 
 
 
 

 
                     

(YYYY/MM/DD) 
 
To Graduate School of LSSE, Kyushu Institute of Technology 

Applicant： 

Department of                                                       

Student ID                                

Name                                
 

Graduate School of LSSE 
 Global Education in Green Energy, Green Environment, and  
Green Economy for Global Innovation Leaders (GE4) Program 

Application and Course Plan 
 
I would like to apply for the Global Education in Green Energy, Green Environment, and Green Economy 
for Global Innovation Leaders (GE4) Program.  
I understand the course selection should be made after consulting with my supervisor. 

*To determine the course plan, please make sure to consult with your supervisor and the GE4 Program 
instructor and obtain the approval. 

Course Name Day (Period), Term Instructor's Name 
GE4セミナー 
GE4 Seminar   

大学院海外研修Ⅱ 又は 

大学院海外インターンシップ実習Ⅱ 又は 

国内インターンシップ２ 

Advanced Overseas Study Ⅱ or  
Advanced Overseas Internship Ⅱ or  
Domestic Internship 2 

  

   

   

   

   

   

   

 

  年  月  日 

 

 
グリーンエネルギー・環境・グリーンエコノミーによる 

グローバル・イノベーションリーダー育成プログラム（GE4プログラム） 

プログラム修了審査会 殿 

 

生命体工学研究科長 

 

「グリーンエネルギー・環境・グリーンエコノミーによるグローバル・イノベーションリーダー育成

プログラム（GE4プログラム）」科目取得通知書 

 

生命体工学研究科        専攻の（学生番号）       （氏名）        

下記の科目を取得していることに相違ありません。 

また，研究科の博士前期／後期課程を       年     月に修了予定であることを通知

いたします。 

 

 

授業科目名 成績 取得年月 

GE4セミナー 
GE4 Seminar   

大学院海外研修Ⅱ 又は 

大学院海外インターンシップ実習Ⅱ 又は 

国内インターンシップ２ 
Advanced Overseas Study Ⅱ or  
Advanced Overseas Internship Ⅱ or  
Domestic Internship 2 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

No. 

Certificate of Completion 

Name 
Date of Birth 

 

This is to certify that you have successfully 
completed the Global Education in Green Energy, 
Green Environment, and Green Economy for 
Global Innovation Leaders (GE4) Program during 
enrollment in the (Master’s or Doctoral) Program 

of Graduate School of Life Science and Systems 
Engineering, Kyushu Institute of Technology. 
 
 
 
 

Dean of Graduate School of 
Life Science and Systems Engineering, 
Kyushu Institute of Technology 
 
 

                                              
(Date)                        (Signature) 

 

 

 



－72－ 

（9）九州工業大学大学院生命体工学研究科 
「先進医療・診断技術構築を先導する東南アジア連携人材育成 
プログラム」実施要項 

 
令 和  ７ 年  ２ 月 ２ ７ 日 
大学院生命体工学研究科教授会制定 

 
改正 令和 ８年 ２月２６日 

 
九州工業大学大学院生命体工学研究科「先進医療・診断技術構築を先導する 
東南アジア連携人材育成プログラム」実施要項 

 
 （趣旨） 
第１条 この要項は，九州工業大学学則（平成１９年九工大学則第１号），及び九州工業大学大学院

生命体工学研究科学修細則（平成１３年九工大生命体工学研究科細則第１号）（以下「学則等」と
いう。）の規定に基づき，九州工業大学大学院生命体工学研究科が実施する「先進医療・診断技術
構築を先導する東南アジア連携人材育成プログラム（英語名：Leading Southeast Asia Cooperative 
Program for the Development of Advanced Medical and Diagnostic Technologies（DAMD）」（以
下「DAMD プログラム」という。）の授業科目，単位数，履修方法 及び修了，管理運営等につい
て，必要な事項を定めるものとする。  

 （授業科目及び単位数） 
第２条 DAMD プログラムに含まれる授業科目は，別表第１のとおりとする。 
２ 前項で定める科目の単位数，成績の評価及び単位の授与は，学則等によるものとする。 
 （履修基準） 
第３条 DAMD プログラムを修了するためには，学生は，別表第２に定める基準に従って，所定の単

位を修得しなければならない。 
 （履修計画及び履修方法） 
第４条 学生は，当該年度において履修しようとする授業科目については，指導教員及び DAMD プ

ログラム担当教員の承認を得て，別記様式第１号の履修希望届を生命体工学研究科の履修申告期間
内に，事務課担当係へ提出しなければならない。 

２ 学生は，入学後に新たに開講された授業科目を履修することができるものとし，開講年度におけ
る DAMD プログラム科目区分に従い，DAMD プログラム修了に必要な単位として取り扱うことが
できるものとする。 

 （実行委員会） 
第５条 DAMD プログラムの実施にあたり，その管理運営等を円滑に行うため，DAMD プログラム

実行委員会（以下「実行委員会」という。）を置き，次の業務を行う。 
 （1）授業科目及び単位数の設定に関すること。 
 （2）履修基準の策定に関すること。 
 （3）DAMD プログラムを履修する学生に関すること。 
 （4）その他，DAMD プログラムの管理運営に関すること。 
２ 実行委員会は，次に掲げる委員で構成する。 
 （1）生命体工学研究科の専任の教授，准教授及び講師の中から３名 
 （2）事務課担当係長 
３ 前項第１号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 
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４ 委員会に委員長を置き，第２項第１号の委員の中から，委員の互選により選出する。 
 （修了審査会） 
第６条 DAMD プログラム修了の認定を行うため，DAMD プログラム修了審査会（以下「修了審査

会」という。）を置く。 
２ 前項の修了審査会は，次に掲げる委員で構成する。 
 （1）生命体工学研究科長が指名する者 
 （2）生命体工学研究科の専任の教授，准教授及び講師の中から２名 
 （プログラム修了の認定） 
第７条 生命体工学研究科長は，第３条に定める履修基準に従って所定の単位を修得し，博士前期課

程又は博士後期課程を修了する予定の学生について，別記様式第２号により修了審査会に通知する
ものとする。 

２ 修了審査会は，前項の通知を受けた学生について，修了審査会の審議を経て，博士前期課程を修
了する予定の学生には博士前期課程 DAMD プログラム修了を，博士後期課程を修了する予定の学
生には博士後期課程 DAMD プログラム修了を認定する。 

３ 修了審査会は，前項の DAMD プログラム修了の認定を，生命体工学研究科長に通知するものと
する。 

４ 前項の通知を受けた生命体工学研究科長は，別記様式第３号の修了証書を当該学生に授与する。 
 （学府等の学修との関係） 
第８条 DAMD プログラムの履修及び修了の認定は，課程の修了及び学位の授与に関係しない。 
 （雑則） 
第９条 この要項に定めるほか，必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
  この要項は，令和７年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この要項は，令和８年４月１日から施行する。 
２ この要項の施行日前に入学した学生については，なお従前の例による。 
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別表第１（第２条関係） 

授業科目名 
DAMD 

プログラム 
科目区分 

単位数 
生命体工学 

研究科 
科目区分 

備考 

DAMD セミナー (DAMD Seminar) 必修 １ 専門科目  

DAMD 共創ストーミング 
(Collaborative Brainstorming on DAMD) 必修 １ 専門科目  

国際マインド実践英語 
(Global Mind Practical English) 選択 １ 実践科目 

（博士前期課程）  

大学院海外研修Ⅱ 
(Advanced Overseas Study Ⅱ) 選択 ２ 実践科目 

（博士前期課程）  

学外研究 1（国外） 
(International Extra-Mural Studies 1) 選択 １ 実践科目 

（博士後期課程）  

生体医工イノベーション概論 
(Introduction to Biomedical Engineering Innovation) 選択 １ 共通科目 

（博士前期課程）  

生体機能材料 
(Functional Biomaterials) 選択 ２ 専門科目  

材料機器分析学 
(Instrumental Analysis of Materials) 選択 ２ 専門科目  

マイクロ分析システム 
(Micro Total Analysis Systems) 選択 ２ 専門科目  

生体流体力学 
(Biofluid Dynamics) 選択 ２ 専門科目  

生体機械力学 
(Biomechanical Dynamics) 選択 ２ 専門科目  

バイオマイクロデバイス 
(Bio-microdevices) 選択 ２ 専門科目  

機能代行システムデザイン 
(Design for Functional Substitution System)  選択 ２ 専門科目  

微生物機能と化学循環 
(Clean Cycle Chemistry based on Microbial 
Functions) 

選択 ２ 専門科目  

生体分子の機能と構造 
(Functions and Structures of Biomolecules) 選択 ２ 専門科目  

神経科学演習 
(Neuroscience Practicum) 選択 １ 専門科目  

神経科学基礎 
(Fundamentals of Neuroscience) 選択 ２ 専門科目  

数理モデル基礎 
(Introduction to Mathematical Modeling)  選択 ２ 専門科目  

視覚デザイン 
(Visual Design) 選択 ２ 専門科目  
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別表第２（第３条関係） 

DAMD プログラム科目群 履修基準（博士前期課程） 履修基準（博士後期課程） 

必修 ２単位 ２単位 

選択 ４単位以上 ４単位以上 

修了要件単位 ６単位以上 ６単位以上 
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別記様式第１号（第４条関係） 
 
 
 

別記様式第２号（第７条関係） 
 
 
 

別記様式第３号（第７条関係） 
 
 
 

 

 
                       

(YYYY/MM/DD) 
 

To Graduate School of LSSE, Kyushu Institute of Technology  
 

Applicant： 

Department of                                                       

Student ID                                   

Name                                
 
 

Graduate School of LSSE 
Leading Southeast Asia Cooperative Program for the Development of 

Advanced Medical and Diagnostic Technologies  
Application and Course Plan 

 
I would like to apply for the Leading Southeast Asia Cooperative Program for the 
Development of Advanced Medical and Diagnostic Technologies (DAMD). 
I understand the course selection should be made after consulting with my supervisor. 

 
Course Name Day (Period), Duration Instructor's Name 
DAMD セミナー (DAMD Seminar)   
DAMD 共創ストーミング(Collaborative 
Brainstorming on DAMD)   

   
   
   

 
*To determine the course plan, please make sure to consult with your supervisor and the DAMD 
Program instructor and obtain the approval. 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

先進医療・診断技術構築を先導する東南アジア連携人材育成プログラム（DAMDプログラム） 

プログラム修了審査会 殿 

 

生命体工学研究科長 

 

 

「先進医療・診断技術構築を先導する東南アジア連携人材育成プログラム（DAMDプログラム）」 

科目取得通知書 

 

生命体工学研究科        専攻の（学生番号）       （氏名）           

は，下記の科目を取得していることに相違ありません。 

また，研究科の博士前期／後期課程を      年    月に修了予定であることを通知

いたします。 

 

授業科目名 成績 取得年月 

DAMD セミナー 

 (DAMD Seminar) 
  

DAMD 共創ストーミング 

(Collaborative Brainstorming on DAMD) 
  

   

   

   

 

 

No. 

Certificate of Completion 

Name 
Date of Birth 

 

This is to certify that you have successfully 
completed the Leading Southeast Asia 
Cooperative Program for the Development of 
Advanced Medical and Diagnostic Technologies 
Course of Graduate School of Life Science and 
Systems Engineering, Kyushu Institute of 
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（10）九州工業大学大学院生命体工学研究科「循環可能化学プログラム 
（Clean Cycle Chemistry Program）」実施要項 

 
令 和  ２ 年 １ １ 月 ２ ６ 日 
大学院生命体工学研究科教授会制定 

 
改 正  令和 ３年 １月２８日 

令和 ４年 １月２７日 
令和 ５年 １月２６日 
令和 ７年 ２月２７日 
令和 ８年 ２月２６日 

 
九州工業大学大学院生命体工学研究科「循環可能化学プログラム 
（Clean Cycle Chemistry Program）」実施要項 

 
 （趣旨） 
第１条 この要項は，九州工業大学大学院生命体工学研究科（以下「研究科」という。）が実施する

博士前期課程の学生を対象とした「循環可能化学プログラム（Clean Cycle Chemistry Program）」
（以下「tri-C プログラム」という。）の授業科目，単位数，履修方法及び修了，並びに管理運営等
について，必要な事項を定めるものとする。 

 （授業科目及び単位数） 
第２条 tri-C プログラムに含まれる授業科目は，別表第１のとおりとする。 
２ 前項で定める科目の単位数，成績の評価及び単位の授与は，九州工業大学学則（平成１９年九工

大学則第１号）及び研究科が定める学修細則によるものとする。 
 （履修基準） 
第３条 tri-C プログラムを修了するためには，学生は，別表第２に定める基準に従って，所定の単位

を修得しなければならない。 
 （履修計画及び履修方法） 
第４条 学生は，当該年度において履修しようとする授業科目については，指導教員及び tri-C プログ

ラム担当教員の承認を得て，別記様式第１号の履修申請及び履修計画書を研究科の履修申告期間内
に，事務課担当係へ提出しなければならない。 

２ 学生は，入学後に新たに開講された授業科目を履修することができるものとし，開講年度におけ
る tri-C プログラム科目区分に従い，tri-C プログラム修了に必要な単位として取り扱うことができ
るものとする。 

 （実行委員会） 
第５条 tri-C プログラムの実施にあたり，その管理運営等を円滑に行うため，tri-C プログラム実行

委員会（以下「実行委員会」という。）を置き，次の業務を行う。 
 （1）授業科目及び単位数の設定に関すること。 
 （2）履修基準の策定に関すること。 
 （3）tri-C プログラムを履修する学生に関すること。 
 （4）その他，tri-C プログラムの管理運営に関すること。 
２ 実行委員会は，次に掲げる委員で構成する。 
 （1）研究科の専任の教授，准教授及び講師の中から３名 
 （2）事務課担当係長 
３ 前項第１号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 
４ 委員会に委員長を置き，第２項第１号の委員の中から，委員の互選により選出する。 
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 （修了審査会） 
第６条 tri-C プログラム修了の認定を行うため、tri-C プログラム修了審査会（以下「修了審査会」と

いう。）を置く。 
２ 前項の修了審査会は，次に掲げる委員で構成する。 
 （1）研究科長が指名する者 
 （2）研究科の専任の教授，准教授及び講師の中から２名 
 （プログラム修了の認定） 
第７条 研究科長は，第３条に定める履修基準に従って所定の単位を修得し，博士前期課程を修了す

る予定の学生について，別記様式第２号により修了審査会に通知するものとする。 
２ 修了審査会は，前項の通知を受けた学生について，修了審査会の審議を経て，tri-C プログラム修

了を認定する。 
３ 修了審査会は，前項の tri-C プログラム修了の認定を，研究科長に通知するものとする。 
４ 前項の通知を受けた研究科長は，別記様式第３号の修了証書を当該学生に授与する。 
 （研究科の学修との関係） 
第８条 tri-C プログラムの履修及び修了の認定は，課程の修了及び学位の授与に関係しない。 
 （雑則） 
第９条 この要項に定めるほか，必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
  この要項は，令和３年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，令和４年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この要項は，令和５年４月１日から施行する。 
２ この要項の施行日前に入学した学生については，なお従前の例による。 
   附 則 
１ この要項は，令和７年４月１日から施行する。 
２ この要項の施行日前に入学した学生については，なお従前の例による。 
   附 則 
１ この要項は，令和８年４月１日から施行する。 
２ この要項の施行日前に入学した学生については，なお従前の例による。 
 

  



別表第１（第２条関係） 

授業科目名 
tri-Cプログラム 

科目区分 
単位数 

生命体工学研究科 

科目区分 

備考 

（言語） 

大気と水の資源化と化学循環 必修 ２ 専門科目  

微生物機能と化学循環 必修 ２ 専門科目  

光機能材料と化学循環 必修 ２ 専門科目  

循環可能化学コラボレーション

ストーミング 
必修 ２ 専門科目  

 

 

 

別表第２（第３条関係） 

Tri-Cプログラム科目群 履修基準 

必修 ８単位 

修了要件単位 ８単位 
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別記様式第１号（第４条関係） 
 
 
 

別記様式第２号（第７条関係） 
 
 
 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

生命体工学研究科長 殿 

 

申請者 所  属               

学籍番号              

氏  名              

 

 

「循環可能化学プログラム」履修申請及び履修計画書 

 

私は「循環可能化学プログラム」の履修を申請いたします。履修計画（受講希望科

目等）は下記のとおりです。 

 

授業科目名 曜日・時限、期間 担当教員名 

   

   

大気と水の資源化と化学循環   

微生物機能と化学循環   

光機能材料と化学循環   

循環可能化学コラボレーショ

ンストーミング 
  

 

 

 

    年  月  日 

 

 

循環可能化学プログラム修了審査会  殿 

 

生命体工学研究科長 

 

 

「循環可能化学プログラム」科目取得通知書 

 

生命体工学研究科生命体工学専攻の学生番号      氏名        は，

下記の科目を取得していることに相違ありません。 

また，研究科の博士前期を    年  月に修了予定であることを通知いたします。 

 

 

授業科目名 成績 取得年月 

   

   

大気と水の資源化と化学循

環 
  

微生物機能と化学循環   

光機能材料と化学循環   

循環可能化学コラボレーシ

ョンストーミング 
  

 

第 
 

号 

 

修 

了 

証 

書 
 

氏 
 

名 

生
年
月
日 

  

あ
な
た
は
九
州
工
業
大
学
大
学
院
生
命
体
工
学
研
究
科 

 

循
環
可
能
化
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修
了
さ
れ
ま
し
た
の
で 

 

こ
こ
に
修
了
証
書
を
授
与
し
ま
す 

    

 
 

年 
 

月 
 

日 

  

九
州
工
業
大
学
大
学
院 

生
命
体
工
学
研
究
科
長 

○
○ 

○
○ 

印 
 

別
記
様
式
第
三
号
（
第
七
条
関
係
） 
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（11）九州工業大学グローバルエンジニア養成コース実施要項 
 

平成２８年 ３月２４日 
教育高度化本部長裁定 

 
最終改正  令和 ７年 ２月２７日 

 
令和 ７年 ５月１４日 
教 育 本 部 長 裁 定 

 
令和 ８年 ２月 ９日 

 
九州工業大学グローバルエンジニア養成コース実施要項 

 
 （趣旨） 
第１条 この要項は，九州工業大学学則（平成１９年九工大学則第１号）及び各学部，各学府又は研

究科（以下「各学府等」という。）が定める学修細則（以下「学則等」という。）の規定に基づき，
九州工業大学が実施するグローバルエンジニア養成コース（以下「ＧＥコース」という。）につい
て，必要な事項を定めるものとする。 

 （授業科目及び単位数） 
第２条 ＧＥコースの授業科目は，別表第１に定める履修課程表のとおりとする。 
２ 前項で定める授業科目の単位数，成績の評価及び単位の授与は，学則等によるものとする。 
３ ＧＥコースの履修期間は，学部１年次から大学院博士前期課程２年次までの６年間とする。 
４ 別表第１履修課程表の適用年度について，学部生は学部入学年度，大学院生は大学院入学年度と

する。 
 （修了要件） 
第３条 ＧＥコースを修了するためには，学部及び大学院在学時において別表第２及び別表第３に定

める修了要件を満たさなければならない。 
 （修了者の決定） 
第４条 ＧＥコースの修了者は，前条に掲げる修了要件を満たすとともに，各学部，学府等による審

査を経て，ＧＣＥ教育推進室において決定する。 
２ 学長は，前項においてＧＥコースを修了認定された者等に対し，別表第２に定める修了証書を授

与する。 
 （各学部及び各学府等の学修との関係） 
第５条 ＧＥコースの履修及び修了の認定は，各学部の課程卒業及び各学府等の課程修了並びにそれ

ぞれの学位の授与に影響を与えない。 
 （授業科目の追加） 
第６条 別表第１に定める履修課程表に新たに授業科目が追加されたとき，ＧＥコースを履修中の学

生が当該授業科目を修得した場合，それを修了要件の一部として認めることができる。 
２ 授業科目が新たに追加される場合，速やかにそれを周知する。 
 （雑則） 
第７条 この要項に定めるほか，必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
  この要項は，平成２８年４月１日から施行する。 
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   附 則 
  この要項は，平成２９年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，平成３０年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，平成３０年７月１２日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，平成３１年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，令和２年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，令和３年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この要項は，令和４年４月１日から施行する。 
２ この要項の施行日前に入学した学生については，なお従前の例による。 
   附 則 
１ この要項は，令和４年７月２７日から施行し，令和４年４月１日から適用する。 
２ 学長裁定を改め，教育高度化本部長裁定とする。 
３ この要項の適用日前に入学した学生については，なお従前の例による。 
   附 則 
 この要項は，令和５年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要項は，令和６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要項は，令和７年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この要項は，令和７年５月１４日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 
２ 教育高度化本部長裁定を改め，教育本部長裁定とする。 
   附 則 
１ この要項は，令和８年４月１日から施行する。 
２ この要項の施行日前に入学した学生については，なお従前の例による。 
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別表第１（第２条関係） 
グローバルエンジニア養成コース履修課程表（工学部） 

科目区分 コース 授業科目 単位数 

グローバル教養
科目 

全コース 

異文化間コミュニケーション論 １ 
西洋近現代史 １ 
東南アジア文化論 １ 
心理適応論 １ 
東アジア論 １ 
国際関係論 １ 
国際経済論 １ 
サスティナビリティ論 １ 
日本近現代史 １ 
ＩＣＴと現代社会論 １ 
科学コミュニケーション論 １ 
市民社会論 １ 
ジェンダー論 １ 

語学科目 

建築コース 技術英語 １ 
土木コース 技術英語 １ 
制御コース 科学技術英語 １ 
機械コース 機械系学生のための英文理解と表現 １ 

宇宙コース 
専門英語 I １ 

専門英語Ⅱ １ 
電気コース 専門英語 １ 
電子コース 専門英語 １ 

化学コース 
科学英語Ⅰ １ 

科学英語Ⅱ １ 
材料コース 専門英語 １ 
数物コース 専門英語 ２ 

アントレプレナ
ーシップ科目 

全コース 

自己探究・アントレプレナーシップ入門 １ 

アイデア創出・思考法入門 １ 

事業創造・スタートアップ論 ２ 

経営学 １ 

技術マネジメント論 ２ 

組織マネジメント論 ２ 

経営管理論 ２ 

国際ビジネス論 １ 

オペレーションズ・リサーチ ２ 

マーケティング ２ 

会計学 ２ 
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科目区分 コース 授業科目 単位数 

ＧＣＥ専門科目 

建築コース 

総合ランドスケープ演習 １ 

測量学実習 １ 

建設工学実験Ⅰ １ 

建設工学実験Ⅱ １ 

建築設計製図基礎 ２ 

建築設計製図Ⅰ ２ 

建築設計製図Ⅱ ２ 

建築設計製図Ⅲ ２ 

土木コース 

総合ランドスケープ演習 １ 

測量学実習 １ 

建設工学実験Ⅰ １ 

建設工学実験Ⅱ １ 

建築設計製図基礎 ２ 

建築設計製図Ⅰ ２ 

建築設計製図Ⅱ ２ 

建築設計製図Ⅲ ２ 

機械コース 

機械工学ＰＢＬ １ 

学外工場実習 １ 

学外見学実習 １ 

機械工学実験Ⅰ １ 

機械工学実験Ⅱ １ 

設計製図Ⅰ １ 

設計製図Ⅱ １ 

機械工作法実習 １ 

制御コース 

制御工学ＰＢＬⅠ １ 

制御工学ＰＢＬⅡ １ 

制御数学演習 １ 

制御系解析演習 １ 

プログラミング ２ 

制御系構成論Ⅰ演習 １ 

宇宙コース 

宇宙工学基礎実験 １ 

宇宙システム利用 ２ 

宇宙システム環境 ２ 

システム工学 ２ 

システム工学演習 ２ 

宇宙工学実験 １ 

宇宙工学ＰＢＬ １ 

学外工場実習 １ 

学外見学実習 １ 
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科目区分 コース 授業科目 単位数 

電気コース 

電気工学ＰＢＬ実験 ２ 

電気工学実験 １ 

学外工場実習見学 １ 

電子回路応用演習 １ 

プログラミングⅠ １ 

電磁気学演習 １ 

電気回路演習 １ 

電子コース 

電子工学ＰＢＬ実験 ２ 

電子工学実験 １ 

学外工場実習見学 １ 

電子回路応用演習 １ 

プログラミングⅠ １ 

電磁気学演習 １ 

電気回路演習 １ 

化学コース 

応用化学自由研究 １ 

応用化学実験Ⅲ・ＰＢＬ ２ 

応用化学実験Ⅳ ２ 

見学実習 １ 

材料コース 

物質理工学入門 １ 

フロンティア工学実習 １ 

設計製図 １ 

計算材料学 I ２ 

マテリアル基礎実験 １ 

見学実習 １ 

計算材料学Ⅱ ２ 

数物コース 

力学・熱力学・電磁気学演習 １ 

量子力学・統計力学演習 １ 

データサイエンス基礎 ２ 

データシステムＰＢＬ １ 

数物インターンシップ実習 １ 

ＧＣＥ実践科目 全コース 

海外研修Ⅰ １ 

海外研修Ⅱ ２ 

海外インターンシップ実習Ⅰ １ 

海外インターンシップ実習Ⅱ ２ 

国際協働演習 １ 
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グローバルエンジニア養成コース履修課程表（情報工学部） 
科目区分 分野 授業科目 単位数 

グローバル教養
科目 

全分野 

異文化間コミュニケーション論 １ 

西洋近現代史 １ 

東南アジア文化論 １ 

心理適応論 １ 

東アジア論 １ 

国際関係論 １ 

国際経済論 １ 

サスティナビリティ論 １ 

日本近現代史 １ 

ＩＣＴと現代社会論 １ 

科学コミュニケーション論 １ 

市民社会論 １ 

ジェンダー論 １ 

語学科目 全分野 

英語Ｗ１ １ 

英語Ｒ１ １ 

英語Ｃ１ １ 

英語Ｓ１ １ 

英語Ｗ２ １ 

英語Ｒ２ １ 

英語Ｓ２ １ 

英語Ｗ３ １ 

英語Ｒ３ １ 

英語Ｓ３ １ 

アントレプレナ
ーシップ科目 

全分野 

自己探究・アントレプレナーシップ入門 １ 

アイデア創出・思考法入門 １ 

事業創造・スタートアップ論 ２ 

経営学 １ 

技術マネジメント論 ２ 

組織マネジメント論 ２ 

経営管理論 ２ 

国際ビジネス論 １ 

オペレーションズ・リサーチ ２ 

マーケティング ２ 

会計学 ２ 

ＧＣＥ専門科目 知能情報工学分野 

キャリア形成概論 ２ 

情報技術者倫理 A ２ 

知能情報工学実験演習Ⅰ ２ 

知能情報工学実験演習Ⅱ ２ 
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科目区分 分野 授業科目 単位数 

ＧＣＥ専門科目 

電子情報通信工学 
分野 

キャリア形成概論 ２ 

情報技術者倫理 E ２ 

電子情報通信実験Ⅰ ２ 

電子情報通信実験Ⅱ ２ 

電子情報通信実験Ⅲ ２ 

情報セキュリティ ２ 

知的システム工学 
分野 

キャリア形成概論 ２ 

情報技術者倫理 S ２ 

人工知能・機械学習Ⅰ １ 

知的システム工学実験演習Ⅰ １ 

知的システム工学実験演習Ⅱ １ 

システムデザイン実践演習 １ 

知的システム工学特別講義 １ 

生命情報工学分野 

キャリア形成概論 ２ 

情報技術者倫理 B ２ 

生命情報工学実験Ⅱ ２ 

生命情報工学実験Ⅲ ２ 

ＧＣＥ実践科目 全分野 

海外研修Ⅰ １ 

海外研修Ⅱ ２ 

海外インターンシップ実習Ⅰ １ 

海外インターンシップ実習Ⅱ ２ 

国際協働演習 １ 
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グローバルエンジニア養成コース履修課程表（大学院工学府） 
科目区分 専攻 授業科目 単位数 

上級 
グローバル教養
科目 

工学専攻 
 

環境学特論 １ 

マネジメント特論 １ 

企業経営システム特論 １ 

歴史学特論 １ 

ダイバーシティ特論 １ 

心理学特論 １ 

SDGs 特論 １ 

運動神経生理学特論 １ 

科学技術社会特論 １ 

アントレプレナーシップ入門 １ 

アントレプレナーシップ演習 １ 

デザインシンキング入門演習 １ 

ビジネスプラン演習 １ 

新規事業創出論 １ 

ベンチャービジネス創出論 １ 

上級 
語学科目 

工学専攻 
 

英語ⅦＣ １ 
英語ⅦＤ １ 
英語ⅧＡ １ 
英語ⅧＤ １ 
英語ⅨＡ １ 
英語ⅨＤ １ 
英語ⅩＡ １ 
英語ⅩＢ １ 

上級 
ＧＣＥ実践科目 

工学専攻 
 

大学院海外研修Ⅰ １ 

大学院海外研修Ⅱ ２ 

大学院海外インターンシップ実習Ⅰ １ 

大学院海外インターンシップ実習Ⅱ ２ 

大学院国際協働演習Ⅰ １ 

大学院国際協働演習Ⅱ ２ 
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グローバルエンジニア養成コース履修課程表（大学院情報工学府） 
科目区分 専攻 授業科目 単位数 

上級 
グローバル 
教養科目 

情報創成工学専攻 

情報社会学 １ 

ネットワーク経済学 １ 

言語学特論 １ 

環境学特論 １ 

多文化共生特論 １ 

国際関係特論 １ 

スポーツ情報学特論 １ 

SDGs 特論 １ 

ダイバーシティ特論 １ 

インストラクショナルデザイン特論 １ 

経営戦略特論 １ 

企業経営システム特論 １ 

新規事業創出論 １ 

ベンチャービジネス創出論 １ 

上級 
語学科目 

情報創成工学専攻 

英語ⅦＡ １ 
英語ⅦＤ １ 
英語ⅧＢ １ 
英語ⅧＤ １ 

英語ⅨＢ １ 

英語ⅨＤ １ 
英語ⅩＡ １ 
英語ⅩＢ １ 
英語ⅩＤ １ 

上級 
ＧＣＥ実践科目 

情報創成工学専攻 

大学院海外研修Ⅰ １ 

大学院海外研修Ⅱ ２ 

大学院海外インターンシップ実習Ⅰ １ 

大学院海外インターンシップ実習Ⅱ ２ 

大学院国際協働演習 １ 
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グローバルエンジニア養成コース履修課程表（大学院生命体工学研究科） 
科目区分 専攻 授業科目 単位数 

上級 
グローバル教養
科目 

全専攻 

環境学特論 １ 

SDGs 特論 １ 

運動神経生理学特論 １ 

インストラクショナルデザイン特論 １ 

アントレプレナーシップ入門 １ 

アントレプレナーシップ演習 １ 

デザインシンキング入門演習 １ 

ビジネスプラン演習 １ 

新規事業創出論 １ 

ベンチャービジネス創出論 １ 

上級 
語学科目 

全専攻 

英語Ｃ１ １ 

英語Ｒ２ １ 

英語Ｒ３ １ 

英語Ｓ３ １ 

英語Ｗ４ １ 

英語Ｓ４ １ 

上級 
ＧＣＥ実践科目 

全専攻 

大学院海外研修Ⅰ １ 

大学院海外研修Ⅱ ２ 

大学院海外インターンシップ実習Ⅰ １ 

大学院海外インターンシップ実習Ⅱ ２ 

大学院国際協働演習 １ 

※ 授業科目名は，学年進行等により，変更となることがあります。 
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別表第２（第３条及び第４条関係） 
グローバルエンジニア養成コース修了要件，修了要件単位数及び得られる修了証 
学部・ 
大学院 

科目区分 単位数 要件 
修了証の 

種類 

学 部 

グローバル教養科目 ２ 
各学部で指定するグローバル教養科目の
中から２単位以上を修得すること 

①
学
部
レ
ベ
ル
修
了
証 

③
グ
ロ
ー
バ
ル
エ
ン
ジ
ニ
ア
養
成
コ
ー
ス
修
了
証 

語学科目 １ 
各学部で指定する語学科目の中から１単
位以上を修得すること 

アントレプレナーシップ科目 １ 
各学部で指定するアントレプレナーシッ
プ科目の中から１単位以上を修得するこ
と 

ＧＣＥ専門科目 ６ 
各コース・分野で指定するＧＣＥ専門科目
の中から６単位以上を修得すること 

ＧＣＥ実践科目 １ 
各学部で指定するＧＣＥ実践科目の中か
ら１単位以上を修得すること 

プロジェクト研究  
各コース・分野で指定するプロジェクト研
究（別表第３）を修了していること 

学部の卒業判定  学部の卒業判定に合格していること 

学部の修了要件単位数 １１  

大学院 

上級グローバル教養科目 ２ 
各学府等で指定する上級グローバル教養
科目の中から２単位以上を修得すること 

②
大
学
院
レ
ベ
ル
修
了
証 

上級語学科目 １ 
各学府等で指定する上級語学科目の中か
ら１単位以上を修得すること 

上級ＧＣＥ実践科目 １ 
各学府等で指定する上級ＧＣＥ実践科目
の中から１単位以上を修得すること 

大学院の修了判定  大学院の修了判定に合格していること 

大学院の修了要件単位数 ４  

 

英語能力試験のスコア  
本学在学中に TOEIC600 点相当以上を取
得すること 

※ ①学部レベル修了証を既に授与されていて，さらに②大学院レベル修了証と③グローバルエンジニア養
成コース修了証の両方の要件を同時に満たした場合は、③の修了証のみを授与する。 
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別表第３（第３条関係） 
プロジェクト研究（工学部） 

コース プロジェクト研究 

建築コース 
建設社会プレ研究（３年後期，選択） 
卒業研究（４年通年，必修） 

土木コース 
建設社会プレ研究（３年後期，選択） 
卒業研究（４年通年，必修） 

機械コース 
機械系 GE 教育入門（３年後期，選択） 
卒業研究（４年通年，必修） 

制御コース 
知能制御応用（３年前期，選択） 
制御工学 PBLⅢ（３年後期，必修） 
卒業研究（４年通年，必修） 

宇宙コース 
研究室インターンシップ（３年後期，選択） 
卒業研究（４年通年，必修） 

電気コース 
電気プレ研究（３年後期，選択） 
卒業研究（４年通年，必修） 

電子コース 
電子工学プレ研究（３年後期，選択） 
卒業研究（４年通年，必修） 

化学コース 
応用化学基礎研究 I 又は応用化学基礎研究 II 
（３年後期，選択） 
卒業研究（４年通年，必修） 

材料コース 
マテリアル工学 PBL（３年後期，必修） 
卒業研究（４年通年，必修） 

数物コース 
数物プレ研究（３年後期，選択） 
卒業研究（４年通年，必修） 

注：早期卒業の場合の卒業研究は、特別卒業研究をもって代えるものとする。 
注：飛び級により３年次退学のうえ、大学院へ進学する場合は、卒業研究の修得を要しない。 

 
プロジェクト研究（情報工学部） 

分野 プロジェクト研究 

知能情報工学分野 
知能情報工学プロジェクト（３年後期，必修） 
卒業研究（４年通年，必修） 

電子情報通信工学分野 
電子情報通信実験Ⅳ（３年後期，必修） 
卒業研究（４年通年，必修） 

知的システム工学分野 
知的システム工学実験演習Ⅲ（３年後期，必修） 
卒業研究（４年通年，必修） 

生命情報工学分野 
生命情報工学プロジェクト研究（３年後期，必修） 
卒業研究（４年通年，必修） 

注：早期卒業の場合の卒業研究は、特別卒業研究をもって代えるものとする。 
注：飛び級により３年次退学のうえ、大学院へ進学する場合は、卒業研究の修得を要しない。 
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（12）九州工業大学大学院ロボティクスシンセシス＆マネジメントコース 
実施要項 

 
令和３年 ２月２５日 
教育高度化本部長裁定 

 
改正  令和４年 ３月 １日 

令和４年 ７月２７日 
令和６年 ３月 ７日 
令和７年 ２年２７日 

 
令和７年 ８月１８日 
教 育 本 部 長 裁 定 

 
改正  令和８年 ２月 ９日 

 
九州工業大学大学院ロボティクスシンセシス＆マネジメントコース実施要項 

 
 （趣旨） 
第１条 この要項は，九州工業大学学則（平成１９年九工大学則第１号），及び各学府又は研究科（以

下「学府等」という。）が定める学修細則（以下「学則等」という。）の規定に基づき，学府等が連
携して実施するロボティクスシンセシス＆マネジメントコース（以下「ＲＳＭコース」という。）の
授業科目，単位数，履修方法，修了，管理運営等について，必要な事項を定めるものとする。 

 （授業科目及び単位数） 
第２条 ＲＳＭコースに含まれる授業科目は，別表第１のとおりとする。 
２ 前項で定める科目の単位数，成績の評価及び単位の授与は，学則等によるものとする。 
 （履修基準） 
第３条 ＲＳＭコースを修了するためには，学生は，別表第２に定める基準に従って，所定の単位を

履修しなければならない。 
 （履修計画及び履修方法） 
第４条 学生は，当該年度において履修しようとする授業科目については，指導教員及びＲＳＭコー

ス担当教員の承認を得て，別記様式第１号の履修希望届を所属する学府等の履修申告期間内に，自
らが所属する教務担当係へ提出しなければならない。 

２ 学生は，他の学府等の授業科目の履修にあたっては，前項に定める提出のほか，当該他の学府等
の履修申告期間内に，所定の受講願を当該他の学府等の教務担当係に提出しなければならない。 

３ 学生は，入学後に新たに開講された授業科目を履修することができるものとし，開講年度におけ
る授業科目の区分に従い，ＲＳＭコース修了に必要な単位として取り扱うことができるものとする。 

４ ＲＳＭコース履修希望届の提出者が多数の場合は，ＲＳＭコースの履修を認めないことがある。 
 （運営委員会） 
第５条 ＲＳＭコースの実施にあたり，その管理運営等を円滑に行うため，ＲＳＭコース運営委員会

（以下「運営委員会」という。）を置く。運営委員会は，次の業務及び審議を行う。 
 （1）授業科目及び単位数の設定に関すること。 
 （2）履修基準の策定に関すること。 
 （3）ＲＳＭコースを履修する学生に関すること。 
 （4）予算概算の基本方針に関すること。 
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 （5）ＲＭＳコース修了審査に関すること。 
 （6）その他，ＲＳＭコースの管理運営に関すること。 
２ 運営委員会は，次に掲げる委員で構成する。 
 （1）教育本部長が指名する教員（以下「ＲＳＭコース代表教員」という。） 
 （2）ＲＳＭコースを担当する教員 学府等を担当する教員から各１名 
 （3）教育支援課長 
 （4）その他ＲＳＭコース代表教員が指名する者若干名 
３ 前項第１号及び第２号に規定する委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 
４ 委員会に委員長を置き，第２項第１号の委員をもって充てる。 
 （コース修了の審査） 
第６条 学府等の長は，学府等において，第３条に定める履修基準に従って所定の単位を修得等し，

学府等の博士前期課程又は博士後期課程を修了する予定の学生について，別記様式第２号により運
営委員会に通知するものとする。 

２ 運営委員会は，前項の通知を受けた学生について，ＲＳＭコース修了審査の審議を経て，博士前
期課程を修了する予定の学生には博士前期課程ＲＳＭコース修了を，博士後期課程を修了する予定
の学生にはＲＳＭコース修了を認定する。 

３ 運営委員会は，前項のＲＳＭコース修了の認定を，学府等の長に通知するものとする。 
４ 前項の通知を受けた学府等の長は，別記様式第３号の修了証書を当該学生に授与する。 
 （学府等の学修との関係） 
第７条 ＲＳＭコースの履修及び修了の認定は，学府等の課程の修了及び学位の授与に関係しない。 
 （雑則） 
第８条 この要項に定めるほか，必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
  この要項は，令和３年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，令和４年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この要項は，令和４年７月２７日から施行し，令和４年４月１日から適用する。 
２ 制定を改め，教育高度化本部長裁定とする。 
   附 則 
  この要項は，令和６年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，令和７年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この要項は，令和７年８月１８日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 
２ 教育高度化本部長裁定を改め，教育本部長裁定とする。 
３ この要項施行後，最初に第５条第２項第１号及び第２号に規定する委員となる者の任期は，第５

条第３項の規定にかかわらず，令和８年３月３１日までとする。 
   附 則 
１ この要項は，令和８年４月１日から施行する。 
２ この要項の施行日前に入学した学生については，なお従前の例による。 
 

  



－95－ 

別表１（第２条関係） 
授業科目名 単位数 

インテグレーション実践演習Ⅰ １ 

インテグレーション実践演習Ⅱ １ 

インテグレーション実践演習Ⅲ １ 

チームマネジメント実践演習 1 

他学府・研究科 AI ロボティクス科目群 

工学府 視覚情報解析特論 ２ 

宇宙ロボティクス特論 ２ 

ロボティクス特論 ２ 

情報工学府 ロバスト制御特論 RS ２ 

動画像処理特論 RS ２ 

ロバスト安定論特論 RS ２ 

制御系 CAD 特論 RS ２ 

ヒューマン・インターフェース RS ２ 

ロボットセンサ処理特論 RS ２ 

システムデザイン特論 RS ２ 

知的ロボット制御特論 RS ２ 

ロボティクス設計特論 RS ２ 

非線形システム特論 RS ２ 

ロボット制御数理特論 RS ２ 

生命体 

工学研究科 
ロボット運動学（隔年：偶数年度開講） １ 

ロボットシステム基礎 ２ 

 脳型学習理論 ２ 

 AI セミナー ２ 

 確率論的機械学習 ２ 
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別表２（第３条関係） 

科 目 群 履 修 基 準 

インテグレーション実践演習Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ ３単位 

チームマネジメント実践演習 １単位 

他学府・研究科 AI ロボティクス科目群 自らが所属する学府等以外の科目から２単位以上 

修了要件単位 ６単位以上 
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別記様式第１号（第４条関係） 
  年  月  日 

 
 
 九州工業大学大学院        殿 
 
 

申請者 所属     府・研究科     専攻 
                         学籍番号                
                         氏名                  
 
 

九州工業大学大学院「ロボティクスシンセシス＆マネジメントコース」 
履修申請及び履修計画書 

 
私は九州工業大学大学院「ロボティクスシンセシス＆マネジメントコース」の履修を 

申請いたします。他学府・研究科 AI ロボティクス科目群に係る履修計画（受講希望科目等）は
下記のとおりです。 
 

注１ 指導教員、RSM コース担当教員と相談し承認を得た上で、科目等を決めること。 
注２ 他学府、研究科の科目を履修する場合は、当該学府、研究科の履修期間内に教務担当係に履

修願いを別途提出すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目群名称 授業科目名 曜日・時限 担当学府等名 
 
 
他学府・
研 究 科 
AI ロ ボ
ティクス
科目群 

    

    

    

    

    
    

    

    

別記様式第２号（第６条関係） 
  年  月  日 

 
 
 ロボティクスシンセシス＆マネジメント 

コース運営委員会 殿 
 
 
                               学府長又は研究科長 
 
 

「ロボティクスシンセシス＆マネジメントコース」科目取得通知書 
 
 

本学府・研究科所属の学生番号     氏名      は、下記の科目を取得しているこ
とに相違ありません。 

また、本学府・研究科の博士前期・後期課程を    年  月に修了予定であることを通知
いたします。 
 
 

※ 他学府又は研究科の科目についても、貴学府又は研究科にて単位として認定している場合は、
記載願います。（査定外も含む。） 

 

科目群名称 授業科目名 成績 取得年月 
    

    
    

    
    

    
 
 
他学府・
他研究科 
AI ロ ボ
ティクス
科目群 

    

    

    

    

    
    

    

    

別記様式第３号（第６条関係） 
 

第  号 

 

修 了 証 書 
 

氏  名 

生年月日 

 

 

あなたは九州工業大学大学院におけるロボティク

スシンセシス＆マネジメントコース※を修了され

ましたのでここに修了証書を授与します 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

九州工業大学大学院工学府長   ○○ ○○ 印 

（又は）情報工学府長        ○○ ○○ 印 

（又は）生命体工学研究科長  ○○ ○○ 印 

 

備考 ※印の箇所は、博士前期課程コース修了を認定する場合に、（博士前期課程）と記入する。 
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（13）九州工業大学大学院アントレプレナーシップ教育コース実施要項 
 

令和４年 １月１２日 
教育高度化本部長裁定 

 
改正  令和 ４年 ６月１４日 

令和 ６年 ３月 ７日 
令和 ７年 ３月２４日 

 
令和７年 ５月１４日 
教 育 本 部 長 裁 定 

 
令和 ８年 ３月２４日 

 
 

九州工業大学大学院アントレプレナーシップ教育コース実施要項 
 
 （趣旨） 
第１条 この要項は，九州工業大学学則（平成１９年九工大学則第１号），及び各学府又は研究科（以

下「学府等」という。）が定める学修細則（以下「学則等」という。）の規定に基づき，学府等が連
携して実施するアントレプレナーシップ教育コース（以下「アントレプレナーシップコース」とい
う。）の授業科目，単位数，履修方法，修了，管理運営等について，必要な事項を定めるものとする。 

 （授業科目及び単位数） 
第２条 アントレプレナーシップコースの授業科目は，別表第１のとおりとする。 
２ 前項で定める科目の単位数，成績の評価及び単位の授与は，学則等による。 
 （履修基準） 
第３条 アントレプレナーシップコースを修了するには，学生は，別表２に定める基準に従って，所

定の単位を修得しなければならない。 
 （履修計画及び履修方法） 
第４条 学生は，当該年度において履修しようとする授業科目について，指導教員の了解を得て，履

修申請及び履修計画書（別記様式第１号）を，所属する学府等の教務担当係へ履修登録期間内に提出
しなければならない。 

２ 学生は，他の学府等の授業科目の履修にあたっては，前項に定める手続きのほか，別途，他学府
等の受講願を所属する学府等の教務担当係へ提出しなければならない。 

３ 学生は，入学後に新たに開講された授業科目を履修することができるものとし，開講年度におけ
る授業科目の区分に従い，アントレプレナーシップコース修了に必要な単位として取り扱うことが
できる。 

４ アントレプレナーシップコース履修希望者が多数の場合は履修制限を行う場合がある。 
第５条 削除 
 （コース修了の審査） 
第６条 学府等の長は，学府等において，第３条に定める履修基準に従って所定の単位を修得し，学

府等の博士前期課程又は博士後期課程を修了する予定の学生について，科目修得通知書（別記様式
第２号）により教育本部（以下「本部」という。）へ通知する。 

２ 本部は，前項の通知を受けた学生について，修了審査の審議を行い，アントレプレナーシップコ
ース修了を認定する。 
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３ 前項のアントレプレナーシップコース修了の認定を，学府等の長に通知し，修了証書（別記様式
第３号）と併せ，別途，所定のオープンバッジを当該学生に授与する。 

 （学府等の学修との関係） 
第７条 アントレプレナーシップコースの履修及び修了の認定は，学府等の課程修了及び学位の授与

に関係しない。 
 （雑則） 
第８条 この要項に定めるほか，必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
  この要項は，令和４年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この要項は，令和４年６月１４日から施行し，令和４年４月１日から適用する。 
２ 教育企画室長裁定を改め，教育高度化本部長裁定とする。 
   附 則 
  この要項は，令和６年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，令和７年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この要項は，令和７年５月１４日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 
２ 教育高度化本部長裁定を改め，教育本部長裁定とする。 
   附 則 
１ この要項は，令和８年４月１日から施行する。 
２ この要項の施行日前に入学した学生については，改正後の第６条の規定を除き,なお従前の例によ

る。 
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別表第１（第２条関係） 

科目群 開講学府 授業科目名 選・必 単位数 

基礎科目群 

工学府 
情報工学府 
生命体工学研究科 

アントレプレナーシップ入門 必修 １ 

工学府 
情報工学府 
生命体工学研究科 

アントレプレナーシップ演習 必修 １ 

工学府 
情報工学府 
生命体工学研究科 

デザインシンキング入門演習 必修 １ 

応用科目群 

工学府 
情報工学府 
生命体工学研究科 

ビジネスプラン演習 必修 １ 

情報工学府 プロジェクトマネジメント演習 選択 ２ 

情報工学府 ビジネス・人・社会のモデリング 選択 ２ 

情報工学府 経営戦略特論 選択 １ 

工学府 マネジメント特論 選択 １ 

工学府 
情報工学府 企業経営システム特論 選択 １ 

工学府 ＭＯＴ特論 選択 ２ 

工学府 知的財産論 選択 ２ 

実践科目群 

工学府 
情報工学府 
生命体工学研究科 

新規事業創出論 必修 １ 

工学府 
情報工学府 
生命体工学研究科 

ベンチャービジネス創出論 必修 １ 

※学部及び大学院博士前期課程在籍時に単位を修得している場合，コース修了要件単位として認めること
ができる。 

 
 
別表２（第３条関係） 

科 目 群 履 修 基 準 

基礎科目群 ３単位 

応用科目群 ４単位以上 

実践科目群 ２単位 

修了要件単位 ９単位以上 
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別記様式第２号（第６条関係） 
年  月  日 

 
教育本部長  殿 

 
学府長又は研究科長 

 
 

九州工業大学大学院アントレプレナーシップ教育コース科目修得通知書 
 

九州工業大学大学院アントレプレナーシップ教育コース修了手続きに際し，下記のとおり 
通知します。 

 
記 

課 程 区 分  

学生番号・氏名  

修了予定年月   

  
科目群名称 授業科目名 単位数 成績 修得年月 

基礎科目群 

    

    

    

応用科目群 

    

    

    

    

実践科目群 
    

    

※他学府等で修得した科目のほか学部及び博士前期課程在籍時に修得した科目も含め全て記載するこ
と。（査定外を含む。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

別記様式第１号（第４条関係） 
年  月  日 

 
九州工業大学大学院        殿 

 
申請者 所属    学府・研究科     専攻 

学籍番号                
氏名                  

 
九州工業大学大学院アントレプレナーシップ教育コース履修申請及び履修計画書 

 
九州工業大学大学院アントレプレナーシップ教育コースの履修を下記のとおり申請します。 

 
記 
 

科目群名称 開講学府等 授業科目名 曜日・時限 

基礎科目群 

   

   

   

応用科目群 

   

   

   

   

実践科目群 
   

   

 
注１ 指導教員の了解を得て履修すること。 
注２ 他学府等の科目を履修する場合は，別途，他学府等の受講願を，履修登録期間内に所属する学

府等の教務担当係へ提出すること。 
注３ 学部在籍時に一部の単位を修得している場合，曜日・時限欄には「学部で修得済」と，博士前

期課程在籍時に一部の単位を修得している場合，「前期課程で修得済」と記載すること。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 
 

号 

 

修 

了 

証 

書 
 

氏 
 

名 

生
年
月
日 

   

あ
な
た
は
九
州
工
業
大
学
大
学
院
に
お
け
る
ア
ン
ト
レ
プ 

レ
ナ―

シ
ッ
プ
教
育
コ
ー
ス
※
を
修
了
さ
れ
ま
し
た
の
で 

こ
こ
に
修
了
証
書
を
授
与
し
ま
す 

  

 
 

年 
 

月 
 

日 

  

九
州
工
業
大
学
大
学
院
工
学
府
長 

 

○
○ 

○
○ 

印 

（
又
は
）
情
報
工
学
府
長 

   
   

○
○ 

○
○ 

印 

（
又
は
）
生
命
体
工
学
研
究
科
長 

○
○ 

○
○ 

印 

別
記
様
式
第
三
号
（
第
六
条
関
係
） 

 

備
考 

※
印
の
箇
所
は
，
博
士
前
期
課
程
コ
ー
ス
修
了
を
認
定
す
る
場
合
に
，（
博
士
前
期
課
程
）
と

記
入
す
る
。 
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（14）九州工業大学学位規則 
 

昭和６３年３月２日 
九工大規則第６号 

 
最終改正 令和 ５年 ３月１０日九工大規則第 ５号 

 
九州工業大学学位規則 

 
 （目的） 
第１条 この規則は，学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第１３条第１項及び九州工業大学学則

（平成１９年九工大学則第１号（以下「学則」という。））第３１条第２項及び第７１条第３項の
規定に基づき，九州工業大学（以下「本学」という。）における学位の授与について必要な事項を
定めることを目的とする。 

 （学位） 
第２条 本学において授与する学位は，学士，修士及び博士とする。 
 （学士の学位授与の要件） 
第３条 学士の学位の授与は，本学の課程を修了し，卒業を認定された者に対し行うものとする。 
 （修士の学位授与の要件） 
第４条 修士の学位の授与は，本学大学院の博士前期課程を修了した者に対し行うものとする。 
 （博士の学位授与の要件） 
第５条 博士の学位の授与は，本学大学院の博士後期課程を修了した者に対し行うものとする。 
 （在学者の論文の提出） 
第６条 前２条に規定する学位の授与に係る論文（学則第６９条に規定する特定の課題についての研

究の成果を含む。以下「論文」という。）は，所定の期日までに当該学府長又は研究科長（以下「学
府長等」という。）を経て学長に提出するものとする。ただし，博士後期課程に所定の期間在学し，
所要の授業科目の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた者は，退学後であっても，別に定
める期間内に論文を提出する場合は，在学者と同等に取り扱うことができる。 

２ 論文は，審査願に，修士論文にあっては１編１通を，博士論文にあっては論文目録，論文要旨及
び履歴書各１通を添え１編２通を，提出するものとする。ただし，参考として，他の論文を添付す
ることができる。 

３ 審査のため必要があるときは，論文の副本又は訳文，模型，標本等の提出を求めることができる。 
 （在学者の論文の審査及び最終試験） 
第７条 学長は，前条の規定により，論文を受理したときは，当該学府又は研究科の教授会（以下「教

授会」という。）にその審査を付託するものとする。 
２ 教授会は，論文の審査を付託されたときは，学府又は研究科の研究指導を担当する教員の中から

３名以上の審査委員を選定し，当該論文の審査及び最終試験を行わせるものとする。 
３ 教授会は，論文の審査に当たって必要があるときは，前項の審査委員に当該学府又は研究科の研

究指導教員を担当する教員以外の教員，本学以外の大学院又は研究所等の教員等を含めることがで
きる。 

４ 論文の審査は，修士論文にあっては論文を提出した者の在学中に，博士論文にあっては論文を受
理した日から１年以内に終了するものとする。 

 （在学者の最終試験） 
第８条 前条第２項の最終試験は，論文を中心として，これに関連する事項について口頭又は筆答に

より行うものとする。 
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 （論文提出による博士） 
第９条 第５条に定めるもののほか，博士の学位の授与は，本学大学院の行う論文の審査に合格し，

かつ，本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認（以下「学力
の確認」という。）された者に対し行うことができる。 

第１０条 前条の規定により博士の学位の授与を申請する者は，学位申請書に論文及び九州工業大学
授業料その他費用に関する規程（平成１６年九工大規程第４７号）に定める額の学位論文審査手数
料を添え，学府長等を経て学長に提出するものとする。 

２ 前項に規定するもののほか，論文の提出については，第６条第２項及び第３項の規定を準用する。 
第１１条 前条の規定により提出された論文の審査は，第７条の規定を準用する。 
第１２条 第９条に規定する学力の確認は，試問によって行う。 
２ 試問は，口頭又は筆答によるものとし，論文に関連する事項並びに専攻分野及び外国語について

行う。 
第１３条 第６条第１項ただし書に規定する者が，同項ただし書に定める期間を経過した後に，博士

の学位の授与を受けようとするときは，第１０条から前条までの規定を準用する。 
 （論文及び審査手数料の不返還） 
第１４条 第７条及び第１０条の規定により受理した論文は，返還しない。 
２ 第１０条第１項の規定により受領した既納の学位論文審査手数料は，返還しない。 
 （審査委員の審査結果の報告） 
第１５条 第７条第２項の規定に基づき選定された審査委員は，論文の審査及び最終試験又は学力の

確認を終了したときは，論文審査要旨に最終試験の成績又は学力の確認の結果を添え，教授会に報
告するものとする。 

 （学位授与の審議） 
第１６条 教授会は，前条の報告に基づき，論文の審査及び最終試験又は学力確認の合否について審

議する。 
 （審査結果の報告） 
第１７条 修士及び博士の学位の授与に関する審議を行ったときは，学府長等は，論文審査及び最終

試験又は学力の確認の判定結果を文書により学長に報告するものとする。 
 （学位記の授与） 
第１８条 学長は，学士の学位にあっては，学部長の卒業の認定の報告を経て，学位の授与を決定し，

学位記を授与する。 
２ 学長は，修士及び博士の学位にあっては，前条の報告を経て，学位の授与を決定し，学位記を授

与する。 
３ 学長は，博士の学位を授与したときは，学位簿に記載するとともに，当該学位を授与した日から

３月以内に，学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。 
 （論文要旨等の公表） 
第１９条 学長は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から３月以内に，当

該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を九州工業大学学術機関
リポジトリにより，公表するものとする。 

第２０条 博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から１年以内に，当該博士
の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし，当該博士の学位を授与される前に
既に公表をしたときは，この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場合には，教
授会の審議を経て，当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公
表することができる。この場合において，学府長等は，その論文の全文を求めに応じて閲覧に供す
るものとする。 

３ 博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は，九州工業大学学術機関リポジトリ
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により行うものとする。 
 （学位の名称） 
第２１条 学位を授与された者は，学位の名称を用いるときは，「九州工業大学」と付記するものと

する。 
 （専攻分野の名称） 
第２２条 第２条に規定する学位を授与するにあたって，学士にあっては別表第１，修士及び博士に

あっては別表第２に定める専攻分野の名称を付記するものとする。 
 （学位授与の取消し） 
第２３条 本学において学位を授与された者が，不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明し

たとき，又は学位の名誉を汚辱する行為があったときは，学長は，教授会の審議を経て学位の授与
を取り消し，学位記を返還させ，かつ，その旨を公表するものとする。 

 （学位記等様式） 
第２４条 学位記及び学位申請関係書類の様式は，別記様式第１号から別記様式第１０号のとおりと

する。 
 （雑則） 
第２５条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 
  
   附 則（最終改正分） 
  この規則は，令和５年４月１日から施行する。 
 
別表第１（第２２条関係） 

学  部 専攻分野の名称 

工 学 部 工 学 

情 報 工 学 部 情 報 工 学 

 
別表第２（第２２条関係） 

大  学  院 専攻分野の名称 

工 学 府 博 士 前 期 課 程 
工 学 

工 学 府 博 士 後 期 課 程 

情 報 工 学 府 博 士 前 期 課 程 
情 報 工 学 

情 報 工 学 府 博 士 後 期 課 程 

生命体工学研究科博士前期課程 工 学 
情 報 工 学 
学 術 生命体工学研究科博士後期課程 
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別記様式第 1 号（第 3 条関係） 
※第   号 
 

学    位    記 
 
 

氏 名 
 
 

年   月   日生 
 
 
 

本学○○学部○○○○工学科所定の課程を修め本学を
卒業したので学士（☆）の学位を授与する 

 
 
 
 

年    月    日 
 
 

九州工業大学長  氏名      印 
 

備  考 
１ ※印の個所は，工学部にあっては工，情報工学部にあっては

情工と記入する。 
２ ☆印の個所は，第２２条に規定する専攻分野の名称を記入す

る。 

 

大
学
印 

別記様式第 2 号（第 4 条関係） 
※修第   号 
 

学    位    記 
 
 

氏 名 
 
 

年   月   日生 
 
 
 

本学大学院○○府（研究科）○○○○専攻の博士前期
課程を修了したので修士（☆）の学位を授与する 

 
 
 
 

年    月    日 
 
 

九州工業大学長  氏名      印 
 

備  考 
１ ※印の個所は，工学府にあっては工，情報工学府にあっては

情工，生命体工学研究科にあっては生工と記入する。 
２ ☆印の個所は，第２２条に規定する専攻分野の名称を記入す

る。 

 

大
学
印 

別記様式第 3 号（第 5 条関係） 
※博甲第   号 
 

学    位    記 
 
 

氏 名 
 
 

年   月   日生 
 
 
 

本学大学院○○府（研究科）○○○○専攻の博士後期
課程を修了したので博士（☆）の学位を授与する 

 
 
 
 

年    月    日 
 
 

九州工業大学長  氏名      印 

備  考 
１ ※印の個所は，工学府にあっては工，情報工学府にあっては

情工，生命体工学研究科にあっては生工と記入する。 
２ ☆印の個所は，第２２条に規定する専攻分野の名称を記入す

る。 

 

別記様式第 4 号（第 9 条関係） 
※博乙第   号 
 

学    位    記 
 
 

氏 名 
 
 

年   月   日生 
 
 
 

本大学に学位論文を提出し所定の審査及び試験に
合格したので博士（☆）の学位を授与する 

 
 
 
 

年    月    日 
 
 

九州工業大学長  氏名      印 

備  考 
１ ※印の個所は，工学府にあっては工，情報工学府にあっては

情工，生命体工学研究科にあっては生工と記入する。 
２ ☆印の個所は，第２２条に規定する専攻分野の名称を記入す

る。 

 

大
学
印 

大
学
印 
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別記様式第 5 号（第 6 条関係） 
年   月   日 

 

学 位（修士）論 文 審 査 願 
 

  九州工業大学長  殿 

 

○○府（研究科）○○専攻 

○○年入学 

氏 名            

 

 

 九州工業大学学位規則第４条により，修士（☆）の学位を受けたく，論

文を提出しますので審査願います。 

 

 

備  考 
☆印の個所は，第２２条に規定する専攻分野の名称を記入する。 

 

別記様式第 6 号（第 6 条関係） 
年   月   日 

 
学 位（博士）論 文 審 査 願 

 
  九州工業大学長  殿 
 

○○府（研究科）○○専攻 
○○年入学 
氏 名            

 
 九州工業大学学位規則第５条により，博士（☆）の学位を受けたく，
下記のとおり論文及び関係書類を提出しますので審査願います。 

 
記 

 
1 論  文 1 編 ○冊 2 通 
2 論文目録 
3 論文要旨 
4 履 歴 書 
5 参考論文 ○編 ○冊 1 通 

備  考 
☆印の個所は，第２２条に規定する専攻分野の名称を記入する。 

 
 別記様式第 7 号（第 10 条関係） 

年   月   日 
 

学 位（論文博士）申 請 書 
 
  九州工業大学長  殿 
 

住 所 
 
氏 名             

 
 九州工業大学学位規則第９条により，博士（☆）の学位を受けたく，
所定の手数料を納付のうえ，下記のとおり論文及び関係書類を提出し
ますので，審査願います。 

 
記 

 
1 論  文 1 編 ○冊 2 通 
2 論文目録 
3 論文要旨 
4 履 歴 書 
5 参考論文 ○編 ○冊 1 通 

備  考 
☆印の個所は，第２２条に規定する専攻分野の名称を記入する。 

 

 

別記様式第 8 号（第 6 条関係） 
年   月   日 

 
論 文 目 録 

 
 
 

氏 名             
 
 

 論 文 

 1 題  名 

 2 印刷公表の方法及び時期 

 

参 考 論 文 

 1 題  名 

 2 印刷公表の方法及び時期 

 

備  考 
１ 論文題名が外国語の場合は，訳を付すること。 
２ 未公表の場合は，原稿の枚数を記入すること。 
３ 参考論文がある場合は，その題名を列記すること。 
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別記様式第 9 号（第 6 条関係） 

論  文  要  旨 

 
氏 名 

論文題目名  

 

備  考 
論文要旨は日本語の場合２，０００字程度にまとめること。 
英語(半角)の場合１，０００単語程度にまとめること。 

 

 

別記様式第 10 号（第 6 条関係） 
区分   甲  乙 

履   歴   書 

ふ り が な 
氏 名 
生 年 月 日 

 
年   月   日生 

本 籍 
都  道 
府  県 

 
（    国） 

現 住 所 
都道     区市    町 
府県     郡     村   番地 

学  歴 
      年   月 
      年   月 
職  歴 
      年   月 
      年   月 
研 究 歴 
      年   月 
      年   月 

上記のとおり相違ありません。 
年   月   日 

氏名 
備  考 

１ 学歴は，新制大学卒業以後又は最終学歴を記載すること。 
２ 研究歴には研究した事項とその期間を明記すること。なお，

学歴又は職歴に記載した期間中に研究歴に該当するものがあ
る場合は，それについても記載すること。 

３ 本籍は都道府県のみを記載し，外国人の場合は国籍を記載す
ること。 
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（15）九州工業大学大学院生命体工学研究科学位論文審査基準 
 

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 １ ５ 日 
大学院情報工学府教授会決定 

 
改正 令和 ８年 ２月１２日 
生命体工学研究科運営会議 承認 

 

 九州工業大学大学院生命体工学研究科は，学位論文について，学位授与方針（ディプロマポリシー）
に基づき，以下の基準により総合的に評価する。 
 なお，この基準に定めるもののほか，必要なものは別途定めることとする。 
 

 

【修士論文】 
１．学位申請者が主体的に取り組んだ研究成果であること。 
２．申請された学位に妥当であるとともに，論文（研究テーマ）の問題設定が明確に示され，学術

的あるいは社会的な意義を有すること。 
３．論文の新規性又は独創性が明示されていること。 
４．先行研究調査や事実調査が適切であり，研究の位置づけを明示していること。 
５．研究の方法が明確かつ具体的に記述されていること。 
６．語法，文章表現，引用等が適切になされ，修士論文として体裁が整っていること。 
７．論文内容の発表と質疑に対する応答が，論理的かつ明解に行われたこと。 
８．学術研究が従うべき規範と研究倫理を守っていること。 
 
 

【博士論文】 
１．学位申請者が主体的に取り組んだ研究成果であること。 
２．申請された学位に妥当であるとともに，論文（研究テーマ）の問題設定が，当該分野の学問的

蓄積を踏まえて明確に示され，学術的あるいは社会的な意義を有すること。 
３．論文の新規性又は独創性が明示され，当該分野の学問の発展に貢献できる内容を含むこと。 
４．先行研究調査や事実調査が適切であり，研究の学術的あるいは社会的位置づけを明示している

こと。 
５．研究の方法が明確かつ具体的に記述されていること。 
６．語法，文章表現，引用等が適切になされ，博士論文として体裁が整っていること。 
７．論文内容の発表と質疑に対する応答が，論理的かつ明解に行われたこと。 
８．学術研究が従うべき規範と研究倫理を守っていること。 
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（16）大学院生命体工学研究科博士前期課程学生の修了査定に関する申合せ 
 

令 和 ２ 年  １ 月 ２ ３ 日 
生命体工学研究科教授会決定 

 
改正 令和３年 ２月２６日 

令和８年 ２月２６日 
 

大学院生命体工学研究科博士前期課程学生の修了査定に関する申合せ 
 

 九州工業大学大学院生命体工学研究科博士前期課程学生の修了査定に関する申合せ（平成１６年７
月２２日生命体工学研究科教授会決定）の全部を改正する。 
 
 大学院生命体工学研究科（以下「研究科」という。）博士前期課程学生の修了査定は，本学学位規
則によるほか，この申合せにより行う。 
 

第１条 学生は，所定の期日までに，学位論文審査願を指導教員及び研究科長を経由して，学長に提
出するものとする。 

第２条 副専攻長（教育・学生担当）は，修了予定者に係る学位論文の審査及び最終試験を行うため，
審査委員会を設置する。 

第３条 論文審査委員会の構成等については予め専門分野の了承を得ておくものとする。 
 （1）論文審査委員会は，生命体工学研究科の研究指導を担当する教育職員の中から３人以上の委員

で構成する。 
 （2）論文審査委員会に委員長１名を置き，論文審査委員をもって充てる。 
第４条 論文審査委員会は，論文調査のための「修士論文発表会」を開き，当該学生に係る学位論文

の審査及び最終試験を行い，合否を判定する。 
 （1）論文審査委員会は，論文調査の結果及び最終試験の結果を審議し，合否を判定する。 
 （2）前項の判定には，論文審査委員の３分の２以上の出席により，出席委員の４分の３以上の賛成

を必要とする。 
第５条 論文審査委員長は，判定結果を副専攻長（教育・学生担当）及び専攻会議に報告しなければ

ならない。 
２ 副専攻長（教育・学生担当）は，専攻会議の審議を経て，判定結果を学位論文審査一覧表により

研究科長に報告する。 
 （1）学位論文審査一覧表には，所属，氏名，学生番号，論文題目名，委員長，委員及び判定結果を

記載するものとする。 
 （2）学位論文審査一覧表をもって，本学学位規則に定める論文審査要旨に替えるものとする。 
第６条 研究科長は，運営会議を開催し，修了の査定を行う。 
第７条 修了査定に関し，日程を別表のとおり定める。 
 
   附 則（改正） 
  この申合せは，令和３年２月２６日から施行する。 
   附 則（改正） 
  この申合せは，令和８年４月１日から施行する。 
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別表１ 

区  分 ３月修了 ９月修了 

学位論文・論文審査願提出 ２月上旬 ８月上旬 

修士論文発表会 ２月中旬 ８月中旬 

論文審査委員会 ２月中旬 ８月中旬 

学位論文審査結果報告書提出 ２月下旬 ８月下旬 

修了査定：学務専門部会 ３月上旬 ９月上旬 

修了査定：運営会議 ３月上旬 ９月上旬 

修了査定報告：教授会 ３月中旬 ９月中旬 

学位記授与式 ３月下旬 ９月下旬 
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（17）九州工業大学大学院生命体工学研究科博士の学位審査に関する取扱内規 
 

平 成 １ ５ 年  ９ 月 ２ ５ 日 
生命体工学研究科教授会決定 

 
最終改正  令和 ８年 ２月２６日 

 
九州工業大学大学院生命体工学研究科博士の学位審査に関する取扱内規 

 

 目次 
  第１章 総則（第１条・第２条） 
  第２章 課程博士（第３条－第１０条） 
  第３章 論文博士（第１１条－第１９条） 
  第４章 雑則（第２０条） 
  附則 
 

第１章 総則 
 （目的） 
第１条 この内規は，九州工業大学学位規則（昭和６３年九工大規則第６号。以下「学位規則」とい

う。）第２５条の規定に基づき，九州工業大学大学院生命体工学研究科（以下「研究科」という。）
における博士（工学），博士（情報工学）及び博士（学術）の学位審査について必要な事項を定め
ることを目的とする。 

 （定義） 
第２条 この内規において「課程博士」とは，学位規則第５条の規定に基づき授与される博士の学位

をいい，「論文博士」とは，学位規則第９条及び第１３条の規定に基づき授与される博士の学位を
いう。 

 
第２章 課程博士 

 （申請資格） 
第３条 学位論文審査の申請ができる者は，研究科の博士後期課程に在学し，指導教員による必要な

研究指導が終了したものでなければならない。 
（論文審査の申請時期） 
第４条 論文審査の申請時期は，修了予定時期の３か月前の１２月，３月，６月及び９月とし，申請

に必要な書類の提出締切は当該月の１０日までとする。 
２ 研究科の博士後期課程に３年以上在学し，所定の単位を修得し，かつ必要な研究指導を受けた者

であって，かつ退学時から１年以内に論文審査の申請をする場合は，課程博士の論文の審査を受け
ようとする者（以下「課程申請者」という。）として取り扱う。この場合において，論文審査の申
請は，随時行うことができる。 

 （論文審査の申請） 
第５条 課程申請者は，副専攻長（教育・学生担当）及び研究科長を経て，学長に次に掲げる書類を

提出するものとする。 
（1）学位（博士）論文審査願（学位規則の別記様式第６号） １通 
（2）学位論文 ２通 
（3）参考論文（ある場合のみ） １通 
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（4）論文目録（学位規則の別記様式第８号） １通 
（5）論文要旨（学位規則の別記様式第９号） １通 
（6）履歴書（学位規則の別記様式第１０号） １通 
 （論文審査委員候補者の選出） 
第６条 副専攻長（教育・学生担当）は，論文審査の申請が可となった論文については，次条第１項

の規定に基づき設置される論文審査委員会の審査委員候補者（以下「候補者」という。）として教
授会に推薦するため，研究科の研究指導を担当する教育職員の中から３名以上及び，他研究院の教
育職員，他の大学院又は研究所等の教育職員等を１名以上選出のうえ，論文審査委員会委員候補者
推薦書（別記様式第１号）により研究科長へ推薦するものとする。この場合において，半数以上は
研究科の研究指導を担当する教育職員とするものとする。 

２ 前項の候補者に，指導教員を含めることができる。ただし，指導教員を委員長にすることはでき
ない。 

３ 副専攻長（教育・学生担当）は，本学において大学院担当の資格があると認定された者を除き，
候補者の資格の有無を判定する略歴書及び副専攻長（教育・学生担当）による選任の理由書を添付
するものとする。 

 （論文審査委員会） 
第７条 教授会は，論文を審査するため論文ごとに論文審査委員会を設ける。 
２ 研究科長は，副専攻長（教育・学生担当）からの論文審査委員候補者の推薦に基づき，教授会の

審議を経て，論文審査委員を決定するものとする。 
３ 論文審査委員会に委員長１名を置き，論文審査委員をもって充てる。 
 （論文公聴会） 
第８条 論文審査委員会は，論文審査の段階において，論文公聴会を開くものとする。 
２ 論文公聴会に関し必要な事項は，別に定める。 
 （論文審査結果等の審議） 
第９条 論文審査委員会は，論文審査の結果及び最終試験の結果を審議し，投票により合否を判定す

る。 
２ 前項の判定には，論文審査委員会委員の３分の２以上の出席により，出席委員の４分の３以上の

賛成を必要とする。 
３ 論文審査及び最終試験の評価判定は，合格又は不合格とする。 
４ 投票の結果，否決された論文については，論文審査委員会は，その理由を明確にし，その結果を

文書により論文提出者へ報告しなければならない。 
 （審査結果の報告） 
第１０条 論文審査委員会の委員長は，学位論文審査結果報告書（別記様式第２号－甲）に論文審査

結果の要旨を添えて研究科長及び教授会に報告しなければならない 
２ 研究科長は，事前に，前項の報告書を研究科の教育職員全員に配付するものとする。 
３ 研究科長は，第１項の報告に基づき，教授会の審議を経て，審査結果を学長に報告するものとす

る。 
 

第３章 論文博士 
 （申請資格） 
第１１条 学位規則（昭和６３年九工大規則第６号）第９条の規定により，研究科に論文を提出でき

る者は，次の各号の一に該当するものとする。 
（1）大学院博士前期課程又は修士課程を修了した者で，修了後３年を超える研究歴を有する者 
（2）学校教育法第８３条に定める大学の卒業者で，７年以上の研究歴を有する者 
（3）大学院及び大学の専攻科の入学に関し，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる
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者の指定（昭和２８年文部省告示第５号）の各号に該当する者で，７年以上の研究歴を有する者 
（4）前各号に掲げる者以外の者で，１０年以上の研究歴を有する者 
２ 前項各号の研究歴とは，次の各号に掲げるものをいう。 
（1）学の専任の職員として研究に従事した期間 
（2）大学院を退学した者にあっては，大学院に在学した期間 
（3）研究施設等において専任の職員として研究開発に従事した期間 
（4）前各号と同等以上と認める研究開発に従事した期間 
３ 前項第３号及び第４号の研究に従事した期間の認定は，教授会の審議を経て，研究科長が行う。 
 （論文審査の申請時期） 
第１２条 論文審査の申請時期は，随時行うことができるものとし，申請に必要な書類の提出締切は

各月の１０日までとする。 
 （論文の提出） 
第１３条 学位論文の審査を受けようとする者（以下「論文申請者」という。）は，副専攻長（教育・

学生担当）を経て，研究科長に次に掲げる書類を提出する。 
（1）学位（論文博士）申請書（学位規則の別記様式第７号） １通 
（2）学位論文 ２通 
（3）参考論文（ある場合のみ） １通 
（4）論文目録（学位規則の別記様式第８号） １通 
（5）論文要旨（学位規則の別記様式第９号） １通 
（6）履歴書（学位規則の別記様式第１０号） １通 
（7）申請資格に関する書類 
 （論文審査の申請） 
第１４条 論文申請者は，論文の申請が可となった場合，学位（論文博士）申請書（学位規則の別記

様式第７号）に所定の学位論文審査手数料を添え，研究科長を経て学長に提出するものとする。 
 （論文審査委員候補者の選出） 
第１５条 論文審査委員候補者の選出については，第６条を準用する。 
 （論文審査委員会） 
第１６条 論文審査委員会は，第７条の規定を準用する。 
 （論文公聴会） 
第１７条 論文公聴会は，第８条を準用する。 
 （論文審査結果等の審議） 
第１８条 論文審査委員会は，論文審査の結果及び学力の確認の結果を審議し，投票により合否を判

定する。 
２ 前項の判定には，論文審査委員の３分の２以上の出席により，出席委員の４分の３以上の賛成を

必要とする。 
３ 論文審査及び学力の確認の評価判定は，合格又は不合格とする。 
４ 投票の結果，否決された論文については，論文審査委員会はその理由を明確にし，その結果を文

書により論文提出者へ報告しなければならない。 
 （審査結果の報告） 
第１９条 論文審査委員会の委員長は，学位論文審査結果報告書（別記様式第３号－乙）に論文審査

結果の要旨を添えて研究科長及び教授会に報告しなければならない。 
２ 研究科長は，教授会に報告する前に，前項の報告書を研究科の教育職員全員に配付するものとす

る。 
３ 研究科長は，第１項の報告に基づき，教授会の審議を経て，審査結果を学長に報告するものとす

る。 
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第４章 雑則 
 （雑則） 
第２０条 この内規に定めるもののほか，博士の学位審査に関し必要な事項は，教授会が別に定める。 
 
   附 則（最終改正） 
１ この内規は，令和８年４月１日から施行する。 
２ この内規施行前に入学した学生については，なお従前の例による。 
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別記様式第１号（第６条関係） 
年   月   日 

 

大学院生命体工学研究科長  殿 

専攻名 

副専攻長氏名 
 

論文審査委員会委員候補者推薦書 
 

博士の学位に関する下記の者の学位論文審査委員会委員の候補者として，

下記のとおり推薦します。 

記 
 

論 文 提 出 者  

 審 査 委 員 会 
 
 委 員 候 補 者 

審 査委 員 長  

審 査 委 員  

審 査 委 員  

審 査 委 員  

審 査 委 員  

 
＊ 審査委員会は，４名以上の委員で構成。 
＊ 指導教員は，審査委員長にはなれない。 
＊ 審査委員に，指導教員が加わる場合は、氏名の横に「（指導教員）」と付記す
る。 
 

 

 

 

別記様式第２号－甲（第１０条関係） 
年   月   日 

 

大学院生命体工学研究科長  殿 

論文審査委員会委員長 

氏 名           印 

 

学位論文審査結果報告書 
 

論文提出者  学位 博士（     ） 

学生番号  所属 生命体工学専攻 

論文題目名    

成 績 
学位論文 最終試験 

合 格  不合格 合 格  不合格 

実施日 
論文審査 最終試験 

年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日 

 

審査機関の 
組織及び 
投票結果 

構成員 名 出席者数 名 

投票数 名 可  票，否  票 

（Ａ４版） 
（備考） 
１．論文審査及び最終試験の結果は，合格又は不合格の評語で記入すること。 
２．論文審査及び最終試験の議決には，論文審査委員の２／３以上の出席により，

出席委員の３／４以上の賛成を要する。 
３．論文審査結果の要旨を添付すること。 

 

 
論文審査結果の要旨 

論文提出者  所属 生命体工学専攻 

論文題目名    

論文審査委員会委員長 
  論文審査委員 
  論文審査委員 
  論文審査委員 
  論文審査委員 

  

【論文審査結果の要旨】 
 

  

【最終試験の結果の要旨】 
 

  

 
 

別記様式第３号－乙（第１９条関係） 
年   月   日 

 

大学院生命体工学研究科長  殿 

論文審査委員会委員長 

氏 名           印 

 

学位論文審査結果報告書 
 

論文提出者  学位 博士（     ） 

学生番号  所属 生命体工学専攻 

論文題目名    

成 績 
学位論文 学力の確認 

合 格  不合格 合 格  不合格 

実施日 
論文審査 学力の確認 

年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日 

 

審査機関の 
組織及び 
投票結果 

構成員 名 出席者数 名 

投票数 名 可  票，否  票 

（Ａ４版） 
（備考） 
１．論文審査及び学力の確認の結果は，合格又は不合格の評語で記入すること。 
２．論文審査及び学力の確認の議決には，論文審査委員の２／３以上の出席によ

り，出席委員の３／４以上の賛成を要する。 
３．論文審査結果の要旨を添付すること。 
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論文審査結果の要旨 

論文提出者  所属 生命体工学専攻 

論文題目名    

論文審査委員会委員長 
  論文審査委員 
  論文審査委員 
  論文審査委員 
  論文審査委員 
   

【論文審査結果の要旨】 
 

  

【【学力の確認の結果の要旨】 
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（18）九州工業大学学生交流に関する規則 
 

昭和５９年 ３月１６日 
九 工 大 規 則 第 ６ 号 

 
最終改正  令和 ５年 ２月２０日九工大規則第 ３号 

 

 目次 
  第１章 総則（第１条・第２条） 
  第２章 派遣学生及び派遣研究学生（第３条－第１０条） 
  第３章 特別聴講学生，特別研究学生及び短期訪問学生（第１１条－第１８条） 
  第４章 大学院国際共同教育学生（第１９条－第２２条） 
  第５章 雑則（第２３条） 
  附則 

 

第１章 総則 
 （目的） 
第１条 この規則は，九州工業大学学則（平成１９年九工大学則第１号。以下「学則」という。）の

規定に基づき，九州工業大学（以下「本学」という。）の学生で，他大学等又は他大学の大学院（以
下「他大学等」という。）の授業科目の履修を志願する者（以下「派遣学生」という。）及び，本
学の大学院の学生で，他大学の大学院又は研究所等において研究指導を受けることを志願する者
（以下「派遣研究学生」という。）並びに，他大学等の学生で，本学の授業科目の履修を志願する
者(以下「特別聴講学生」という。）及び，他大学の大学院の学生で，本学の研究指導を志願する者
（以下「特別研究学生」という。）並びに，他の大学若しくは大学院の学生又は外国の大学若しく
は大学院の学生で，短期に本学の教育研究指導等を志願する者（以下「短期訪問学生」という。）
並びに，本学の大学院の学生及び外国の大学の学生で，本学と外国の大学（以下「両大学」という。）
が共同で教育を行い双方が学位を授与する大学院国際共同教育（以下「大学院国際共同教育」とい
う。）を志願する者（以下「大学院国際共同教育学生」という。）の取り扱いに関し，必要な事項
を定めることを目的とする。 

 （大学間の協議） 
第２条 学則第１３条第１項，第３６条第１項及び第３６条の２第１項並びに学則第５５条第１項，

第７６条第１項，第７７条第１項及び第７７条の２第１項に掲げる本学と当該大学との協議は，次
に掲げる事項について，当該学部，学府又は研究科の教授会(以下「教授会」という。）の審議を経
て，学長が行うものとする。 

 （1）授業科目の範囲又は研究題目 
 （2）履修期間又は研究指導期間 
 （3）対象となる学生数 
 （4）単位の認定方法 
 （5）授業料等の費用の取り扱い方法 
 （6）その他必要事項 
２ 派遣学生及び派遣研究学生の派遣並びに特別聴講学生，特別研究学生及び短期訪問学生の受入れ

の許可は，前項の大学間の協議の結果に基づいて行うものとする。ただし，やむを得ない事情によ
り，外国の大学と事前の協議を行うことが困難な場合には，事前協議を欠くことができる。 

 
第２章 派遣学生及び派遣研究学生 

 （出願手続） 
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第３条 派遣学生として，他大学等の授業科目の履修を志願する者は，別に定める期間内に所定の願
書により，当該学部長（大学院にあっては当該学府長又は研究科長。以下「学部長等」という。）
に願い出なければならない。 

２ 派遣研究学生として，他大学の大学院又は研究所等において，研究指導を受けることを志願する
者は，別に定める期間内に所定の願書により，当該学府長又は研究科長（以下「学府長等」という。）
に願い出なければならない。 

 （派遣の許可） 
第４条 前条の願い出があったときは，教授会の審議を経て，学部長等が当該大学等の長に依頼し，

その承認を経て，学長が派遣を許可する。 
 （履修期間） 
第５条 派遣学生の履修期間又は派遣研究学生の研究指導期間は，１年以内とする。ただし，やむを

得ない事情により，履修期間又は研究指導期間を変更する場合は，教授会の審議を経て，学部長等
が当該他大学等の長又は学部等の長と協議の上，学長が許可することができる。 

２ 前項ただし書きの規定により，履修期間又は研究指導期間を延長するときは，通算して２年（派
遣研究学生が大学院博士前期課程の学生である場合は１年）を超えない範囲で許可するものとする。 

（修業年限及び在学期間の取り扱い） 
第６条 派遣学生としての履修期間及び派遣研究学生としての研究指導期間は，本学の修業年限及び

在学期間に算入する。 
 （履修報告書等の提出） 
第７条 派遣学生は履修期間が終了したときは，直ちに学部長等に所定の履修報告書及び当該他大学

等の長又は学部等の長の交付する学業成績証明書を提出しなければならない。 
２ 派遣研究学生は研究指導期間が終了したときは，直ちに学府長等に所定の研究報告書及び当該他

大学等の長又は学部等の長の交付する研究指導状況報告書を提出しなければならない。 
 （単位の認定） 
第８条 派遣学生が他大学等において修得した単位は，教授会の審議を経て，学長が次の単位数を限

度として本学において修得したものとして認定する。 
 （1）学部の学生にあっては６０単位 
 （2）大学院の学生にあっては１５単位，ただし，学則第５６条の規定により修得したものとして認

定する単位数と合わせて２０単位を超えない範囲とする。 
（授業料等） 
第９条 派遣学生又は派遣研究学生（以下「派遣学生等」という。）は，派遣期間中においても学則

に定める授業料を本学に納付しなければならない。 
２ 派遣学生等の受け入れ大学等における授業料その他の費用の取り扱いは，大学間協議により定め

るものとする。 
（派遣許可の取消し） 
第１０条 学長は，派遣学生等が次の各号の一に該当する場合は，教授会の審議を経て，当該他大学

等の学部等の長と協議の上，派遣の許可を取り消すことができる。 
 （1）履修又は研究遂行の見込みがないと認められるとき。 
 （2）派遣学生等として，当該他大学等の諸規則に違反し，又はその本分に反する行為があると認め

られるとき。 
 （3）その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。 
 

第３章 特別聴講学生，特別研究学生及び短期訪問学生 
 （出願手続） 
第１１条 特別聴講学生，特別研究学生及び短期訪問学生（以下「特別聴講学生等」という。）を志

願する者は，次の各号に掲げる書類を別に定める期間内に当該他大学等の長又は学部等の長を通じ
て，学部長等に提出しなければならない。ただし，短期訪問学生については，第２号に規定する証
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明書は省略することができる。 
 （1）本学所定の特別聴講学生願，特別研究学生願又は短期訪問学生願 
 （2）学業成績証明書（写し可） 
 （3）当該他大学等の長又は学部等の長の推薦書 
 （受入れの許可） 
第１２条 特別聴講学生等の受入れの許可は，当該他大学等の長又は学部等の長からの依頼に基づき，

教授会の審議を経て，学長が行う。 
２ 前項の選考の結果に基づき受入れの許可を受け，入学しようとする者は，所定の期日までに，誓

約書を提出しなければならない。 
 （履修期間等） 
第１３条 特別聴講学生の履修期間又は，特別研究学生の研究指導期間は１年以内，短期訪問学生の

教育研究指導等の期間は１週間以上３月以内とする。ただし，やむを得ない事情により履修期間，
研究指導期間又は教育研究指導等の期間を変更する場合は，教授会の審議を経て，学部長等が当該
他大学等の長又は学部等の長と協議の上，学長が許可することができる。 

２ 前項ただし書きの規定により，履修期間又は研究指導期間を延長するときは，通算して２年（特
別研究学生が大学院博士前期課程の学生である場合は１年）を超えない範囲で許可するものとし，
短期訪問学生の教育研究指導等の期間を延長するときは，通算して６月を超えない範囲とする。 

 （授業科目の範囲） 
第１４条 特別聴講学生が履修することのできる授業科目の範囲又は特別研究学生が研究することの

できる研究の範囲は，大学間の協議の定めるところによる。 
２ 短期訪問学生のうち，授業科目の履修を希望する者は，受入れ教員が必要と認めた場合に限り，

授業科目担当教員の許可を得て，当該講義，演習又は実験に出席することができる。 
 （学業成績証明書等） 
第１５条 特別聴講学生が所定の授業科目の履修を修了したときは，学部長等は，学業成績証明書を

交付するものとする。 
２ 特別研究学生が所定の研究を修了したときは，学府長等は，研究指導状況報告書を交付するもの

とする。 
３ 短期訪問学生が所定の教育研究指導等の期間を終了したときは，学部長等は，本人の願い出によ

り，証明書を交付することができる。 
４ 短期訪問学生が，前条第２項の規定により授業科目の履修を修了したときは，学業成績証明書を

交付することができる。 
 （学生証） 
第１６条 特別聴講学生等は，所定の学生証の交付を受け，常に携帯しなければならない。 
（検定料，入学料及び授業料） 
第１７条 特別聴講学生等に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 
２ 特別聴講学生等が国立大学等の学生であるときは，本学での授業料は徴収しない。 
３ 特別聴講学生等が公立若しくは私立の大学等又は外国の大学等の学生であるときは，九州工業大

学授業料その他の費用に関する規程（平成１６年九工大規程第４７号。以下「費用規程」という。）
に定める聴講生又は研究生の授業料と同額の授業料を所定の期日までに納入しなければならない。
ただし，短期訪問学生について，受入れ期間が１月に満たないときは，次の各号に定める授業料を
納入しなければならない。 

 （1）学部の学生にあっては，費用規程第３条第１項別表第１に定める聴講生の１単位分の授業料 
 （2）大学院の学生にあっては，費用規程第３条第１項別表第１に定める研究生の月額分の授業料 
４ 前項の規定にかかわらず，次の各号の一に該当する特別聴講学生等に係る授業料は，徴収しない。 
 （1）大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収実施要項（平成８

年１１月高等教育局長裁定）に基づく場合 
 （2）大学間特別研究学生交流協定に基づく授業料の相互不徴収実施要項（平成１０年３月高等教育
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局長裁定）に基づく場合 
 （3）大学間交流協定（学部間交流協定及びこれに準ずる協定を含む。）に基づく外国人留学生に対

する授業料等の不徴収実施要項（平成３年４月学術国際局長裁定）に基づく場合 
５ 既納の授業料は，還付しない。 
（受入れ許可の取り消し） 
第１８条 特別聴講学生等が次の各号の一に該当する場合は，教授会の審議を経て，学部長等が，当

該他大学等の長又は学部等の長と協議の上，学長が受入れ許可を取り消すことができる。 
 （1）履修又は研究の見込みがないと認められるとき。 
 （2）特別聴講学生等として，本学の諸規則に違反し，又はその本分に反する行為があると認められ

るとき。 
 （3）その他受入れの趣旨に反する行為があると認められるとき。 
 

第４章 大学院国際共同教育学生 
 （出願及び選考等） 
第１９条 大学院国際共同教育学生は，両大学の大学院に在学する学生のうち，大学院国際共同教育

を希望する者の中から両大学において選考の上，決定する。 
２ 大学院国際共同教育学生は，両大学において大学院学生としての身分を有する。 
 （留学） 
第２０条 大学院国際共同教育学生が外国の大学院において教育を受ける期間は，留学として取り扱

う。 
２ 前項により留学するときは，あらかじめ学長の許可を得るものとする。 
３ 第１項により留学した期間は，本学の修業年限及び在学期間に算入する。 
 （履修方法等） 
第２１条 教育課程及び履修方法等は両大学の定めるところによる。 
２ 本学における教育及び研究指導の期間は，留学の期間を除き，１年以上とする。 
３ 学位論文は，両大学において指導教員の共同指導のもと，それぞれ作成するものとする。 
４ 両大学は，大学院国際共同教育学生の受入に際し，それぞれ指導教員を定め，共同で履修指導を

行うものとする。 
５ その他の大学院国際共同教育の履修方法等に関し必要な事項は，別に定める。 
 （検定料，入学料及び授業料） 
第２２条 検定料，入学料及び授業料の取り扱いは，大学院国際共同教育を行う当該大学との交流協

定に基づくものとする。 
 

第５章 雑則 
 （雑則） 
第２３条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 
 
   附  則（最終改正分） 
  この規則は，令和５年４月１日から施行する。 
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（19）九州工業大学情報システム利用規程 
 

平成２０年 ７月 ２日 
九 工 大 規 程 第 ２ ２ 号 

 
最終改正 令和 ４年 ４月１８日九工大規程第 １０号 

 
九州工業大学情報システム利用規程 

 
 （目的） 
第１条 この規程は、九州工業大学（以下「本学」という。）における情報システムの利用に関する事

項を定め、情報セキュリティの確保と円滑な情報システムの利用に資することを目的とする。 
 （定義） 
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 
（1）ポリシー 本学が定める九州工業大学情報セキュリティポリシーに関する基本規程をいう。 
（2）その他の用語の定義は、ポリシーで定めるところによる。 

 （適用範囲） 
第３条 この規程は本学構成員及び許可を受けて本学情報システムを利用する者に適用する。 
 （遵守事項） 
第４条 本学情報システムの利用者は、この規程及び本学情報システムの利用に関する手順、九州工業

大学個人情報の保護に関する規則（令和４年九工大規則第６号）及び九州工業大学個人情報の管理に
関する規程（令和４年九工大規程第１０号）を遵守しなければならない。 

 （アカウントの申請） 
第５条 本学情報システムを利用する者は、本学情報システム利用申請書を各情報システムにおける情

報セキュリティ責任者に提出し、情報セキュリティ責任者からアカウントの交付を得なければならな
い。 ただし、個別の届出が必要ないと、あらかじめ情報セキュリティ責任者が定めている場合は、
この限りではない。 

２ 学外者に本学情報システムを臨時的利用させることを目的としてアカウントの交付を受ける場合、
申請者は学外者に本規程を遵守させなければならない。 

３ 前項の目的によるアカウントの利用が不要になった場合、申請者は速やかに情報セキュリティ責任
者に届け出なければならない。 

 （ID とパスワードによる認証の場合） 
第６条 利用者は、アカウントの管理に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
（1）利用者は、アカウントを利用して、学外から本学情報システムにアクセスする場合には、定め

られた手順に従ってアクセスしなければならない。 
（2）利用者は、自分のアカウントを他者に使用させ、または認証情報を他者に開示してはならない。 
（3）利用者は、他者の認証情報を聞き出し、又は使用してはならない。 
（4）利用者は、パスワードを利用者パスワードガイドラインに従って適切に管理しなければならな

い。 
（5）利用者は、アカウントによる認証接続中の利用者端末において、他の者が無断で画面を閲覧・

操作することができないように配慮しなければならない。 
（6）学外の不特定多数の人が操作（利用）可能な端末を用いてアカウントによる認証接続を行って

はならない。 
（7）利用者は、アカウントを他者に使用され、又はその危険が発生した場合には、直ちに情報セキ

ュリティ責任者にその旨を報告しなければならない。 
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（8）利用者は、システムを利用する必要がなくなった場合は、遅滞なく情報セキュリティ責任者に届
け出なければならない。ただし、個別の届出が必要ないと、あらかじめ情報セキュリティ責任者が
定めている場合は、この限りでない。 

 （IC カードを用いた認証の場合） 
第６条の２ IC カードの交付を受けた利用者は、IC カードの管理について次の各号を遵守しなければ

ならない。 
（1）IC カードを本人が意図せずに使われることのないように安全措置を講じて管理しなければなら

ない。 
（2）IC カードを他の者に付与若しくは貸与、又は他の者の IC カードを使用したりしてはならない。 
（3）IC カードを紛失しないように管理しなければならない。紛失した場合には、直ちに情報セキュ

リティ責任者にその旨を報告しなければならない。 
（4）IC カードを利用する必要がなくなった場合、又は利用資格がなくなった場合は、これを情報セ

キュリティ責任者が定める手続きによりに返納しなければならない。 
（5）IC カードに記載された券面及び格納された電子証明書の内容が変更される場合には、遅滞なく

情報セキュリティ責任者にその旨を報告しなければならない。 
（6）情報セキュリティ責任者が IC カードに格納した電子証明書を、情報セキュリティ責任者の許

可なく削除してはならない。 
（7）IC カード使用時に利用する PIN は、利用者パスワードガイドラインに準じて適切に管理しな

ければならない。 
 （情報機器の利用） 
第７条 利用者は、様々な情報の作成、利用及び保存等のための情報機器の利用にあたって、次の各号

に従わなければならない。 
（1）利用者は、本学情報ネットワークに新規かつ固定的に情報機器を接続しようとする場合は、事

前に接続を行おうとする部局の情報セキュリティ責任者に接続の許可を得なければならない。た
だし、情報コンセントや無線 LAN からあらかじめ指定された方法により本学情報システムに接
続する場合はこの限りではない。 

（2）利用者は、前号により許可を受けた情報機器の利用を取りやめる場合には、情報セキュリティ
責任者に届け出なければならない。 

（3）情報機器において、認証システム及びログ機能を動作させることが定められている場合には、
それらの機能を設定し、動作させなければならない。なお、不正ソフトウェア対策機能が導入さ
れている機器にあっては、その機能が最新の状態でシステムを保護するように努めなければなら
ない。 

（4）情報機器は既知の脆弱性の影響を被ることのないよう可能な限り最新の状態を保たなければな
らない。 

（5）利用者は、情報漏えいを発生させないように対策し、情報漏えいの防止に努めなければならな
い。 

（6）利用者は、情報機器の紛失及び盗難を発生させないように注意しなければならない。 
（7）情報機器の紛失及び盗難が発生した場合は、速やかに情報システムセキュリティ管理者に届け

出なければならない。 
（8）別途定める情報機器取扱ガイドラインに従い、これらの情報機器の適切な保護に注意しなけれ

ばならない。 
 （利用者による情報セキュリティ対策教育の受講義務） 
第８条 利用者は、毎年度１回は、年度講習計画に従って、本学情報システムの利用に関する教育を受

講しなければならない。 
２ 教職員等（利用者）は、着任時、異動時に新しい職場等で、本学情報システムの利用に関する教育

を原則として受講しなければならない。 
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３利用者は、情報セキュリティ対策の訓練に参加しなければならない。 
 （情報の取り扱い） 
第９条 利用者は、格付けされた情報を情報格付け取扱手順に従って取り扱わなければならない。 
 （制限事項） 
第 10 条 本学情報システムについて次の各号に定める行為を行う場合には、統括情報セキュリティ責

任者の許可を受けなければならない。 
（1）ファイルの自動公衆送信機能を持った P2P ソフトウェアを教育・研究目的で利用する行為 
（2）教育・研究目的で不正ソフトウェア類似のコード並びにセキュリティホール実証コードを作成、

所持、使用及び配布する行為 
（3）ネットワーク上の通信を監視する行為 
（4）本学情報機器の利用情報を取得する行為及び本学情報システムのセキュリティ上の脆弱性を検

知する行為 
（5）本学情報システムの機能を著しく変える可能性のあるシステムの変更 

 （禁止事項） 
第 11 条 利用者は、本学情報システムについて、次の各号に定める行為を行ってはならない。 
（1）当該情報システム及び情報について定められた目的以外の利用 
（2）指定以外の方法による本学情報システムへのアクセス行為 
（3）あらかじめ指定されたシステム以外の本学情報システムを本学外の者に利用させる行為 
（4）守秘義務に違反する行為 
（5）差別、名誉毀損、信用毀損、侮辱、ハラスメントにあたる行為 
（6）個人情報やプライバシーを侵害する行為 
（7）前条第２号に該当しない不正ソフトウェアの作成、所持及び配布行為 
（8）著作権等の財産権を侵害する行為 
（9）通信の秘密を侵害する行為 
（10）営業ないし商業を目的とした本学情報システムの利用。ただし、最高情報セキュリティ責任者

が認めた場合はこの限りではない。 
（11）過度な負荷等により本学の円滑な情報システムの運用を妨げる行為 
（12）不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11 年法律第 128 号）に定められたアクセス制

御を免れる行為、またはこれに類する行為 
（13）その他法令に基づく処罰の対象となる行為 
（14）上記の行為を助長する行為 

 （違反行為への対処） 
第 12 条 利用者の行為が前条に掲げる事項に違反すると被疑される行為と認められたときは、情報セ

キュリティ責任者は速やかに調査を行い、事実を確認するものとする。事実の確認にあたっては、可
能な限り当該行為を行った者の意見を聴取しなければならない。 

２ 情報セキュリティ責任者は、上記の措置を講じたときは、遅滞無く統括情報セキュリティ責任者にそ
の旨を報告しなければならない。 

３ 調査によって違反行為が判明したときは、情報セキュリティ責任者は統括情報セキュリティ責任者 
を通じて次の各号に掲げる措置を講ずるよう依頼することができる。 

（1）当該行為者に対する当該行為の中止命令 
（2）管理運営部局に対する当該行為に係る情報発信の遮断命令 
（3）管理運営部局に対する当該行為者のアカウント停止、または削除命令 
（4）ネットワークセキュリティ基盤運用室への報告 
（5）本学学則及び就業規則に定める処罰 
（6）その他法令に基づく措置 

 （電子メールの利用） 
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第 13 条 利用者は、電子メールの利用にあたっては、別途定める電子メール利用ガイドライン及び学
外情報セキュリティ水準低下防止手順に従い、規則の遵守のみならずマナーにも配慮しなければなら
ない。 

 （ウェブの利用及び公開） 
第 14 条 利用者は、ウェブの利用及びウェブによる情報公開に際し、次の各号に従わなければならな

い。 
（1）利用者は、ウェブブラウザを利用したウェブサイトの閲覧、情報の送信又はファイルのダウン

ロード等を行う際には、ウェブブラウザ利用ガイドラインに従わなければならない。 
（2）利用者は、部局学術情報委員会に許可を得て、情報発信ガイドラインに従いウェブページを作

成し、公開することができる。 
（3）利用者は、ウェブサーバを運用し情報を学外へ公開する場合は、事前に各部局の学術情報委員

会に申請し、許可を得なければならない。また、ウェブサーバを公開する利用者は、運用期間中、
ウェブサーバの脆弱性対策や情報の改ざんに関する点検を定期的に行わなければならない。 

（4）ウェブページやウェブサーバ運用に関して、本規程及びガイドラインに違反する行為が認めら
れた場合には、ネットワークセキュリティ基盤運用室又は各部局の学術情報委員会は公開の許可
の取り消しやウェブコンテンツの削除を行うことができる。 

 （学外からの本学情報システムの利用） 
第 15 条 利用者は、学外からの本学情報システムへのアクセスにおいて、次の各号に従わなければな

らない。 
（1）利用者は、学外から本学情報システムへアクセスする場合には、事前に統括情報セキュリティ

責任者の許可を得たうえで、指定された方法で利用しなければならない。 
（2）利用者は、アクセスに用いる情報システムを許可された者以外に利用させてはならない。 
（3）利用者は、統括情報セキュリティ責任者の許可なく、これらの情報システムに要保護情報を複

製保存してはならない。 
 （安全管理義務） 
第 16 条 利用者は、自己の管理する情報機器について、本学資産であるか否か、及び本学情報ネットワ

ークとの接続の状況に関わらず、安全性を維持する一次的な担当者となることに留意し、次の各号に
従って利用しなければならない。 

（1）ソフトウェアの状態及び不正ソフトウェア対策機能を最新に保つこと。 
（2）不正ソフトウェア対策機能により不正プログラムとして検知されるファイル等を開かないこと。 
（3）不正ソフトウェア対策機能の自動検査機能を有効にしなければならない。 
（4）不正ソフトウェア対策機能により定期的にすべての電子ファイルに対して、不正プログラムが

存在しないことを確認すること。 
（5）外部からデータやソフトウェアを情報機器に取り込む場合又は外部にデータやソフトウェアを

提供する場合には、不正ソフトウェアが存在しないことを確認すること。 
（6）常に最新のセキュリティ情報に注意し、不正ソフトウェア感染の予防に努めること。 

 （インシデント対応） 
第 17 条 利用者は、本学情報システムの利用に際して、インシデントを発見したときは、インシデント

対応手順に従って行動しなければならない。 
 （学外の情報セキュリティ水準の低下を招く行為の防止） 
第 18 条 利用者は、学外の情報セキュリティ水準の低下を招く行為を行ってはならない。 
 （雑則） 
第 19 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
  
   附 則（最終改正分） 
  この規程は、令和４年４月１８日から施行し、令和４年４月１日から適用する。  
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Ⅵ．九州工業大学の学生等個人情報の取扱い 
個人情報の適正な取扱いのルール 
 九州工業大学（以下「本学」という。）では、大学が保有する受験生、在学生、卒業生・修了生・保
証人などの個人情報を保護することが、個人のプライバシーの保護のみならず、大学の社会的責務で
あると考えます。 本学は、「個人情報の保護に関する法律」、その他関係法令、並びに本学が定める諸
規定に基づき、個人情報を 適正に取り扱います。 
 また、本学が保有する個人情報については、漏洩、減失及び改ざんを防止するために、安全保護に
必要な措置を講じます。 
 
利用目的の明確化 
 本学では、大学管理運営、入学試験、教育研究、学生支援（福利厚生・生活指導・キャリア指導）、
同窓会活動等、大学の運営に必要と認められる個人情報を、以下の利用目的のために収集します。 
 なお、本来の利用目的の範囲を超えて使用する場合には、本人からの同意を得るものとします。 
【利用目的】 

◎学内で利用するもの 
  ・入学試験の実施、入学者選抜方法等を検討するため 
  ・学生の学籍を管理するため 
  ・学生証、各種証明書の発行のため 
  ・授業料の納付、督促のため 
  ・図書等の貸し出し・返却等のため 
  ・学内施設管理のため 
  ・大学行事等案内のため 
  ・卒業後の各種案内・照会のため 
  ・授業関連事項の実施のため 
  ・学術交流協定などによる交流目的のため 
  ・学生の健康管理のため 
  ・授業料免除・奨学金貸与等の目的のため 
  ・学生生活相談等のため 
  ・卒業後の進路に関する情報の管理のため 
  ・学修状況の分析や教育改善のため 
  ・学内での任用される際の情報確認のため 
  ・その他教育・研究・学生支援業務等、本学の運営の目的のため 
◎学外に提供されるもの 
 ○学生に関する情報で、当該保証人等に提供されるもの 
  ・保証人へ学費未納者の督促のため 
  ・保証人へ成績に関する情報提供のため 
  ・保証人との成績、履修等相談のため 
  ・その他保証人への督促で、教育・研究・学生支援業務等、本学の運営の目的のため 
 ○同窓会（明専会）との協力協定に基づき、同窓会に提供されるもの 
  ・同窓会名簿作成・同窓会からの各種案内等のため 
 ○法令等の規定に基づき、国その他公的機関に提供されるもの 

 
個人情報の取得及び保有 
 個人情報の取得は、下記の方法で行います。 
【取得方法】 

 （1）入学試験時に取得するもの 
 （2）入学手続時及び入学後に提出する書類・電磁的記録・インターネット等の通信手段を通じて
取得するもの 
 （3）教育指導により取得するもの 
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 （4）授業の履修及び成績評価に伴い取得するもの 
 （5）情報システムセキュリティ管理上取得するもの 
 （6）学生健康診断及び問診等により取得するもの 
 （7）その他届出により取得するもの 

 
大学が付与する個人情報 
 本学では、学籍番号、コンピュータを使用する際の ID 及び仮パスワード、学生電子メールアドレ
スを、本学から自動的に付与しますので、これら個人情報の自己管理の重要性も充分ご認識ください。 
 
利用方法 
 収集した個人情報は、利用目的に沿って適正に利用します。なお、学内において学生へ連絡のため、
学内掲示板に学生番号・氏名を掲示することがあります。 
 
第三者への個人情報の提供について 
 本学は、法律の定める例外（「個人情報の保護に関する法律」第 27 条第 1 項第 2 号から第 7 号」）
の規定による時、及び本学が認める同窓会（明専会）、日本学生支援機構等、特定の第三者には、本人
の同意なしに個人情報を提供することがあります。 

 ○学生に関する情報で、必要な範囲で特定第三者に提供されるもの 
・奨学金返還免除申請時に、医師・市区町村長等に提供することがあります。 
・私費外国人留学生学習奨励費支給に関し、日本学生支援機構に提供することがあります。 
・学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険申請、インターンシップ・教職資格活

動等賠償責任保険、外国人留学生向け学研災付帯学生生活総合保険及び学研災付帯海外留学
保険申請に関し、日本国際教育支援協会に提供します。 

・奨学金貸与申請及び返還に関し、日本学生支援機構に提供します。 
・同窓会（明専会） 
・保証人 

 業務委託について、個人情報の処理又は管理を外部に委託する場合には、個人情報を適切に取り扱
っていると認められる者に限定し、かつ契約に際して法令及び本学の規程等の遵守を求めます。 
 また、法令に基づき、保有個人情報を個人が特定できないように加工したもの（独立行政法人等匿
名加工情報） を第三者へ提供することがあります。 
 
個人情報の開示・訂正等 

 ○保有個人データの開示 
 本人から自己に関する保有個人データの開示の請求があった場合は、下記の各号に掲げるも
のを除き、速やかに開示します。 

１）開示することが他の法令に違反することとなる場合 
２）開示をすることにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそ

れがある場合 
３）個人の指導、評価、診断、選考等に関する保有個人データであって、開示をすることに

より、当該指導、評価、診断、選考等に著しい支障が生ずるおそれがある場合 
４) 開示をすることにより、大学の運営の適正な執行に支障が生じ、又は請求自体が大学の

業務に著しい支障を生ずる場合 
 

 ○個人情報の訂正及び利用停止 
 学生、保証人の皆様は、個人情報の開示、訂正、追加、削除又は利用の停止を請求すること
ができます。 
 また、本人から自己に関する個人データの訂正、追加、削除又は利用の停止（以下「訂正等」
という。）の申し出があったときは、調査を行い、訂正等を必要とする場合は、遅滞なく訂正等
を行います。 
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Ⅶ．諸願届及び手続きについて 
 

諸願届及び手続きについては、教務・入試係または学生・留学生係へ申し出ること。 

種    別 所   要   事   項 

休 学 願 
保証人の連署を要する。 

疾病その他やむを得ない事由により、2 ヶ月以上就学を休止しよう
とする場合には、原則として１ヶ月前までに医師の診断書又は詳細な
事由書を添えて願い出て、許可を受けなければならない。（様式 1） 

復 学 願 
保証人の連署を要する。 

休学期間が満了になったとき、又は休学期間中において事由の減少
したときは、原則として１ヶ月前までに願い出て、許可を受けなけれ
ばならない。疾病の快復により復学する者は、医師の診断書を添付す
ること。                      （様式 2） 

退 学 願   
保証人の連署を要する。 

事由を詳記して(病気の場合は、医師の診断書添付)、原則として１ヶ
月前までに願い出て、許可を受けなければならない。  （様式 3） 

死 亡 届 
死亡診断書を添付して 10 日以内に届け出なければならない。 

（様式適宜） 

改姓名届 戸籍抄本を添えて 10 日以内に届け出なければならない。（様式 4） 

保証人変更届 
保証人を変更した場合に届け出なければならない。（新保証人によ

る保証書を添付すること。）              （様式 5） 

欠 席 届 

疾病その他やむを得ない事由により、欠席(2 ヶ月以内)する場合は、
届け出ること。 

なお、疾病による場合は、医師の診断書を添付すること。（様式6） 

住所変更届 転居したときは、3 日以内に届け出ること        （様式 7） 

学 生 証 

紛失した場合は、直ちに届け出て再交付を受けること。 
なお、修了・退学等により学籍を離れるときは、直ちに返納しなけ

ればならない。 

学業成績証明書   
単位修得証明書   
その他諸証明書 

証明書発行願に必要事項を記入して申し込むこと。 
なお、証明書の交付は、申し込みの 2 日後になるので余裕をもって

申し込むこと。 

通学証明書 

学生証を提示し、所定の手続きをとって交付を受けること。通学定
期券購入のための通学証明書は、現住所の最寄駅から大学までの区間
について交付する。 

在学証明書 
修了見込証明書 
旅客運賃割引証（学  割） 

学生証により、自動証明書発行機で交付が受けられる。 

 
「注」 
１．様式１～７についての書式は次頁以降参照のこと。 
２．旅客運賃割引証（学割証） 

学生が帰省、実験実習、体育活動、文化活動、就職等のためにＪＲの鉄道、航路又は自動車線で旅行しよう
とするときは、学生証を呈示のうえ学割証の交付を受けることができる。 
（1）１人あたりの年間交付枚数 10 枚以内 
（2）有効期限は発行日から 3 ヶ月間 
（3）他人名義の割引証を使用したり、又、他人に割引証を貸したり学生証を所持しないで乗車したときなど

は、普通旅客運賃の 3 倍の追徴金を支払わねばならない。 
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様式 1 
 
 

様式 2 
 
 

様式 3 
 
 

様式 4 
 

改 姓 名 届 
 

年  月  日 
 

殿 
（学生番号      ） 

類・学科・分野・コース・専攻第  年次 
 

（ふりがな） 
氏名 

 
下記のとおり改姓（改名）しましたので、お届けいたします。 

 
記 

 
（ ふ り が な ）  

改 姓 名   

英 字 改 姓 名   

旧 姓 名   

事 由   

改 姓 名 年 月 日  年    月    日  
九 工 大 メ ー ル  
ア ド レ ス 変 更 希 望  有 ・ 無  

上 記 有 り の 場 合 
変 更 希 望 年 月 日 

[第一希望]  年 月 日 午前・午後 
[第二希望]  年 月 日 午前・午後 
[第三希望]  年 月 日 午前・午後 

※英字改姓名は、新メールアドレスに使用します。 
 

 
 

休学願 Request for Leave of Absence 
 

九州工業大学長      殿          提出日：     年   月   日 
To President, Kyushu Institute of Technology      （Date）  (Year )     ( Month )     ( Day) 

所属  
Department 

Group:                    類  
Department:                          学科  
Division:                               分野  
Course:                               コース  
Department:                          専攻  

学生番号 /Student No. 

 

（ふりがな）  
氏名 /Name 印[Seal] 学年 /Grade 

生年月日 Date 
of Birth 

年   月   日  
(Year)     ( Month )    ( Day)     年  

住所 Address 
電話番号 Phone 

〒（Postal code）    －      
 
 
TEL（PhoneNumber）     －      －       

保証人欄  
Not required 
for 
international 
students 

氏名  印  

住所  
電話番号  

（〒    －     ）  
 
 
TEL     －      －   

 

下記の理由により、     年   月  日から     年   月  日まで 

休学したいので、許可願います。I request approval for a leave of absence from               

(Year / Month / Day) to                (Year / Month / Day) for the reason circled below. 

主要な理由を１つ選択してください（１の病気，けがの場合は、医師の診断書を添付すること。）  
Please circle one main reason from the following options. (In the case of 1. Illness or injury, it is necessary to 

attach a medical certificate from a physician.) 
１．病気，けがのため 

Illness or injury ２．修学意欲減退 
Loss of motivation to study ３．学業不振 

Poor academic performance ４．進路再考 
Reconsideration of career 

path 
５．家庭の事情 

Family circumstances ６．経済的理由 
Economic reason ７．就職（勤務の都合） 

Employment (work-related 
reasons) 

８．他大学受験 
Examination at other 

university 
１０．その他 

Other ９．留学等のため To study abroad, etc. 
 

留学先国・地域名Country/region of study：                                               
留学等予定期間：      年  月  日～   年  月  日 

Duration.：              (Year / Month / Day)  to            (Year / Month / Day) 

※ 上記に記した項目の詳細を記入して下さい。*Please provide details for the item selected above. 

〔                  〕 

 
 

復学願 Request for Resumption of Studies 
 

九州工業大学長      殿          提出日：     年   月   日 
To President, Kyushu Institute of Technology     （Date）   (Year )     ( Month )     ( Day) 

所属  
Department 

Group:                    類  
Department:                          学科  
Division:                               分野  
Course:                               コース  
Department:                          専攻  

学生番号 /Student No. 

 

（ふりがな）  
氏名 /Name 印[Seal] 学年 /Grade 

生年月日
Date of Birth 

年   月   日  
(Year)     ( Month )    ( Day)         年  

住所 Address 
電話番号
Phone 

〒（Postal code）    －      
 
 
TEL（PhoneNumber）     －      －       

保証人欄  
Not required 
for 
international 
students 

氏名  印  

住所  
電話番号  

（〒    －     ）  
 
 
TEL     －      －   

 
かねてから休学中のところ、このたび     年    月    日から 

復学したいので、許可願います。 
I request approval to return from a leave of absence and resume my studies from                 
(Year / Month / Day). 

 

※ 病気休学中者は、医師の診断書を添付すること。 

*Students on an illness/injury-related leave of absence are required to attach a medical certificate 
from a physician. 

 

 

退学願 Request for Withdrawal 
 

九州工業大学長      殿          提出日：     年   月   日 
To President, Kyushu Institute of Technology      （Date）  (Year )     ( Month )     ( Day) 

所属  
Department 

Group:                 類  
Department:                       学科  
Division:                            分野  
Course:                            コース  
Department:                       専攻  

学生番号 /Student No. 

 

（ふりがな）  
氏名 /Name 印[Seal] 学年 /Grade 

生年月日
Date of Birth 

年   月   日  
(Year)     ( Month )    ( Day)          年  

住所 Address 
電話番号
Phone 

〒（Postal code）    －      
 
 
TEL（PhoneNumber）     －      －       

保証人欄  
Not required 
for 
international 
students 

氏名  印  

住所  
電話番号  

（〒    －     ）  
 
 
TEL     －      －   

 
下記の理由により、        年     月    日付けで、退学したいので、

許可願います。I request approval for withdrawal as of                   (Year / Month / Day) 

for the reason circled below. 

主要な理由を１つ選択してください（１の病気，けがの場合は、医師の診断書を添付すること。）  
Please circle one main reason from the following options. (In the case of 1. Illness or injury, it is necessary to 

attach a medical certificate from a physician.) 
１．病気，けがのため 

Illness or injury ２．修学意欲減退 
Loss of motivation to study ３．学業不振 

Poor academic performance ４．進路再考 
Reconsideration of career 

path 
５．家庭の事情 

Family circumstances ６．経済的理由 
Economic reason ７．就職（勤務の都合） 

Employment (work-related 
reasons) 

８．他大学受験 
Examination at other 

university 
９．単位取得退学・

飛び級退学 Withdrawal 
accompanying course 

completion/level 
advancement 

１０．留学等のため To study abroad, etc. 
 

留学先国・地域名Country/region of study：                                               
留学等予定期間：      年  月  日～   年  月  日 

Duration.：              (Year / Month / Day)  to            (Year / Month / Day) 
１１．その他 

Other  
※ 上記に記した項目の詳細を記入して下さい。*Please provide details for the item selected above. 

〔                  〕 
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様式 5 
 

保 証 人 変 更 届 
 

年  月  日 
 

殿 
（学生番号      ） 

類・学科・分野・コース・専攻第  年次 
 

（ふりがな） 
氏名 

 
こ の た び 下 記 の と お り 変 更 し ま し た の で ，

お 届 け し ま す 。  
 

記 
 

  
（〒  ‐   ）（TEL    ） 

新保証人 住所 
 
 氏名 
 

（〒  ‐   ）（TEL    ） 
旧保証人 住所 

 
 氏名 
 
事  由 

 
※保証書を添付すること 

様式 6 
 

欠  席  届 
 

年  月  日 
 

殿 
（学生番号      ） 

類・学科・分野・コース・専攻第  年次 
 

本人氏名 
保証人住所 

〃 氏名 
 

こ の た び 下 記 に よ り 欠 席 し ま す の で ，  
お 届 け い た し ま す 。  

 
記 

 
1. 欠 席 日 
 
   年  月  日から 
   年  月  日まで 

 （    日間） 
 
2. 欠席の理由 

 
 

（注）病気で一週間以上欠席した場合は， 
医師の診断書を添付すること 

様式 7 
 

住 所 等 変 更 届 
 

年  月  日 
 

殿 
（学生番号      ） 

類・学科・分野・コース・専攻第  年次 
 

（ふりがな） 

氏名 
 

このたび下記のとおり住所を変更しましたので、
お届けいたします。 

 
記 

 

転 居 年 月 日 年    月   日 

住 居 区 分 0. 自宅  1. 学寮  2. 下宿  3. 間借り 
4. その他（             ） 

新 住 所 

（〒   -   ） 
 
 

TEL   -   -     

旧 住 所 

（〒   -   ） 
 
 

TEL   -   -     
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Ⅷ．非常変災時における授業等の取扱に関する申合せ 
 

改正 平成１９年１０月１日 
平成２２年 ３月３１日 
平成３０年１０月２２日 
令和 ５年 １月２５日 

 
 この申合せは、福岡県下に暴風警報、大雨警報、洪水警報等が発令された場合及び地震災害等が発
生した場合に、学生の事故の発生を防止することを目的として、授業（試験を含む）の取扱に関し必
要な事項を定める。  
 
１．暴風警報、大雨警報、洪水警報 
（1）台風接近に伴い福岡県下に警報等が発令され、JR 九州、西鉄バスなどの各種公共交通機関が運

休した場合は、次のとおり措置する。 
     運休解除時刻             授業の取扱い 
午前 6 時以前に解除された場合 ······················································ 全日授業実施 
午前 9 時以前に解除された場合 ······················································ 午前休講・午後授業実施 
午前 9 時を経過しても解除されない場合································ 全日授業休講 
※交通機関等の解除に関する確認はラジオ、テレビ等の報道による。 

（2）その他台風等の災害により通学が困難と認められる場合の休講措置については、各学部の学部
長及び生命体工学研究科長の判断で行う。 

 
２．地震災害 
 地震災害時の休講措置については、地震の規模、交通機関の運休状況を基に各学部の学部長及び生
命体工学研究科長の判断で行う。 
 
３．降雪等災害 
 大雪警報が発令された場合の休講措置については、第 1 項（１）の取扱いを準用する。 
 なお、大雪警報が発令されない場合でも、降雪、道路凍結により通学が困難と認められる場合は、
各学部の学部長及び生命体工学研究科長の判断で休講措置を行う。 
 
４．その他の災害等 
 その他の災害及び JR 九州等の各種公共交通機関の障害等により必要と認められる場合の休講措置
については、交通情報を基に各学部の学部長及び生命体工学研究科長の判断で行う。 
 
５．ストライキに伴う授業措置 
 公共交通機関におけるストライキの場合の休講措置については、第 1 項（１）の取扱いを準用する。 
 
６．遠隔授業システムを用いた授業の場合の措置 
 キャンパス間にて遠隔授業システムを用いた授業については、上記第１項から５項の非常変災に該
当し、いずれかのキャンパスが休講措置となった場合、他方のキャンパスも該当科目の授業は休講と
する。 
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７．学生への措置 
 上記第１項から５項の非常変災に該当せず休講措置されない場合でも、通学が困難なため学生が授
業に欠席した場合、学生の届出により授業担当教員はその学生が通学不能であったと判断した場合に
は、本人の不利益にならないよう配慮する。 
 
８．その他の措置 
 上記以外に学長が指名する副学長から別途指示があった場合は、その指示に従う。 
 
９．休講措置の周知方法等 
（1）担当課は、学生に対して掲示等により速やかに周知させるとともに、電話等による問い合わせ

に速やかに応じる。 
（2）九州工業大学のホームページに掲載する。 

 非常勤講師に対する連絡体制を確立させておく。 
 
10．休講措置の補講 

 休講措置をした場合は、当該学期の授業調整期間に補講を行う。 
 
   附 則 
  この申合せは、平成１７年９月１２日から施行する。 
   附 則 
  この申合せは，平成１９年１０月１日から施行する。 
   附 則 
  この申合せは，平成２２年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この申合せは，平成３０年１０月２２日から施行する。 
   附 則 
  この申合せは，令和５年１月２５日から施行し，令和４年４月１日より適用する。 
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Ⅸ．附属図書館利用案内 
https://www.lib.kyutech.ac.jp/library/ 

 
 若松キャンパスの皆様は、北九州学術研究都市「学術情報センター」と、九州工業大学の図書館（戸
畑・飯塚に各１館）をご利用いただけます。ここでは、九州工業大学附属図書館の利用についてご案
内します。 
 北九州学術研究都市「学術情報センター」の利用については、ウェブサイト（http://media-
lib.hibikino.ne.jp/）をご参照ください。 
 
 開館日・開館時間 

曜日 授業期間 春・夏・冬季及び 
臨時休業期間 

学期末試験期間 
（試験 1 週間前から） 

月曜日～金曜日 8：30 - 20:00 9:30 - 17:00 8:30 - 22:00 
土曜日 11:00 - 19:00 休館 11:00 - 19:00 

日曜日・祝日 休館 休館 11:00 - 19:00 

※夏休み等、臨時休館することがあります。 

※本館（戸畑）と分館（飯塚）で異なることがあります。詳しくは図書館ウェブサイトをご確認ください。 

 
 入館 
 学生証が図書館利用者票を兼ねています。 
 入館の際は、学生証を入館ゲートに読み取らせてください。 
 
 借りる・返す・コピーする 

資料を借りるときは、借りたい資料に学生証を添えてカウンターへお持ちください。自動貸出機で
も手続きが可能です。 

［貸出冊数・貸出期間］ 
学生用図書 研究用図書 雑誌 視聴覚資料 

１０冊・２週間 1 ヶ月 ５冊・１週間 ２本・３日間 

（夏季休業期間には長期貸出を行います。詳細は掲示やウェブサイトでお知らせします） 
返すときは、図書館開館中はカウンターへ、閉館中は返却ポストへお返しください。若松キャンパ
スからの学内便での返却も可能です。 
返却が遅れた場合、返却が完了するまで貸出停止となります。返却期限は必ず守ってください。 
館内にコピー機を設置しており、著作権の範囲内で資料のコピーを取ることができます(1 枚 10 円)。 

 
 取り寄せる 

・本館・分館の図書取り寄せ（無料） 
本館（戸畑）・分館（飯塚）にある図書・視聴覚資料を取り寄せることができます。 
Ｗｅｂからマイライブラリにログインして申し込むか、所蔵図書館へメールで依頼してください。
学内便で所属研究室へ送付いたします。 

・本館・分館資料の電子複写（無料） 
当館所蔵資料に限り、著作権を超えない範囲での複写を無料で提供いたします。 
マイライブラリにログインして、新規申込＞複写の依頼からお申込みください。 

※受取館を戸畑本館に設定し、通信欄に「本学所蔵資料」と注記していただけるとスムーズ
です。 

http://media-lib.hibikino.ne.jp/
http://media-lib.hibikino.ne.jp/
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・他大学図書館資料の文献複写・相互貸借（有料） 
学内にない資料は、国内や海外の他の図書館等から複写物や図書を取り寄せることができます。 
いずれも複写料や送料がかかります。 
マイライブラリから本館（戸畑）へ依頼してください。学内便で所属研究室へ送付いたします。 
公費利用を希望する場合は、配属先研究室教員からの申請が必要です。 

 
 レファレンスサービス 

資料の探し方や、図書館の利用方法などについて質問や相談に応じています。カウンターへ直接、
またはメールでお尋ねください。 
E-mail: tos-service@jimu.kyutech.ac.jp  電話 093 (884) 3074 

 
 図書館にない本の購入希望を出す 

図書館に必要な本がないときは、購入希望を出すことができます。Ｗｅｂサイトのフォームからお
申込みください。 
https://forms.office.com/r/eKrW9pstmJ 

 
 パソコン等の機器を使う 

・無線 LAN 
無線 LAN（KIT-A，B）が利用できます。 
利用には九工大 ID が必要です。 

 
 ラーニングコモンズ 

可動式の椅子や机を組み合わせて学生の皆さんのニーズに合わせた学習空間を作り出すことがで
きる「ラーニングコモンズ」を設置しています。授業やイベント、プレゼンテーション、ディス
カッション等に利用できるほか、パソコンや AV 機器を使った自学自習も可能です。アクティブ
ラーニングの場として各人に合った使い方を探してみてください。Ｗｅｂから予約もできます。 

 
 個人ブース 

就活でのオンライン面接やオンラインミーティングなど幅広い用途にご活用いただけます。 
WEB から予約してご利用ください。 
https://www.lib.kyutech.ac.jp/FacilityReservation/ 

 
 Ｗｅｂサービス 

 マイライブラリ： https://www.lib.kyutech.ac.jp/opac/user/login 
マイライブラリは、本学に所属する教職員・学生・院生等向けの図書館オンラインサービス
です。 
以下のようなサービスが利用できます。サービスの利用には九工大ＩＤが必要です。 
 
［マイライブラリでできること］ 

・学外からの文献複写取り寄せや図書借用の申込 
・資料の予約・予約取消 
・借りている資料、予約している資料の状況照会 
・貸出期間の延長 
・登録した条件にあてはまる新着図書・雑誌の表示 
・これまでに借りた資料の表示 
・ブックマークの利用 

https://forms.office.com/r/eKrW9pstmJ
https://www.lib.kyutech.ac.jp/FacilityReservation/
https://www.lib.kyutech.ac.jp/opac/user/login
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 施設予約： https://www.lib.kyutech.ac.jp/FacilityReservation/ 
館内のラーニングコモンズ・グループ研究室・個人ブースの予約ができます。 

 
 九工大図書館蔵書データベース検索（OPAC）： 

https://www.lib.kyutech.ac.jp/opac/complexsearch 
九工大の図書館にある図書・雑誌・視聴覚資料が検索できます。 
 

 電子ジャーナル・電子ブック検索（SFX）： https://sfx2.usaco.co.jp/kit/az 
九工大で契約している電子ジャーナルや電子ブックの検索ができます。また、データベース
検索から、SFX のリンクをたどると、本文までナビゲートしてくれます。 
 

 まとめて検索（ディスカバリーサービス：Primo）： 
https://usaco.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=kit 
複数のデータベースを同時に検索することができます。検索後に、九工大の蔵書や資料種別
で絞り込むことも可能です。図書や論文など資料を問わず世界中の情報を調べたいときに便
利です。 

 
 Ｗｅｂ上で利用できる資料 

九工大図書館では、紙の資料以外にも、インターネットを通じて以下のようなさまざまな資
料を提供しています。すべて図書館Ｗｅｂサイトからアクセスできます。 
基本的に学内からのみのアクセスとなりますが、九工大 ID でログインすることで、一部を
除き学外からも利用することができます。 
 電子ジャーナル： https://www.lib.kyutech.ac.jp/library/ja/list/ejournal 

電子ジャーナルとは、雑誌論文を電子化し、Web 上で全文を読むことができるようにし
たものです。Elsevier 社や Wiley 社などが発行する雑誌の論文を読むことができます。 

 データベース： https://www.lib.kyutech.ac.jp/library/ja/list/database 
テーマに沿った雑誌論文や新聞記事、データを探すことができます。 

 電子ブック： https://www.lib.kyutech.ac.jp/library/ja/list/ebook 
電子版の書籍で、パソコンや スマートフォン、携帯読書端末などのディスプレイで読む
ことができます。 

 デジタルビデオコンテンツ：  
 https://www.lib.kyutech.ac.jp/library/ja/list/videocontent 

Ｗｅｂ上で利用できる映像資料です。 
 九州工業大学機関リポジトリ（Kyutacar） ： https://kyutech.repo.nii.ac.jp/ 

学内で生産された教育・研究成果情報を電子的に蓄積・保存し、無償で学内外に公開す
るインターネット上のデータベースです。博士論文や教員の論文が収録されています。 

 
○図書館連絡先 

【戸畑】 図書館サービス係 
TEL:093-884-3074  FAX:093-884-3075   E-mail:tos-service@jimu.kyutech.ac.jp 

【飯塚】 情報工学部分館図書係 
TEL: 0948-29-7541  FAX: 0948-29-7543  E-mail：tos-jhotosyo@jimu.kyutech.ac.jp 

 
・X 公式アカウント(@kyutech_lib) https://twitter.com/kyutech_lib 
・LINE 公式アカウント(@928wotqu) https://lin.ee/gsLbXOY  

https://www.lib.kyutech.ac.jp/FacilityReservation/
https://www.lib.kyutech.ac.jp/opac/complexsearch
https://sfx2.usaco.co.jp/kit/az
https://usaco.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=kit
https://www.lib.kyutech.ac.jp/library/ja/list/ejournal
https://www.lib.kyutech.ac.jp/library/ja/list/database
https://www.lib.kyutech.ac.jp/library/ja/list/ebook
https://www.lib.kyutech.ac.jp/library/ja/list/videocontent
https://kyutech.repo.nii.ac.jp/
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Ⅹ．大学院担当教員の教育研究分野及び授業科目 
シラバスはこちらのQRコードから閲覧できます。 
 
 
 
 主要研究分野 主要教育研究内容 授業科目 担当教員 所在地 

1 生物規範知能 
システム 

生物は，身体のやわらかさや冗長さ，情報を劣化
させるノイズの存在など，一見欠点・問題とも見
える特徴を多く持つ．しかし，生物の優れた能力
の背景には，これらの特徴を逆に利用するメカニ
ズムがある．本研究室では，生物を規範としたロ
ボットや制御・学習システム，情報処理に関する
研究・開発を通じ，そのメカニズムを構成論的に
理解し，既存の体系を拡張することを主眼として
いる． 

実践的データサイエン
ス基礎， 

GAAR ジャーナルク
ラブ 

池本 周平 若松 

2 フィールド 
ロボティクス 

ICT 技術の発展とともに，ロボットの活動範囲は
工場の自動化から極限環境，サービス分野まで拡
大している。 
社会で活躍するロボットを開発するには，ロボッ
トの知能化や人間／ロボット共存が重要な研究課
題となっている。本研究室ではフィールド実験や
競技会を通じてロボットの有効性を検証し，社会
に貢献できるロボットの開発を目指す。具体的に
は，水中ロボットによる海底調査や水中構造物の
検査，トマト収穫ロボットの開発，ロボカップサ
ッカーを題材にしたマルチエージェントシステム
の開発等を行う。 

ロボット運動学 石井 和男 若松 

3 IoT・ビッグデータ 

スマートフォンやセンサから集められたデータか
ら行動を認識し様々なサービスに活用する技術を
研究する．医療・介護ビッグデータも集めながら
AI を育てる． 

確率論的機械学習 井上 創造 若松 

4 
神経科学、医療・福
祉工学、スポーツ科

学 

本研究室のミッションは、神経科学と医療・福祉
工学の融和による社会実装を目指した研究の展開
である。最近の主な研究テーマは、神経科学的知
見に基づく歩行補助用具の評価および開発と、ニ
ューロモデュレーションを用いたヒト運動学習の
促進である。主な研究手法として、経頭蓋磁気刺
激・経頭蓋直流電気刺激、末梢神経電気刺激、表
面筋電などの電気生理学的手法、運動学習や歩行
適応などの行動科学的手法、モーションキャプチ
ャーによる動作解析を用いる。 

運動神経生理学特論 小幡 博基 若松 

5 パワーエレクトロニ
クス、パワー半導体 

ワイドバンドギャップ (WBG) パワー半導体素子
とその応用を主な研究テーマとしている．WBG パ
ワー半導体素子は，シリコン半導体素子に比べ高
速・高効率に動作可能である一方，そのポテンシ
ャルを十分に活かすには，適用する回路や動作環
境を踏まえた素子動作の理解が重要である．数値
計算と実験の両面から物理現象の理解と応用技術
の探索を進めることで，WBG パワー半導体の応用
拡大を目指している． 

パワー半導体デバイス 河野 洋志 若松 
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 主要研究分野 主要教育研究内容 授業科目 担当教員 所在地 

6 人間・社会的 
知能システム 

ヒトやシャカイを理工学的に理解し、それに基づ
いた支援システムを構成し、さらに社会実装にも
取り組む。AI・制御など数理工学に基づいた知能
ロボティクスや、スマートライフケア領域におけ
る医療福祉系の学術研究は勿論、日本屈指のスマ
ートライフケア共創工房を活用し、支援ロボット
や AI のプロトタイプ開発・評価を、高齢者、障が
い者、医療・看護・介護従事者などと連携して推
進している。人工筋肉を用いた小型軽量歩行アシ
スト装置や運動学習用スーツ、既存歩行器のアシ
スト AI ロボット化、着衣介助ロボット、VLM や
VLA 応用、スマートデバイスを用いた患者の調子
予測、など多彩な研究や社会実装を推進している。 

脳型学習理論， 
AI ライフデザイン 

システム 
柴田 智広 若松 

7 数理神経回路 

海馬、および嗅内皮質の電気生理学データをもと
に神経回路モデルを作成し、その情報処理機能を
理解する研究を行う。また、その情報処理機能を
工学に応用するための教育と研究を行っている。
ほかには、魚の電気受容や行動特性についても研
究を行っている。 

数理モデル基礎， 
神経科学演習， 

車載用知的情報処理 
立野 勝巳 若松 

8 知能創発ナノシステ
ム 

本分野では、生体の機能に学んだ人工知能(AI)ハ
ードウエアなど新しい情報処理に用いる為の基本
的なナノ電気デバイスの材料工学に根差した開発
およびその回路化を目指す。特に脳型信号発生・
伝達、視覚・画像認識のための AI ナノデバイスに
注目し内外の研究機関・グループと連携し研究を
行う。この過程で、基礎学問としてのメゾスコピ
ック物理学、有機・無機電気物性や初歩的なプロ
グラミングの知識を得るとともに、産業界で要望
されている実践的な最新の AI ナノデバイス作製
技術・脳型応用やその回路化技術などを習得する
ことができる。 

計算知能ハードウェア
概論，知能マテリアル

システム 
田中 啓文 若松 

9 生体流体工学 

先端医療をより高度化するため，機械工学,特に流
体工学やそのほかの応用力学の知識を用い，(1)人
工臓器開発のための血液流れの溶血・血栓現象の
数値的・実験的解明,(2)衝撃波を利用したドラッ
グ・デリバリー・システムの開発,(3)衝撃波を利用
した環境バイオプロセスの開発,(4)再生医療のた
めの衝撃波細胞増殖制御,血液内の白血球の走化
性の物理的解明とマイクロマシン動力源としての
応用,(5)循環器系流れの数値シミュレーションと
ウイルス感染機構の解明と血圧計測手法の開
発,(6)気泡や超音波の医療応用,(7)衝撃波による細
胞変形挙動解明，さらには(8)気泡を用いた上下水
浄化システム向上，(9)高齢者の転倒による脳損傷
のシミュレーションによる解析などの研究を行っ
ている。 

生体流体力学 玉川 雅章 若松 
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10 脳型計算機 
システム 

「すべてのモノに知性を組込む」ことを遠大な目
標として掲げ，生物が持つ知能を工学的に実現す
る「脳型計算機システム」の研究開発を推進する．
深層学習や生成 AI，脳型人工知能などのモデル研
究，ハードウェア指向モデルとその半導体集積回
路実装，ロボット応用と，モデル，回路，応用の 3
本柱を分野融合する学際研究によりその実現を目
指す．自ら考え，経験を積み，学習・成長する脳
型 AI チップを搭載した脳型計算機システムを構
築し，人間の生活空間でパートナーとして働くホ
ームサービスロボットなどへの多角的応用を目指
す．本分野へ所属した学生は，研究活動を通して，
AI モデル，集積回路技術，社会実装に関する実践
的な技術とノウハウを習得し「未来の産業を率い
るリーダーになる」ことを体現する自己成長を目
指す．これらを通して 21 世紀最大かつ未踏の研究
領域である脳機能の工学的実現に挑み「脳型計算
機というフロンティア」を切り開く． 

Robot Operating 
System 演習， 
AI セミナー， 

計算知能ハードウェア
概論 

田向 権 若松 

11 神経リズム回路と
BMI 

下等生物の神経系から高等生物の脳内まで様々な
自発的神経リズムが観察され、生物の能動的情報
処理機構と関係がある。この神経リズムを用いた
脳内情報処理機構を、ヒト脳波実験及び動物電気
生理学実験を用いて教育と研究を行う。 

神経科学基礎 夏目 季代久 若松 

12 界面機能工学 

「元素循環を実現する化学」のコンセプトのもと、
「産業プロセス」・「物質生産」・「エネルギー生
産」の新技術の創生と実用化に挑むを基礎研究を
推進し、そうした基礎研究成果を基にして産学連
携研究も多数行っており、製品開発も行っている。
その目指すところは、持続可能社会・持続可能産
業の実現である。 
春山研究室（界面機能工学分野）の教育研究活動
内容と研究実績は、その一部を研究室のホームペ
ージ上で紹介しているので、併せて閲覧のこと。 

大気と水の資源化と 
化学循環 春山 哲也 若松 

13 
有機機能性材料およ
びそれを用いたデバ

イス 

光合成の仕組みを利用した太陽光を電気に変える
有機系の次世代太陽電池と低コストで作製できる
有機電子デバイスの研究を行っている。目的を達
成するためには太陽光を吸収する新色素（近赤外
色素）の合成、電荷を効率的に運ぶ高い電子及び
ホール輸送する有機半導体とそれの簡便製膜技術
の開発が必須である。上記光機能性分子を分子軌
道計算で設計、合成し、それらの応用は太陽電池
及び有機エレクトロニクス分野に有用性を評価し
ている。計算化学ー合成ー基礎物性デバイス評価
までの広い領域をカバーし、高効率有機太陽電池
と有機エレクトロニクデバイス作製のための指針
を提案し、環境を通じて社会に貢献することを研
究の目的としている. 

先端電気化学工学，有
機エレクトロニクス材

料とデバイス 

ﾊﾟﾝﾃﾞｨ  
ｼｬﾑ ｽﾃﾞｨﾙ 若松 

14 脳型知能学習理論 

脳型の人工知能を実現するための学習理論を究明
し、アルゴリズムとして実現することをめざす。
特に、データを通して普遍的な知識を発見し、も
のごとを多面的・多層的に理解する学習理論の研
究に取り組む。また、開発したアルゴリズムをデ
ータ可視化、視覚的情報探索に応用する。さらに、
人間のコミュニケーション解析や、行動発達の数
理モデルを構築する 
研究も行い、自己理解や個性が創発する知能の実
現をめざす。 

線形代数 古川 徹生 若松 
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15 知的情報処理 
システム 

ヒトの行動を自動で計測し、記録を収集して解析
することで、ヒトの特性や状態を推定することで
き、適切な理解や介入方法の検討などが可能にな
ると考えている。ヒトの内部状態も組み込んだ行
動モデルおよび行動の変容モデルを構築すること
で、行動の予測やシミュレーションなどを実現す
ることを目指している。 

頻度主義機械学習 堀尾 恵一 若松 

16 ナノ材料・太陽電
池・金属イオン電池 

自然界の光合成システムを再現する光電変換シス
テムについて研究することである。また機能性ナ
ノ材料のデザイン及び合成を行い、それらの応用
に関する研究を行っている。特に高効率・低コス
トな次世代薄膜太陽電池と金属二次電池の研究開
発を行っている。 

ナノ材料と 
エネルギー変換 馬 廷麗 若松 

17 微生物工学 

微生物は精巧な微生物機能により、様々な過酷な
環境で生き延びる術、有用な物質を造りあげる術
などを兼ね備えている。そのような微生物が織り
なす化学反応、すなわち有用な機能を工学的に応
用するために、バイオフィルム形成、微生物間コ
ミュニケーション、環境浄化などに関わる機構を
生物化学的な視点で解明し、その微生物機能に基
づいた新規的な環境技術とものづくりの構築を目
指している。 

微生物機能と 
化学循環 前田 憲成 若松 

18 生体機能材料 

病気やけがにより損傷を受けた生体組織の機能を
代替する生体材料の合成と評価を行っている。主
として骨や歯，軟骨等の修復に焦点を合わせ，材
料の持つ特性を引き出しながら，優れた生体親和
性を発揮する新素材を設計する。例えば，生体内
で異物反応なく骨と自然に結合できる人工骨を，
セラミックス，金属，高分子，あるいは有機－無
機ナノハイブリッド等から創成し，その微細構造
や化学的特性，生物学的親和性を評価する。さら
に，生物が小さなエネルギー消費で骨や貝殻を作
り出すプロセスに学び，常温常圧の下で高機能セ
ラミックスを合成し，医療や環境浄化等に応用す
る試みも進めている。最近では，上記に加えてが
ん治療や薬剤徐放を支援するセラミックス微粒子
の研究も展開している。 

生体機能材料 宮﨑 敏樹 若松 

19 分析物理化学 

光励起により様々な機能を発現する無機の半導体
材料の開発とその反応機構の解明を目的に研究を
行っている。例えば、環境浄化やエネルギー変換
を引き起こすことができる光触媒やこれらを応用
した光触媒電極などである。 

光機能材料と 
化学循環， 

循環可能化学 
コラボレーション 

ストーミング 

村上 直也 若松 

20 バイオマイクロ 
デバイス 

半導体加工などのマイクロ・ナノ加工技術を利用
して実現される微小な構造と機能は、MEMS 
(Micro Electro Mechanical Systems)と呼ばれる。
この MEMS 技術とバイオ技術を融合することで、
医療や創薬に貢献する革新的なマイクロデバイス
を構築する。例えば、シリコン基板上に微小な培
養容器、流路、電極などを形成し、その上で神経
細胞や脳オルガノイドの電気的信号を同時多点で
計測する技術、デバイス上に脳血管構造を再構築
し血液から神経系への薬剤透過を評価する技術な
どを確立し、神経疾患の発症メカニズムの解明や、
その治療薬の効果や安全性の評価を行うことが可
能なマイクロデバイスを実現する。 

バイオマイクロ 
デバイス 安田 隆 若松 
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21 生体力学 

生体の材料力学を基礎にした教育と研究を実施し
て、生体外の力学的環境や生体内の力学的状態が
生体構成要素の機能に及ぼす影響を実験的に解明
したり、計算機シミュレーションを通して現象を
予測したりして、問題解決能力を養う。習得した
技能は、生体機能の維持・回復、医療現場での診
断・治療の支援や、製造業における人と接する製
品の設計などに活用する。 

生体材料力学 山田 宏 若松 

22 
感性情報処理・ 

ソフトコンピュー 
ティング 

人間の主観的な特性を数学的・工学的にモデル化
し，情報処理技術と融合させることを通じて，よ
り人間と親和性の高い情報システムをデザインす
る教育研究を行う．感性情報処理をはじめ，ヒュ
ーマンコンピュータインタラクション，計算知能，
パターン認識，メディア情報処理などの分野を横
断した研究を展開している．これらの知見を活か
し，ユーザの感性や嗜好を反映した情報システム
や直感的なインタフェースの設計など，実社会で
有用な人間中心型情報システムの実現を目指す． 

視覚デザイン 吉田 香 若松 

23 脳型知能創発 
システム  

環境との相互作用で生物が知能を生み出し、知識
形成する過程を探求。脳-身体-社会の動的関係性を
科学し、知能創発の原理を構成論的に検証。生体
信号計測（脳波・視線・動作）、身体支援機器設
計（MBD 理論解析）、自動運転用 AI、熟練者暗
黙知の顕在化技術へ活かす。 

数理モデル基礎， 
車載用知的情報処理， 
脳型知能・ロボット概

論 

我妻 広明 若松 

24 機能 
代行システム 

疾病や加齢によって生じる身体機能障害は、生体
の感覚・運動機能および脳の働きが不十分なため
に生じる。ここでは、ヒトの感覚・運動機能の特
性を心理物理学的手法により解析し、その特性を
活かしながら、不十分な身体機能を代行・支援す
る方法や装置の研究開発をおこなう。 

機能 
代行システムデザイン 和田 親宗 若松 

25 メカトロニクス 

ロボットは生命体を模倣して人の代わりに作業す
る機器といえる。このロボットに代表されるメカ
トロニクス機器の性能向上は，使用されている材
料特性にも依存する。そこで，メカトロニクス機
器やこれらを構成するデバイス・パーツ等の材料
技術を知ることにより機器の理解を深め，どのよ
うな性能向上が期待されるかを理解する教育と研
究を実施する。さらに特性向上策を検討するため
の分析方法や方法論としてマテリアル・インフォ
マティクス等についても取り組んでいく。 

メカトロニクス材料 佐々木 巌 連携 
機関 1 

26 画像センシング 

人間の視覚にせまる画像センシング技術開発に必
要な基礎的方法論および応用事例研究をおこな
う。対象の反射特性や照明光などから得られる光
情報から対象の位置姿勢などを正確かつ高速に抽
出する方法やそこから得られたデータを意味のあ
る情報に変換する方法を実用化に耐えうるレベル
で実現することを目指す。 

画像センシング・ 
知識情報処理工学 諏訪 正樹 連携 

機関２ 
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27 知識情報処理 

知的システムにおけるアルゴリズム開発の基礎的
方法論および応用事例研究を行う。本研究では、
自然界や人類が持つ「知」を学ぶことで、問題解
決やコミュニケーションに役立てること、すなわ
ち価値創造に結びつけることを重要視している。
具体的には、ファジィ論理やソフトコンピューテ
ィングおよび統計解析などの基礎的内容の理解と
同時に、健康や環境分野を対象として応用研究を
行う。特にセンサデータ解析に基づく、指標・基
準・因果関係の開発と活用方法の構築を目指す。
また，人間－機械協調系における社会的知能につ
いて検討を行う。さらに、企業における研究開発
のあり方について紹介、議論する。 

画像センシング・知識
情報処理工学 中嶋 宏 連携 

機関２ 

28 メカトロニクス 

メカトロニクスシステムのシステム設計および実
現につき，理論的および実験的に教育と研究を行
う。キーワードは精密化（マイクロ～ナノメータ
レベル）と高速応答化，ロバスト化である。さら
に、メカトロニクスシステムが人間と協調する環
境を想定し、そのためのシステム設計をハードお
よびソフトの両面から教育及び研究する。 

メカトロニクス制御 本田 英己 連携 
機関１ 

29 生物模倣型 
ロボット 

生物の機能・能力・構造からヒントを得て工学に
応用するバイオミメティクスが注目を集めてい
る。本研究室では、バイオミメティクスをロボッ
ト工学に応用し、新しい移動形態、情報処理シス
テムの研究を行う。 

生物規範工学 松尾 貴之 連携 
機関３ 

30 環境共生機能材料 

環境問題は、様々な国や地域と連携して解決する
ことが必要である。現実の社会を見据えた環境と
共生できる社会づくりを目指す研究開発を行なっ
ている。具体的には、自然の恵みであるバイオマ
ス素材の特徴を活かした材料開発やリサイクル技
術の開発を通して、研究成果を社会に還元する。
有機合成や高分子合成を学び培い、付加価値の高
い材料の創成をおこなう。 

環境共生材料化学 安藤 義人  

31 生物機能分子 

生体分子とナノ材料との融合による新規機能性ナ
ノ材料の構築およびそのセンサ素子への応用研究
や、植物・昆虫由来の機能性タンパク質をベース
に設計した生体分子を利用して、微生物や植物に
高効率に組み換えタンパク質を発現する研究やス
トレス耐性を向上させる研究に着手している。 

生体分子の機能と 
構造， 

化学・バイオコンピュ
ーティング演習 

池野 慎也 若松 

32 分子感覚システム 

外界環境の検出およびその情報伝達には、受容細
胞内において多様な分子が動的に関与している。
化学物質受容細胞(例:味細胞）の化学物質検出機
構、情報処理機構を電気生理学的に研究し、これ
らの機能発現に関与する分子を遺伝子および蛋白
質レベルで解明している。 

神経科学基礎， 
神経科学演習 大坪 義孝 若松 

33 生物機能構造 

タンパク質分解酵素の阻害剤および検出試薬等の
構造活性相関および機械学習による設計、合成お
よびその解析を行い、生体分子の機能と構造の関
わりを解明する。 

生体分子の機能と構
造、化学・バイオ 

コンピューティング演
習 

加藤 珠樹 若松 
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34 MEMS ベース医工学 

生体内で起きている現象を詳細に理解するために
は、特定の分子や細胞を取り出し、それぞれの特
徴を評価することが求められる。本研究室では、
マイクロマシニング技術により MEMS やマイク
ロ流体デバイスを作製し、分子・細胞の機械的な
特性の計測や、他の物質との相互作用計測を行っ
ている。開発するデバイスと研究成果によって、
がん研究やがん診断、治療へ貢献することを目指
している。 

マイクロ分析システム 久米村 百子 若松 

35 知能機械 

近年、ロボット技術が医療・福祉分野に適用され、
ロボットが人と接する機会が増えている。その場
合、従来の産業用ロボットとは異なり、人とロボ
ットが接したときのお互いの損傷が少ないよう柔
軟な素材を使ってセンサやアクチュエータを構成
することが必要である。そのような背景から、「柔
軟なセンサ・アクチュエータの医療・福祉・産業
への応用」を目指し、(1)形状記憶材料や人工筋肉
のロボットへの応用、(2)低侵襲治療機器にも用い
ることのできる柔軟な触覚センサ、(3)血管内治療
用シミュレーションシステムなどの研究を行って
いる。 

生体機械力学 髙嶋 一登 若松 

36 触媒電解工学分野 

地球環境の課題を解決する元素循環に関する研究
をしています。地球温暖化は人類が解決すべき課
題の一つである。地球温暖化を進めている原因と
して考えられている温室効果ガスの二酸化炭素
は、人類が社会を豊かにするための科学技術によ
って大気に放出されている。この課題に立ち向か
うのも科学技術であり、化学の力で解決を目指す。
二酸化炭素を還元することで、工業的に有用な資
源物質を作り（二酸化炭素の資源化）、社会発展
に使われることによって元素循環を実現し、地球
環境の課題解決と人類の社会発展の実現に取り組
む。 
まだわかっていないことに取り組むことで、課題
を解決する力が身に付く。研究室では、研究を通
して課題解決能力を身につけ、社会の課題を解決
できる能力を持つ人財の育成に努める。 

大気と水の資源化と化
学循環 髙辻 義行 若松 

37 脳型統合システム 

「機能の相互作用によって知能を発現する」とい
う考えに基づいて，人と共生するロボットの知能
を担う「脳型統合システム」の研究開発を行いま
す．現行の AI 技術は，大規模なデータセットと強
力な計算機を必要とするため，大量の学習データ
を用意できないケース，強力な計算機を用意でき
ないケース，省電力が求められるケースにおける
適用が困難です．この問題に対して，即座に学習
可能で，省電力に情報処理を行う脳の機能を模倣
した AI システムを考案し，現行の AI を補完しま
す．例えば，脳の海馬・扁桃体・前頭前野のモデ
ルを考案し，それらを相互作用させることで，現
行の AI では実現困難な個人の少量の経験に基づ
いた知識の獲得，および記憶に基づいた予測・行
動生成を可能にします．さらに，モデルの考案に
留まらず，AI の情報処理を高速かつ省電力に実行
するためのアルゴリズムとハードウェアの研究開
発まで一気通貫で行います．本教育研究分野へ所
属した学生は，脳型 AI×ハードウェア×ロボット
という研究領域を融合した，独自性の高い研究テ
ーマに携わり，研究活動を通して，社会が要請す
る多様な知識と技術を備えた人材となることを目
指します． 

AI セミナー， 
Robot Operating 

System 演習 
田中 悠一朗 若松 
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 主要研究分野 主要教育研究内容 授業科目 担当教員 所在地 

38 呼応型機能 
材料 

人工材料の中には、周囲の環境に応じて自発的に
構造を変化させ、その環境と調和するものがある。
しかし、自然界や生物体内での変化（pH、温度、
応力、生体分子濃度など）に応じて多様な機能を
発揮する材料については、まだ十分に研究が進ん
でいない。 
 ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩などの無機化合物
と有機分子をナノレベルで構造的に制御・組み合
わせることにより、周囲環境に応答して構造変化
や分解を生じる準安定化合物を設計・合成する。
体液や海水などの水溶液環境における材料の挙動
や、それに対する哺乳類細胞や微生物の応答を詳
細に解析し、組織再生医療や環境浄化への応用を
目指す。 

材料機器分析学， 
DAMD セミナー， 

DAMD 共創ストーミ
ング 

中村 仁 若松 

39 フィールドロボティ
クス 

実際の環境でロボットが目的のミッションを確実
に達成することを目指し，本研究室は実環境でロ
バストに行動するフィールドロボットシステム，
及びその周辺技術の開発を行う． 
近年は海中ロボットを中心に，海洋生物捕獲ロボ
ット，海中画像の鮮明化，音響センシング，養殖
業のためのセンシングデバイスに関する研究に取
り組んでいる 

インテグレーション 
実践演習Ⅰ,Ⅱ，Ⅲ 西田 祐也 若松 

40 モータ，パワー 
エレクトロニクス 

モータは，家電機器・産業機械（ロボット，工作
機）・自動車などの様々な用途で利用されており，
モータの高効率化・高性能化は省エネ・脱炭素化
に直結する。本研究室では，電気機器，電力変換，
機械設計，制御を基礎とし，「回転軸を電磁力で
非接触支持しながら回転トルクを発生するベアリ
ングレスモータ」と「トルク性能向上および低騒
音低振動の機能を有する多機能モータ」の研究活
動を行う。 

パワーエレクトロニク
ス応用 藤井 勇介 若松 

41 脳型ロボット 
センシング 

生体感覚系から学んだセンシング技術の開発とロ
ボットを用いた生体観測/操作/シミュレーション
技術開発を二つの軸に研究活動を行う。 
具体的には照明変化に頑健かつ効率的に情報抽出
する視覚センサやエコロケーション機能の工学的
再現、事象駆動型演算回路、それらのロボティク
ス/生体感覚神経系の実機シミュレーションへの
応用に関して研究する。 

ロボットシステム基礎 安川 真輔 若松 

42 パワー半導体・電気
電子材料 

ダイヤモンドの優れた半導体特性を応用した超高
性能パワーデバイスの研究を行う。ダイヤモンド・
パワーデバイスの実現は、電気エネルギーの高効
率利用や直流送電によるエネルギーグリッドの構
築を可能にし、脱炭素社会の実現に貢献する。ダ
イヤモンド結晶成長、デバイス作製プロセス、パ
ワーデバイス評価、ダイヤモンドの新たな機能の
探求などの研究を行う。 

半導体材料とデバイス 渡邉 晃彦 若松 

連携機関 1：(株）安川電機 

連携機関 2：オムロン（株） 

連携機関 3：北九州工業高等専門学校 
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Ⅺ．キャンパスライフ 
１．奨学金 

日本学生支援機構の奨学金を主とし、地方公共団体及び民間育英団体の奨学金があります。 
 

①日本学生支援機構奨学金 
 奨学生の募集は、年２回（春期・秋期）行っています。 
 ◆貸与月額  
 【第一種奨学金】（無利子）  
 ○博士前期課程 50,000 円，88,000 円から選択  
 ○博士後期課程 80,000 円，122,000 円から選択  
 【第二種奨学金】（有利子） 
 ○博士前期・後期課程 5 万円，8 万円，10 万円，13 万円，15 万円の中から選択  
 【入学時特別増額貸与奨学金】（有利子） 
 ○博士前期・後期課程 10 万円，20 万円，30 万円，40 万円，50 万円の中から選択 
（第一学年のみ。日本政策金融公庫の国の教育ローンを利用できなかったことが条件となります。）  
 ◆緊急・応急採用    

 進学前又は在学中に被災や病気等によって家計が急変し、修学に困難が生じた場合、申請でき
ることがあります。希望される場合は、学生・留学生係までご相談ください。  

 ◆人的保証制度と機関保証制度    
 奨学金の貸与にあたって、連帯保証人及び保証人を選任する人的保証制度と、一定の保証料を
支払うことにより、奨学金の貸与を受けることができる機関保証制度があります。申込時に人的
保証または機関保証のどちらかを選択することになります。 
 なお、人的保証を選択した場合、各種条件がありますので、必ずご確認ください。 

 ◆大学院進学以前に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていたみなさんへ  
 高校・高専・大学在学中に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていた方で在学中の返還猶予
を希望する方は、入学後、スカラネット・パーソナルにより手続きが必要です。 
 本件の手続きに関しては、４月の第一週目頃に全学生宛てにメールいたします。 

 ◆継続願（適格認定）  
 貸与期間中は、毎年１回スカラネット・パーソナルから継続願を提出しなければなりません。
本件の手続きに関しては、対象者へ１２月以降にメールいたします。 
学校では学業成績等により奨学生としてふさわしいかどうか、適格認定を行います。 
 この継続願を提出しないと、奨学金が廃止となるので注意してください。    

 ◆異動等届出  
 奨学生に休学・退学・転学・辞退・死亡等の異動が生じた場合は、ただちに所定の様式によっ
て届け出なければなりません。また、月額変更、改氏名、口座変更、連帯保証人及び保証人変更、
連帯保証人及び保証人転居などについても届け出なければなりません。 
 異動が予定されているときまたは異動があったときは、速やかに学生・留学生係へ相談の上、
届け出てください。 
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 ◆奨学金の返還  
 日本学生支援機構の奨学金は貸与であり、貸与終了後には返還の義務があります。この返還金
は新たな奨学生へ貸与する奨学金の財源となりますので、定められた期間内に必ず返還しなけれ
ばなりません。返還は、貸与金額に応じて定められた金額を月賦等により返還することになりま
す。 
 貸与終了時に「貸与奨学金返還確認票」と「返還のてびき」を配付します。内容を確認の上、
定められた期限までに手続きをしてください。本件の手続きに関しては、対象者へメールいたし
ます。 

 【大学院において第一種奨学金の貸与を受けた者の返還免除について】  
大学院第一種奨学金貸与者のうち、在学中に特に優れた業績を挙げた者として日本学生支援機構
が認定した場合、奨学金の全部又は一部の返還が免除されます。 
本学でも、「九州工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金の返還免除候補者選考
に関する規程」に基づき、候補者を選考の上、日本学生支援機構に推薦します。 
本件の手続きに関しては、対象者へメールいたします。 

 
②地方公共団体及び民間育英団体 
 旭硝子財団（前期課程）100,000 円/月（後期課程）250,000 円/月、日揮・実吉奨学会 400,000 円/
年、大阪造船所奨学会 30,000 円/月、三井金型振興財団 80,000 円/月、日鉄鉱業奨学会 120,000 円/
月等の奨学金があります。これらの奨学金については募集があり次第、奨学金 HP に掲載されます。 

 

２．入学料の免除 
大学院に入学する者で、次のいずれかに該当する場合に入学料免除の対象となります。 

（1）経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者 
（2）入学前１年以内において、入学する者の学資負担者が死亡した場合、又は入学する者若しくは学

資負担者が風水害等の災害を受けた場合 
（3）記（2）に準ずる場合であって、学長が相当と認める場合 
（4）強い社会的要請があり、特段の配慮が必要であると学長が認める場合 
 

入学料の免除を希望する者は、授業料免除等申請書の交付を受け、必要書類を整えたうえ、指定
された期日までに学生・留学生係へ提出してください。 

・必要書類を受理された者は、免除の許可・不許可が決定されるまでの間は、入学料の納付を猶予し
ます。 

・選考の結果、不許可または半額免除の決定がなされた場合は、その決定後大学があらためて指示す
る期限までに入学料（半額免除の場合は半額）を納付してください。 

 
３．授業料の免除 

大学院に入学・在学する者で、次のいずれかに該当する場合に授業料免除の対象となります。 
（1）経済的理由により授業料の納付が著しく困難であり、かつ、学業優秀と認められる者 
（2）授業料の各期の納期前６ヶ月以内（新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合

は、入学前１年以内）に学資負担者が死亡した場合、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の
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災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる者 
（3）記（2）に準ずる場合であって、学長が相当と認める場合  
（4）強い社会的要請があり、特段の配慮が必要であると学長が認める場合 

ただし、進級できなかった者、又は修業年限を超えて在学している者（病気、留学など特別な事
情があると認められる場合を除く）は、(1)～(4)のいずれに該当しても免除の対象となりません。 

授業料の免除を希望する者は、授業料免除等申請書の交付を受け、必要書類を整えたうえ、指定
された期日までに学生・留学生係へ提出してください。 

・必要書類を受理された者は、免除の許可・不許可が決定されるまでの間は、授業料の納付を猶予し
ます。 

・選考の結果、不許可または半額免除の決定がなされた場合は、その決定後大学があらためて指示す
る期限までに授業料（半額免除の場合は半額）を納付してください。 

 
４．アルバイトについて 

応募方法 
◆家庭教師、塾講師、一般アルバイトの紹介は、「学生アルバイト情報ネットワーク」で紹介します。 
アクセス方法 

URL：https://www.aines.net/kyutech/ パソコン・携帯電話で、九州工業大学アルバイト紹介シ
ステムにアクセスしてください。大学のホームページからもリンクされています。 

 
注意事項 

 ◆学業や健康に支障がないように注意願います。労働条件（内容・形態・時間・アクセス等）をし
っかり確認してください。 

 ◆アルバイトをする場合は、モラルやマナーを守ってください。 
 ◆雇用計画内容に対する疑問やトラブル等が発生した場合は、速やかにネットワーク運営事務局ま

で申し出てください。 
 ◆留学生のアルバイトについては、学生・留学生係にお問い合わせください。 
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５．下宿・アパート等の状況 
生命体工学研究科があるひびきの（若松区）・折尾（八幡西区）地区では、徒歩または自転車通学

圏内（約 10～20 分）に位置する物件が多数あります。学生寮はありませんので、希望者はインター
ネット等による不動産会社を利用して、手続きを行ってください。 

学術研究都市内にある生活協同組合では、不動産斡旋業は廃止されました。 
 
 ◆相談先：学生・留学生係 
 
６．正課中、課外活動中及び通学中の事故・傷害 
学生教育研究災害傷害保険（通学中等傷害危険担保特約付帯） 

この保険制度は、公益財団法人日本国際教育支援協会が保険契約者となり、大学の正課中、学校
の主催行事中、課外活動中、学校施設内における休憩中及び通学中、学校施設等相互間の移動中に
被った災害、傷害に対し、被害救済の措置として昭和 51 年度に創設されたものです。詳細について
は、保険のしおりを参照するか学生・留学生係へ問い合わせてください。保険料は、入学時の諸納
金に含んでいますが、修業年限を超えて在学する学生は、保険期間切れとなりますので、改めて学
生・留学生係で加入してください。 

 
 学研災付帯賠償責任保険 
  Ａコース：学生教育研究賠償責任保険（略称「学研賠」） 
  この保険は、学生が正課中、学校行事中、ボランティアクラブ等での課外活動及びその活動を行

うための往復途中で、学生の被る種々の賠償責任事故に対する被害救済のための賠償責任保険制度
です。インターンシップに行く前に、学生・留学生係で必ず加入してください。それ以外の学生に
ついても加入を推奨します。 

  詳細については、学生・留学生係へ問い合わせてください。 
 
学研災付帯海外留学保険 
  本学海外派遣プログラム及び海外での学会等に参加する学生には、学研災付帯海外留学保険への

加入を義務付けています。 
  詳細については、学生・留学生係へ問い合わせてください。 
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７．授業料未納者への督促時期について 
 

区分 督促の種類 督促月日 督促方法 

前 

期 

分 

掲 示 ５月１日（第１回） 
対象は、５月１日現在の未納学生で、学内掲示によ
る。 

督促状 ７月４日（第２回） 
対象は、７月４日現在の未納学生で、はがきの発送
及び学内掲示による。なお、はがきは、原則として
保証人に対して発送するものとする。 

督促状 ９月１日（第３回） 
対象は、９月１日現在の未納学生で、封書の発送及
び学内掲示による。なお、封書は、原則として保証
人に対して発送するものとする。 

後 

期 

分 

掲 示 １１月１日（第１回） 対象は、１１月１日現在の未納学生で、学内掲示に
よる。 

督促状 １月４日（第２回） 
対象は、１月４日現在の未納学生で、はがきの発送
及び学内掲示による。なお、はがきは、原則として
保証人に対して発送するものとする。 

督促状 ３月１日（第３回） 
対象は、３月１日現在の未納学生で、封書の発送及
び学内掲示による。なお、封書は、原則として保証
人に対して発送するものとする。 

 
※１ 授業料免除申請者で不許可または半額免除になった者の督促については、別途学内 
  掲示等により行います。 
※２ 督促月日が休日の場合は、休み明けの平日となります。 
※３ 授業料が納入されない場合は，九州工業大学学則第２９条第１号または第６８条第１号の規定により、除
籍の手続きを進めることになります。 
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８．交通案内及びキャンパスマップ 
 
１．交通案内 
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２．建物配置図 
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